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本日御議論いただきたい事項①

• 再生可能エネルギーは、脱炭素化に資する国産エネルギー源であり、政府として導入を後押ししてきた。しかし、
2012年のFIT制度開始以降、太陽光発電を中心に急速に導入が拡大した一方、地域共生の問題や国民
負担の増加が生じるなど、その社会受容性が低下している。特に昨年は、不適切なメガソーラー開発の問題が
大きくクローズアップされるなど、地域との共生を前提とした導入の在り方が改めて厳しく問われたところ。

• 他方で、我が国は、すぐに使える資源に乏しく、エネルギー供給の多くを化石燃料の輸入に依存することにより、
価格変動リスクや国富流出といった課題を抱えている。今般の中東情勢の悪化は、我が国におけるエネルギー
安全保障・安定供給の重要性を再認識する契機。

• 世界では、太陽光発電・風力発電を中心に、再エネの発電コストが急速に低減し、コスト競争力のある電源
となっている。昨年には、世界の電源構成に占める再エネの割合が石炭火力を上回るなど、導入が大きく拡
大している状況。加えて、諸外国では、中東危機を踏まえた中長期的な対応策として、再エネ導入等の取組
の加速化が検討されている。我が国としても、地域との共生と国民負担の抑制を図りつつ、望ましい事業は積
極的に促進すべきである。

• 本日の小委員会では、各国の政策動向やエネルギー安全保障・安定供給の確保に再エネが果たす役割等に
ついてシンクタンクから御報告いただき（資料４参照）、改めて再エネ導入の必要性について確認することと
したい。
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（参考）我が国のエネルギーを巡る現状

• 我が国は、すぐに使える資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれるなどの地理的制約を抱えており、低いエネル
ギー自給率、化石燃料・火力依存のエネルギー供給など、エネルギー安定供給上の脆弱性を抱えている。

• 石油危機後に改善を続けてきたが、東日本大震災後に大きく悪化。化石燃料・火力依存により、①地政学リ
スクと②資源価格・為替リスクを経済に内包。

エネルギー自給率
2024年度：16.３%（確報値）

＊2023年度時点（15.3%）では、
OECD加盟38カ国中2番目に低い

火力依存度
（電源構成）

2024年度：68%（確報値）

＊2023年度時点（69%）では、
G7で最も高い水準

化石燃料輸入
（貿易収支）

2024年：約24兆円
＊高付加価値品で稼ぐ外貨（約28兆円）の

大半を化石燃料の輸入で費消

1970年：15.3％
⇒ 2010年：20.2％
⇒ 2014年： 6.3％

1970年：72％
⇒ 2010年：65％
⇒ 2012年：89％

出典：資源エネルギー庁「2024年度エネルギー需給実績（確報）」 、 IEA「World Energy Balances」 、貿易統計
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（参考）日本のエネルギー自給率

出典：IEA World Energy Balancesの2024年推計値（令和8年5月25日時点で得られたデータ）、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2024年度確報値より
経産省作成。 ※表内の順位はOECD38か国中の順位。
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• 日本の2024年度のエネルギー自給率は、16.3％。G７で最も低く、OECD加盟国38カ国中で2番目に低
い状況。

• エネルギー自給率が低いと国際情勢の影響を受けやすくなり、エネルギーの安定供給のリスク等が増大。
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（参考）化石燃料の輸入で年間約24兆円の国富が流出

（出所）財務省「貿易統計」より経済産業省にて作成

• 自国産エネルギーが乏しく輸入に頼る我が国は、高付加価値品で稼ぐ外貨を化石燃料輸入で費消。

• 国産エネルギーの拡大は、稼いだ国富の海外流出を食い止める観点からも重要である。

【貿易収支の推移】
（兆円）

（年）
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（参考）日本の化石燃料の輸入先

出典：財務省貿易統計

• 自国産エネルギーが乏しく輸入に頼る我が国は、高付加価値品で稼ぐ外貨を化石燃料輸入で費消。

• 国産エネルギーの拡大は、稼いだ国富の海外流出を食い止める観点からも重要である。

原油輸入先・量 LNG輸入先・量

アラブ首長国連邦

43.3%

サウジアラビア

39.4%

クウェート

6.2%

カタール

4.2%

アメリカ合衆国

3.8%

エクアドル

1.1%

オマーン

1.0%
その他

1.0%

原油輸入量
（2025年）

日量約236万バレル

オーストラリア

39.7%

マレーシア

14.8%

ロシア

8.9%

アメリカ合衆国

6.9%

インドネシア

6.0%

パプアニューギニア

5.3%

カタール

5.3%

オマーン

4.5%

ブルネイ

4.0%

アラブ首長国連邦

1.0%
その他

3.6%

LNG輸入量
（2025年）
約6,498万トン

中東依存度    ：94.0%
ホルムズ依存度：93.0％

中東依存度    ：10.8%
ホルムズ依存度： 6.3％
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（参考）再生可能エネルギーの拡大と火力発電

• 再生可能エネルギーの拡大は、原子力再稼働や省エネの推進とともに、火力依存度の低減へ貢献してきた。

• 具体的には、震災直後は電源構成に占める火力の割合が約9割に近づいたが今は７割を切っている。また、化
石燃料輸入量も震災直後から減少傾向にあり、例えばLNGについては、２割程度の減少となっている。

（年度）

※ LNG輸入量は発電用に限らず、都市ガス・産業用等を含む全用途の数量
出典：財務省貿易統計をもとに資源エネルギー庁作成出典：総合エネルギー統計（2024年度確報）をもとに資源エネルギー庁作成
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第６回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会
（2026年5月20日）資料４を一部修正
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（参考）電力の安定供給・エネルギー自給率の向上に向けた取組の方向性

⚫ 今般の中東情勢を踏まえても、現時点では電力分野への影響は限定的であり、発電に必要な燃料は
確保されている。LNGの調達先は多角化され、ホルムズ依存度が低いことに加え、再エネの導入拡大、
原子力発電の再稼働による輸入燃料への依存が低減していること等が寄与していると考えられる。

⚫ このため、再エネや原子力といった脱炭素効果の高い電源の最大限の活用・拡大に向けて、地域と
の共生や安全性の確保、新たな技術開発、サプライチェーンの構築といった取組を進めていく。ま
た、脱炭素電源の拡大に向け、電源投資を促すための事業環境整備を進める。

⚫ 火力発電については、石炭火力の活用がLNGの節約につながる面があるように、複数の選択肢を有
していることが、電力の安定供給の観点から有効であることが確認された。また、今後、電力需要
増加が見込まれる中、足下の電力供給の約７割を占める火力発電を含め、安定供給のために必要な
供給力を将来にわたって確保していくために必要な制度整備を検討していく。

⚫ また、脱炭素電源の活用が進む中、安定供給に必要な調整力の確保に向け、ディマンドリスポンス
の促進や、蓄電池をはじめとする分散型エネルギーリソースの導入拡大と効率的な活用を促進する。

⚫ 電源・系統への効率的な投資の実現に向けては、需要側と連携した取組が必要。このため、大規模
需要の適切な送電網接続に向けた対応を進めるとともに、脱炭素電源の立地地域に進出し、脱炭素
電源を活用する需要家の支援をはじめGX戦略地域制度の取組を進める。

⚫ さらに、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進するべく、大規模な地域内・地域間送
電線の整備や大規模電源の整備の促進等による供給力の確保等を進めていくため、今国会に電気事
業法の改正案を提出。

⚫ これらの取組を通じて、我が国の生活・産業を支える次世代の電力システム構築を進めていく。

第71回基本政策分科会（2026年6月2日）資料1より抜粋
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（参考）世界における再エネの発電コスト

（出所）IRENA「RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2024」
（注）同レポートによれば、石炭火力発電のLCOE（世界平均）は0.073ドル/kWh、コンバインドサイクルガスタービン（CCGT）は0.085ドル/kWh。

• 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によれば、世界では、太陽光発電・風力発電を中心に、再エネの
発電コストが急速に低減し、コスト競争力のある電源となっている。

電源種別のLCOEの推移（世界全体の加重平均）

太陽光

水力

地熱
バイオマス

（単位：USD/kWh）

（年）

※点線は、石炭火力発電のLCOE 0.073ドル/kWh
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_2025.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_2025.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_2025.pdf
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（参考）世界の電源構成に占める再エネの割合

（出所）EMBER「Global Electricity Mid-Year Insights 2025」

• 英国シンクタンクのEmberによれば、世界の電源構成に占める再エネの割合は、2025年上半期に初めて石
炭火力を上回った。

https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-mid-year-insights-2025/
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-mid-year-insights-2025/
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-mid-year-insights-2025/
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（参考）米国の再エネ導入

• 米国では、2026年に過去最高となる86GWもの大規模発電設備が新設される予定。

• この容量増加分の51%を太陽光が占める。

（出所）U.S. Energy Information Administration, Preliminary Monthly Electric Generator Inventory, December 2025
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（参考）中東情勢の悪化を受けた欧州の動き

• エネルギー安全保障上、再エネや原子力でレジリエンスを高めることの必要性が改めて浮き彫りに。

出典：出典：IEAデータベース、2023年度エネルギー需給実績（確報）
、各国の公表資料等より資源エネルギー庁作成
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⚫ 中東情勢は、依然として化石燃料への依存度が高すぎる
リスクを改めて示している。

⚫ クリーン技術への投資をさらに誘致し、
クリーンで自給自足型のエネルギーへの移行を推進
しなければならない。

（26年3月5日 IEA事務局長との会見後）
フォンデアライエン
欧州委員長

スターマ英首相

⚫ 我々に主導権を与えるのは再生可能エネルギー、つまり
より安全で自立性が高く、自国で生産するエネルギーだ。

⚫ 再生可能エネルギーへの取り組みをさらに加速させる。

(26年3月16日  記者会見)

ミリバンド英
エネルギー大臣

⚫ イラン危機から長期的に正しい教訓を学ばねばならない。
⚫ 英国にとってのエネルギー安全保障と主権の唯一の道が

我々が価格をコントロールできない化石燃料市場から脱却し
自国産のクリーン電力へ移行することにあるという事実を
改めて示している。（26年3月6日 下院での発言）

シュナイダー独
環境大臣

⚫ ヨーロッパがエネルギー輸入に依存していることが地政学的
リスクにさらされる要因になっている。

⚫ 再生可能エネルギーを拡大することが大陸をより安全にし、
国外の不安定性に対する脆弱性を低減する。
(26年３月10日 TVインタビュー)

欧州主要国首脳・閣僚等の発言 （参考）主要国の電源構成
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本日御議論いただきたい事項②

• 今後の再エネ政策について、昨年２月に策定された第７次エネルギー基本計画においては、再生可能エネル
ギーの主力電源化を徹底し、関係省庁や地方公共団体が連携して施策を強化することで、地域との共生と
国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す方針が掲げられている。我が国におけるエネルギー安全保
障・安定供給の重要性なども踏まえ、取組を加速化させる必要がある。

• 他方、更なる再エネの導入拡大にあたっては、以下のような様々な課題を乗り越える必要がある。

◦ 電源横断的な課題

‒ 地域との共生等（事業規律の確保や不適切事案に対する法的規制の強化、適切な廃棄・リサイク
ル、長期安定電源化 等）

‒ 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化（コストダウンの実現や、再エネ価値を通じたFIT制
度から自立した投資の促進 等）

‒ 電力市場への統合（FIP制度の更なる促進や、調整力の確保、電力ネットワークの増強 等）

◦ 各電源別の課題

‒ 電源種毎に、ポテンシャルの最大限の活用やイノベーションの加速・サプライチェーンの構築 等

• こうした課題について、第７次エネルギー基本計画に掲げられた取組を中心に、足下の対応状況を御報告させ
ていただくとともに、更なる取組の必要性や今後の再エネ政策の在り方について幅広く御議論いただきたい。

（※）なお、関係省庁の施策の対応状況については、 2030年エネルギーミックスの実現に向けた施策の進捗状
況とあわせて、次回の小委員会においてフォローアップを行うことを予定。
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（参考）「第7次エネルギー基本計画」（再生可能エネルギー）

＜総論＞

⚫ DXやGXの進展に伴い、電力需要の増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素電源の確保ができなかった
ために、国内産業立地の投資が行われず、日本経済が成長機会を失うことは、決してあってはならない。

⚫ 電源構成における基本的な考え方としては、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネ
ルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれ
た電源構成を目指していく必要がある。これは、現時点で単独の完璧なエネルギー源は存在せず、特定のエネ
ルギー源に過度に依存することはリスクが高まるため、多様な電源構成が重要であるとの考え方に基づくものであ
る。

⚫ エネルギー危機にも耐え得るエネルギー需給構造を実現するためには、Ｓ＋３Ｅの大原則の下で、エネル
ギー源ごとの強みが最大限に発揮され、弱みが他のエネルギー源によって適切に補完されるような組み合わせ
を持つ、多層的な供給構造を実現することが必要である。

⚫ ロシアによるウクライナ侵略、中東での紛争などによる化石燃料の価格変動リスク等もある中、脱炭素電源の拡
大に向けては、足下の脱炭素電源構成が約３割という状況を踏まえれば、再生可能エネルギーか原子力かと
いった二項対立的な議論ではなく、再生可能エネルギーや原子力などの脱炭素電源を最大限活用することが
必要不可欠。

⚫ こうした中で、脱炭素電源への投資回収の予見性を高め、事業者の積極的な新規投資を促進する事業環境
整備及び、電源や系統整備といった大規模かつ長期の投資に必要な資金を安定的に確保していくためのファイ
ナンス環境の整備に取り組むことで、脱炭素電源の供給力を抜本的に強化していく必要がある。

６．脱炭素電源の拡大と系統整備
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（参考）「第7次エネルギー基本計画」（再生可能エネルギー）

＜再生可能エネルギー＞

⚫ S+3Eを大前提に、電力部門の脱炭素化に向けて、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁
が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す。

⚫ 国産再生可能エネルギーの普及拡大を図り、技術自給率の向上を図ることは、脱炭素化に加え、我が国の産
業競争力の強化に資するものであり、こうした観点からも次世代再生可能エネルギー技術の開発・社会実装を
進めていく必要がある。

⚫ 再生可能エネルギー導入にあたっては、①地域との共生、②国民負担の抑制、③出力変動への対応、④イノ
ベーションの加速とサプライチェーン構築、⑤使用済太陽光パネルへの対応といった課題がある。

⚫ これらの課題に対して、①事業規律の強化、②FIP制度や入札制度の活用、③地域間連系線の整備・蓄電
池の導入等、④ペロブスカイト太陽電池（2040年までに20GWの導入目標）や、EEZ等での浮体式洋上
風力、国の掘削調査やワンストップでの許認可フォローアップによる地熱発電の導入拡大、次世代型地熱の
社会実装加速化、自治体が主導する中小水力の促進、⑤適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備等
の対応。

⚫ 再生可能エネルギーの主力電源化に当たっては、電力市場への統合に取り組み、系統整備や調整力の確保に
伴う社会全体での統合コストの最小化を図るとともに、次世代にわたり事業継続されるよう、再生可能エネル
ギーの長期安定電源化に取り組む。

６．脱炭素電源の拡大と系統整備（続き）



2024年度
2040年度
（見通し）

エネルギー自給率 16.3% 3～4割程度

発電電力量 9911億kWh
1.1～1.2兆
kWh程度

電源構成
再エネ 23.1％ 4～5割程度

太陽光 9.9％ 23～29％程度

風力 1.2％ 4～8％程度

水力 7.4％ 8～10%程度

地熱 0.4％ 1～2％程度

バイオマス 4.2％ 5～6％程度

原子力 9.4％ ２割程度

火力 67.5％ ３～４割程度

最終エネルギー消費量 2.9億kL 2.6～2.7億kL程度

温室効果ガス削減割合
（2013年度比）

28.7％ 73％

16

（参考）2040年度におけるエネルギー需給の見通し

（参考）新たなエネルギー需給見通しでは、2040年度73％削減実現に至る場合に加え、実現に至らないシナリオ（61％削減）も参考値として提示。 73％削減に至る場
合の2040年度における天然ガスの一次エネルギー供給量は5300～6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の見通し。
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（参考）再エネの最大限導入

• 政府は、再エネの主力電源化に向けて、FIT/FIP制度などを活用して再エネの最大限導入を実施。

• 震災以降、再エネ（全体）を約2.0倍、風力を約2.5倍、太陽光は約20倍まで増加させた。

• その結果、国土面積あたりの太陽光設備容量は主要国の中で最大級の水準に到達。

再エネの導入状況（日本） 国土面積あたりの太陽光設備容量（2024年）

（出典）外務省HP（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html）、IEA Renewables 2025、2024年度エネルギー需給実績（確報）、FIT認定量等より作成

（kW/㎢）

2011年度 2024年度 増加率

再エネ
（全体）

10.4％
(1,131億kWh)

23.1％
(2,286億kWh)

約2.0倍

太陽光
0.4％

(48億kWh)
9.9％

（981億kWh） 約20倍

風力 0.4％
(47億kWh)

1.2％
(117億kWh) 約2.5倍

水力
7.8％

（849億kWh）
7.4％

(735億kWh) ー

地熱
0.2％

(27億kWh)
0.4％

(39億kWh) ー

バイオ
マス

1.5％
(159億kWh)

4.2％
(414億kWh) 約2.6倍
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１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電

18
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電源別のFIT/FIP認定量・導入量（2025年12月末時点）

※認定・導入の量及び件数については速報値 ※ バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 ※ 各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

＜2025年12月末時点のFIT/FIP認定量・導入量＞

設備導入量(運転を開始したもの)

再エネ
発電設

備
の種類

制度
導入前 固定価格買取制度導入後
2012年

６月までの
累積

2012年度
７月～・

2013年度
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2025年度
（～１２

月）

制度開始後
合計

太陽光
(住宅)

約４７０万
kW

207.5万kW 103.6万kW 85.8万kW 79.2万kW 66.0万kW 73.3万kW 76.9万kW 76.0万kW 85.8万kW 105.9万kW 103.7万kW 113.3万kW 79.2万kW 1256.3万kW

(476,348
件)

(228,626
件)

(179,342
件)

(161,317
件)

(133,260
件)

(146,656
件)

(152,207
件)

(141,525
件)

(153,155
件)

(190,302
件)

(197,519
件)

(225,734
件)

(156,612
件)

(2,542,603
件)

太陽光
(非住宅)

約９０万kW
673.8万kW 835.2万kW 814.1万kW 543.7万kW 473.8万kW 490.4万kW 487.1万kW 494.5万kW 372.9万kW 350.9万kW 208.4万kW 165.0万kW 72.3万kW 5982.2万kW

(123,514
件)

(152,642
件)

(115,878
件) (72,524件) (53,325件) (54,804件) (49,142件) (33,292件) (20,574件) (13,647件) (7,831件) (4,392件) (2,680件) (704,245件)

風力 約２６０万
kW

30.8万kW 20.9万kW 14.8万kW 27.6万kW 15.6万kW 16.8万kW 48.9万kW 36.2万kW 27.1万kW 31.2万kW 108.1万kW 38.3万kW 40.8万kW 457.1万kW

(33件) (23件) (54件) (144件) (306件) (446件) (287件) (261件) (242件) (306件) (246件) (126件) (55件) (2,529件)

地熱 約５０万kW
0.0万kW 0.4万kW 0.6万kW 0.5万kW 0.7万kW 0.9万kW 4.8万kW 1.4万kW 0.0万kW 0.2万kW 4.1万kW 0.7万kW 0.1万kW 14.3万kW

(1件) (8件) (10件) (8件) (23件) (10件) (6件) (7件) (4件) (2件) (10件) (1件) (1件) (91件)

中小
水力

約９６０万
kW

1.8万kW 8.5万kW 9.3万kW 7.9万kW 7.4万kW 6.1万kW 13.3万kW 16.6万kW 12.8万kW 28.1万kW 25.0万kW 13.3万kW 20.4万kW 170.5万kW

(45件) (56件) (87件) (101件) (85件) (86件) (88件) (79件) (96件) (68件) (86件) (80件) (56件) (1,013件)

バイオ
マス

約２３０万
kW

20.5万kW 18.2万kW 30.3万kW 35.4万kW 43.2万kW 38.8万kW 41.5万kW 49.8万kW 67.9万kW 111.6万kW 57.7万kW 83.4万kW 42.5万kW 640.8万kW

(62件) (48件) (57件) (66件) (72件) (59件) (60件) (57件) (67件) (59件) (53件) (79件) (34件) (773件)

合計 約2,060万
kW

934.5万kW 986.9万kW 954.8万kW 694.3万kW 606.7万kW 626.2万kW 672.5万kW 674.5万kW 566.5万kW 628.0万kW 507.0万kW 413.9万kW 255.4万kW 8521.2万kW

(600,003
件)

(381,403
件)

(295,428
件)

(234,160
件)

(187,071
件)

(202,061
件)

(201,790
件)

(175,221
件)

(174,138
件)

(204,384
件)

(205,745
件)

(230,412
件)

(159,438
件)

(3,251,254
件)

認定容量

固定価格買取
制度導入後

2012年7月～

   2025年12月末

1,282.7万kW

(2,597,097件)

6,220.0万kW

(712,056件)

1,848.5万kW

(3,547件)

20.6万/kW

(108件)

259.3万kW

(1,245件)

700.6万kW

(997件)

10,331.7万kW

(3,315,050件)

約82％

• 2025年12月末時点で、FIT制度開始後に新たに運転を開始した設備は、約8,500万kW（認定容量全
体の約82％）。このうち、太陽光発電が約85％を占める。

• また、FIT/FIP認定容量は、約1億330万kW。このうち、太陽光発電が約73％を占める。
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太陽光発電の導入状況

0

40

40

50

60

70

80

90

100

110

120

※ 導入量は、FIT前導入量5.6ＧＷを含む。 ※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札時点の認定量として計上。

導入目標

103.5
~117.6GW

未稼働量

2.6GW

導入量

55.8GW

追加導入量

22.2GW

2019年度末
(エネ基策定時点)

2025年12月末 2030年度

未稼働量

23.9GW

約26~40GW

（GW）

導入量

55.8GW

導入量
7８.０GW

【太陽光発電の導入状況】

• 太陽光発電の2025年12月末時点の導入量は78.0GW。直近数年間では概ね3.5～５GW/年のペース
で導入が進んでいる。2030年目標（103.5～117.6GW）の実現には、今後約５年間で26～40GWの
導入、すなわち、５～８GW/年のペースで導入を継続していくことが必要となる。

• 他方、我が国の国土面積当たりの太陽光導入容量は、既に主要国の中で最大級となっており、特に地上設
置型について、今後の導入余地となり得る適地が減少している。適地減少等を背景に、FIT/FIP制度の認
定容量は足下では減少している一方で、導入コストの低減が進み、FIT/FIP制度によらずに事業を実施す
る形態も現れてきている。
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（参考）太陽光発電の導入状況（経年変化）

• 一般送配電事業者の系統接続済容量等を踏まえて推計したFIT/FIP制度によらない導入量を含めると、太
陽光発電は、直近数年間では、概ね3.5～５GW/年程度の追加導入が見られる。

（年度）

（GW）
【（参考）太陽光発電の認定量推移】

※ 失効済の設備については除外している。
※ 2024年度末時点におけるFIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札年度の認定量として計上。

（年度）

（GW） 【太陽光発電の導入量推移】

（参考）FIT・FIP制度によらない
導入量（推計値）

0.5

0.2 0.8
15.7

23.4

9.9

3.3
4.6

2.0

5.2

2.6
1.3 1.7 1.5 1.5 1.4

0
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（参考）系統接続済容量による非FIT/非FIP導入量の推計

• FIT/FIP制度によらない太陽光発電の導入量（前頁参照）について、各一般送配電事業者における太陽光発
電の系統接続済容量から、FIT/FIP制度による導入量を控除する方法により、推計を実施。

• この太陽光発電の 「系統接続済容量」については、系統に常時接続されていないオフグリッドのものや非常用
電源の容量は含まれないものの、FIT/FIP制度によらない太陽光発電の導入量の太宗を占めると考えられる、
自家消費やオンサイトPPA、オフサイトPPA等に供される容量はこれに含まれている。

「系統接続済容量」に含まれるもの 「系統接続済容量」に含まれないもの

同一
敷地

太陽光発電 需要地点 系統接続地点

自家消費、
オンサイト

PPA

オフサイト
PPA

自営線・
特送内の

消費

自営線/特定送配電（特送）

系統

系統への
常時接続なし

オフグリッド

非常用
太陽光

同一
敷地 系統への

常時接続なし

（注）各一般送配電事業者によって、一部集計方法が異なる場合がある。

＜系統接続済容量に含まれる太陽光発電のイメージ＞
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（参考）太陽光発電の導入状況（太陽光パネルの出荷統計）

（出所）一般社団法人太陽光発電協会「出荷統計」より資源エネルギー庁作成

• 事業者団体が公表している出荷統計によれば、2025年度の太陽光パネルの国内出荷量は6.2GW。

• FIT/FIP制度による導入量が減少している一方で、太陽光パネルの出荷量は概ね同水準にあることを踏まえる
と、FIT/FIP制度によらず事業を実施する形態が増加していると考えられる。

（年度）

(GW)
【太陽電池モジュール国内出荷量】

6.1 5.1 5.1 5.1 5.8 5.5 6.2 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



24

風力発電の導入状況

• 洋上風力発電は、足下では、海洋再エネ整備法等に基づき、着床式洋上風力発電を中心に、これまでに
6.4GWの案件を形成。

• 陸上風力発電は、2025年12月末時点の導入量は6.7GW、FIT/FIP認定済未稼働の容量は9.4GW
に達している。

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

導入量

4.2GW

追加導入量 

2.5GW

導入目標

17.9GW

未稼働量

9.4GW
未稼働量

6.8GW

2019年度末
(エネ基策定時点)

2025年12月末 2030年度

11.2GW

※ 導入量は、FIT前導入量2.6ＧＷを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札時点の認定量として計上。

（GW）

導入量
6.7GW

導入量

4.2GW

【陸上風力発電の導入状況】

注）海洋再エネ整備法、港湾法等に基づく設備容量等を記載。
※ 導入量については、港湾法等に基づき実施している発電事業で稼働済みの設備容量を記載。
それ以外は、系統確保容量又は調査事業で算定した当該区域において想定する出力規模。
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4.0
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6.0

7.0

導入目標

5.7GW

2019年度末
(エネ基策定時点)

2030年度

（GW）

2026年3月末

0.01GW※

5.2GW

導入及び
案件形成

最大6.4GW 1.8GW
（第２R）

事業者選定済

0.5GW※

1.1GW
（第３R）

事業者選定済

【洋上風力発電の導入状況】

最大1.5GW
（促進区域指定済）

1.5GW
（第１R）

長崎県五島市
沖（浮体）は

除く
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（参考）陸上風力発電の導入状況（経年変化）

（年度）

（MW）
【（参考）陸上風力発電の認定量推移】

※ 失効済の設備については除外している。※ 2024年度末時点におけるFIT/FIP認定量及び導入量は速報値。

（年度）

（MW） 【陸上風力発電の導入量推移】

• 陸上風力発電は、年度により導入量にばらつきがあるものの、2019年度以降、平均して概ね0.4GW/年程
度の追加導入が見られる。
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地熱発電の導入状況

• 地熱発電については、JOGMECによる先導的資源量調査を2020～2023年度で全国延べ82件（地表
調査74件、掘削調査8件）で実施するなどしてきたが、新規導入量が少なく、足下の導入容量は0.6GW。

• 調査/掘削や地元調整などの事業開発に長期間を要すると想定される中で、2030年目標（1.5GW）と
の乖離が見られる状況となっている。
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※ 導入量は、FIT前導入量0.5GWを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。

【地熱発電の導入状況】

2019年度末
(エネ基策定時点)

2025年12月末 2030年度

導入量

0.6GW

未稼働量0.03GW

未稼働量0.05GW

導入目標

1.5GW

0.9GW

導入量

0.6GW

導入量
0.6GW

（GW）
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中小水力発電の導入状況

• 中小水力発電については、直近の約５年間で0.3GWの導入量があり、また、FIT/FIP認定済の未稼働
量も0.2GW存在している。

• 残された開発可能地点が奥地化し、開発期間も長期化する傾向がある中で、2030年目標（10.4GW）
の実現には、今後約５年間で0.3GWの導入が必要である。
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※ 導入量は、FIT前導入量9.6ＧＷを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。

【中小水力発電の導入状況】

2019年度末
(エネ基策定時点)

2025年12月末 2030年度

導入量

9.8GW

追加導入量 0.3GW

導入目標

10.4GW

未稼働量

0.2GW

未稼働量

0.2GW

0.3GW

（GW）

導入量
10.1GW

導入量

9.8GW
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バイオマス発電の導入状況

• バイオマス発電については、直近の導入量が8.7GWとなっており、現時点で、2030年目標（8.0GW）を超
える導入が実現している。

• 大規模事業は、2017年度～2018年度頃に再エネ特措法に基づく認定量が急増したが、直近のFIP入札に
おける入札量がゼロとなるなど、近年では、新規の案件組成が見られない状況が継続している。

• 中小規模事業は、2012年のFIT制度開始以降、地域の木材等を有効に利活用しながら、緩やかに継続的
な導入拡大が進んでいるが、近年では、燃料の需給が逼迫しており、事業の安定継続が課題となっている。
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※ 導入量は、FIT前導入量2.3ＧＷを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札年度の認定量として計上。

（GW）

2019年度末
(エネ基策定時点)

2025年12月末 2030年度

導入量

4.5GW

追加導入量

4.2GW

導入目標

8.0GW

未稼働量

0.6GW

未稼働量

6.3GW

導入量

4.5GW

導入量
8.7GW

【バイオマス発電の導入状況】



関係省庁による施策のフォローアップ

• 次回の本小委員会における関係省庁による施策のフォローアップについては、次ページのフォーマットに従って、エ
ネルギーミックスの策定に当たって見込んだ下記の施策ごとに行う。
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記載例

0

2

4

6

8

10

12

【施策】 施策の名称を記載
【省庁】 関係省庁名を記載

【導入状況】 【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【〇〇省】
（記載例）
➢ 〇〇計画（令和○年○月○日閣議決定）に基づく〇〇の利用に関する施策

の実施。（〇〇GW）
➢ 〇〇年度から「〇〇事業」を実施し、〇〇等を実証。（〇〇GW）
➢ 令和○年度○月に〇〇の要件を××から△△に変更。（○○GW）
➢ 〇〇委員会において、〇〇について議論を進め、〇〇の整理を実施。○年度よ

り制度運用を開始。（○○GW）
※関係省庁が複数にわたる場合は、省庁ごとに記載する。
※取組による導入の効果について、可能な限り取組ごとに記載する。

【導入量の把握方法】

【課題①】〇〇
（記載例）
➢ 〇〇計画等に基づく施策の実施により、〇〇を拡大する。（○○GW）
➢ 〇〇の実施に向けて、〇〇が不足する状況にあり、今後この改善に向けて取り

組んでいく。（○○GW）
➢ 〇〇の確保に向けて、〇〇委員会において〇〇の検討を行う。（○○GW）

※課題が複数存在する場合は、課題①、課題②、…という形で、各課題について
 記載する。

※今後の取組による導入の効果について、可能な限り取組ごとに記載する。

○GW

〇〇
（○GW）

〇〇
（○GW）

（GW）

≪記載時の留意事項≫
• 内訳を示すことのできる施策は、可能な限り内訳を示す。
• 各施策は、政策対応強化又は野心的水準に係るものである

ため、2020年３月末時点の既FIT認定案件は除く。

（記載例）
➢ ○○の値（○○調査）に占める○○の値（○○調査）から推計。
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2030年度
導入目標

2020～2025年度
の導入量

2020～2024年度
の導入量



１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（イ）地域との共生

（ｂ）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化

 2024年に施行された改正再エネ特措法に基づき、地域住民との適切なコミュニケーションを図るため、説明会の開催等による周
辺地域の住民への事業内容の事前周知を認定基準とした。また、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する関係法令違反
を早期に是正するため、違反事業者等に対してFIT・FIP交付金を一時停止する措置を導入した。併せて、森林法における林地
開発許可等、災害の危険に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可について、2023年10月から、再エネ特措法
の認定手続を厳格化し、FIT・FIP認定申請の要件とした。

 さらに、2023年に施行された改正電気事業法に基づき、小規模な太陽光発電設備に技術基準の適合維持義務を課す等の
規律強化を行った。

これらの措置等を実効的に講じるため、2024年度から、全国の再生可能エネルギー発電施設に対して現地調査を行う体制を
構築する等、執行体制の強化を図っており、引き続き、適正に対応する。

（ｃ）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進

 全国の地方公共団体を対象とした連絡会等を開催するなど、地方公共団体との連携を強化し、地域と共生した再生可能エネ
ルギーの導入を図る地方公共団体の条例の策定等を促進する。
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再生可能エネルギー発電事業の事業規律について

• 今後の再エネの導入拡大にあたっては、地域との共生が図られることが大前提であり、極めて重要である。第7
次エネルギー基本計画（令和７年２月18日閣議決定）においても、「再生可能エネルギーが長期にわたり
安定的に発電する電源として、地域や社会に受け入れられるよう、地域の理解の促進や適正な事業規律の確
保に取り組むことが重要」とされている。

• 再エネ発電事業の実施に当たっては、土地造成及び電気設備の安全性確保、生活環境及び自然環境・景
観の保全、適正な土地利用の確保など様々な公益との調整を行う必要があり、これらは関係法令によって規
定されている。

• また、自治体においても、適正な再エネ発電事業の実施に対する地域の懸念に対応するため、地域と共生した
形での再エネ導入を求める条例（再エネ条例）の制定が増加している。

• 資源エネルギー庁としては、これまでも、2024年に施行された改正再エネ特措法等に基づき、FIT/FIP制度
の支援を受ける事業への事業規律の強化に取り組んできたところ。

• また、今後、特にFIT/FIP制度の支援によらない太陽光発電の導入が見込まれるところ、こうした事業を含め、

太陽光発電事業における地域との共生をより一層確保するべく、｢太陽光発電事業の更なる地域共生・規律
強化に向けた関係省庁連絡会議｣ において議論を行い、その結果を踏まえ、昨年12月23日に開催した大規
模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議において「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対
策パッケージ」を決定した。

• 引き続き、関係法令を所管する関係省庁や自治体とも連携しながら、FIT/FIP制度の厳格な運用やメガ
ソーラー対策パッケージの速やかな実行を通じて、地域の理解の促進や適正な事業規律の確保に取り組んで
いく。



（参考）公益との調整を行う関係法令

■土地造成の安全性確保（国土交通省、農林水産省など）
・森林法に基づく林地開発許可
・盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可
・砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可
・地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可
・急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可 等

■電気設備の安全性確保（経済産業省）
・電気事業法に基づく工事計画・保安規程の届出、使用前自主検査（自己確認）結果の届出、使用前安全管理審査の受審 等

■自然環境・景観の保全（環境省、経済産業省、国土交通省、文部科学省など）
・環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続
・自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可
・景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出
・文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可
・種の保存法に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可
・鳥獣保護法に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可 等

■適正な土地利用の確保（国土交通省、農林水産省、環境省など）
・農地法に基づく農地転用許可、農振法に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続
・都市計画法に基づく開発許可
・地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度 等

■生活環境の保全（環境省）
・環境基本法に定める騒音、水質汚濁等の公害の防止 等
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• FIT/FIP制度によらない太陽光発電事業を含め、発電事業の実施に当たっては、土地造成及び電気設備の

安全性確保、生活環境及び自然環境・景観の保全、適正な土地利用の確保など、様々な公益との調整を行う

各種の関係法令に服する。



①許認可の認定
申請要件化

➢森林法や盛土規制法等の災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可について、
許認可取得を再エネ特措法の申請要件とするなど、認定手続厳格化。

②違反防止・
早期解消

➢違反の未然防止・早期解消を促す仕組みとして、事業計画や関係法令に違反した場合にFIT/FIP交付金を留
保する措置といった再エネ特措法における新たな仕組みを導入。認定取消しの際の徴収規定の創設。

➢これまでに森林法、農地法、盛土規制法違反等の太陽光発電事業（計428件）に対して、一時停止措置を
講じた。このうち5件については違反状態が解消されたことが確認できたため、措置を解除。

③廃棄等費用へ
の対応

➢2022年7月から廃棄等費用の外部積立てを開始。事業者による放置等があった場合、廃棄等積立金を活用。

➢2030年代半ば以降に想定される使用済太陽光パネル発生量ピークに計画的に対応するためパネル含有物質の情
報提供を認定基準に追加する等の対応を実施。使用済太陽光パネルの大量廃棄を見据え、リユース、リサイクル及
び最終処分の確実な実施に向けた制度検討を進め、2026年５月29日に「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進
に関する法律」が成立。

④住民との丁寧な
コミュニケーション

➢再エネ特措法の申請において、説明会の開催など周辺地域への事前周知の要件化（事業譲渡の際の変更認
定申請の場合も同様）。事前周知がない場合には認定を認めない。

不十分な管理で放置されたパネル 景観を乱すパネルの設置柵塀の設置されない設備土砂崩れで生じた崩落

＜地域でトラブルを抱える例＞
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地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化（2024年再エネ特措法改正等）
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（参考）各自治体における条例策定とFIT/FIP交付金一時停止との連携

• 適正な再エネ発電事業の実施に対する地域の懸念に対応するため、各自治体において、地域ごとの実情に応
じ、地域と共生した形での再エネ導入を求める条例（再エネ条例）の制定が相次いでいる。

• 政府としても、全国の自治体を対象とした連絡会等を開催するなど、自治体との連携を強化し、各自治体におけ
る再エネ条例の制定を支援している。

• また、行政処分・罰則による担保が措置されている条例の違反に対して、自治体において書面指導等が講じら
れている場合には、FIT/FIP交付金一時停止措置の対象となる。登別市では、2025年６月１日、国と密に
連携し、違反発生時にFIT/FIP交付金一時停止の対象となり得る再エネ条例を施行した。

再エネ条例は近年増加（再エネ条例制定件数推移）
○登別市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例
（公布日：2025年３月27日、施行日：2025年６月１日）

・禁止区域：発電事業を禁止する区域（関係法令に適合している場合を除く）

・抑制区域：発電事業の抑制が必要な地域を抑制区域として指定

・事業計画の届出：着工60日前までに事業計画の届出が必要

・周辺関係者への説明：周辺関係者に対し説明会等を開催

・標識の掲示：設置区域内の公衆の見やすい場所に標識を掲示

・立入調査等：事業区域に立ち入り、必要な調査をすることができる

・指導、助言及び勧告：指導、助言及び勧告を行うことができる

・命令：違反等の場合に必要な措置を講じるよう命令することができる

・公表：命令に従わない場合、公表することができる

・罰則：命令に従わない場合、５万円以下の過料に処する
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（参考）不適切案件に対する現地調査の強化の状況

• 2024年度より事業規律違反や関係法令違反が疑われる不適切案件に対する現地調査を開始。これまで２年

間でのべ約3000件の設備の調査を行い、不適切な事案約1600件に対し期限を区切って改善を求める行政
指導を実施。その結果、約1000件について改善を確認。他方、改善がなされない事案のうち、特に悪質な13
件について、2026年４月、FIT/FIP交付金の一時停止を実施。

（※）なお、2024年３月26日付けで、総務省から「太陽光発電設備等の導入に関する調査」を踏まえ、トラブル等の未然防止に向け、
発電設備への現地調査を強化すること等が勧告された。上記の現地調査は、こうした勧告等を踏まえたもの。

• 現地調査等を通じて違反の実態が確認された場合には、保安監督部、関係省庁、自治体にプッシュ
型で情報提供を行うとともに、事案に応じて、再エネ特措法に基づく指導・FIT/FIP交付金の一時
停止・認定取消し等の措置を厳格に講じていく。

• 2026年度よりFIT/FIP制度の支援を受けない事業も調査対象に追加。

＜これまでに実際に現地調査で見つかった不適切事案＞

管理不十分な状態で下草に覆われたパネル 基礎が露出し浮いている太陽光発電設備 盛土が大きく崩落した太陽光発電設備



太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議

第１回（９月24日）の開催概要 第２回（10月29日）の開催概要

• 依然として太陽光発電事業について地域との共生
上の課題が生じている事例がみられている中で、
引き続き、関係省庁間の連携を強化し、適切に対
応していくことが必要である点を確認。

• 太陽光発電事業に係る現状や課題を踏まえ、各
省庁において、改めて、必要な対応について検討
いただくとともに、次回以降の本連絡会議において
各省庁よりご報告いただくこととした。

• 関係省庁から、現在の検討状況について報告あり。

• 全国的な太陽光発電事業に係る課題に関し、各
種の具体事例に照らし、関係法令がどのように適用
され、対応がなされるのかを整理し、当該対応により、
様々な公益との調整が効果的・実効的に図られる
かについて、更に検証する必要性を確認。
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第３回（12月22日書面開催）の開催概要

• 「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関す
る対策パッケージ（案）」を議論し、連絡会議とし
てこれを了承。

• 太陽光発電事業における地域との共生をより一層確保するべく、新エネルギー政策を所管する資源エネルギー
庁、環境政策を所管する環境省、そして、太陽光発電事業の実施に当たって様々な公益との調整を行う各種
の関係法令を所管する関係省庁との間で、緊密な連携を図り、脱炭素政策に必要な対応を検討するため、
｢太陽光発電事業の更なる地域共生・規律強化に向けた関係省庁連絡会議｣を設置。

• 参加省庁：経済産業省、環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、総務省
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大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議

• 12月23日に、大規模太陽光発電事業が地域と共生したより望ましいものとなるよう、政府としての対策を検討
することを目的として、大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議を開催。

• 本閣僚会議において、「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージ」を決定。

出席者 会議の様子

内閣官房長官 木原 稔 （議長）
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
総務大臣 林 芳正
農林水産大臣 鈴木 憲和
国土交通大臣 金子 恭之
文部科学副大臣 小林 茂樹（代理出席）
内閣官房副長官 尾﨑 正直
内閣官房副長官 佐藤 啓
内閣官房副長官 露木 康浩
内閣官房副長官補 阪田 渉
内閣広報官 小林 麻紀
資源エネルギー庁長官 村瀬 佳史
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 小林 大和
環境省総合環境政策統括官 白石 隆夫
環境省地域脱炭素推進審議官 中尾 豊



大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージの概要 令和7年12月23日 大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議決定

①自然環境の保護
◆ 環境影響評価法・電気事業法：環境影響評価の対象の見直し及び実効性強化 【環境省、経済産業省】
◆ 種の保存法：生息地等保護区設定の推進、希少種保全に影響を与え得る開発行為について事業者等に対応を求める際の実効性を担保するための措置等を検討 【環境省】
◆ 文化財保護法：自治体から事業者に丁寧な相談対応を行えるよう、助言を行う際の留意事項を整理し、自治体に周知 【文部科学省】
◆ 自然公園法：湿原環境等の保全強化を図るため、国立公園としての資質を有する近隣地域について釧路湿原国立公園の区域拡張 【環境省】

②安全性の確保
◆ 森林法：許可条件違反に対する罰則、命令に従わない者の公表等、林地開発許可制度の規律を強化 【農林水産省】
◆ 電気事業法：太陽光発電設備の設計不備による事故を防止するため、第三者機関が構造に関する技術基準への適合性を確認する仕組みを創設 【経済産業省】
◆ 太陽光発電システム等のサイバーセキュリティ強化のため、送配電網に接続する機器の「JC-STAR」ラベリング取得の要件化 【経済産業省】

③景観の保護
◆ 景観法：自治体における景観法活用促進のための景観法運用指針の改正及び景観法活用マニュアルの作成、公表 【国土交通省、農林水産省、環境省】

※ その他、土地利用規制等に係る区域の適切な設定、開発着手済みの事業に対する関係法令の適切な運用、FIT/FIP認定事業に対する交付金一時停止等の厳格な対応、
太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルの確保等を実施。 【農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省、経済産業省 等】

１．不適切事案に対する法的規制の強化等

◆ 地方三団体も交えた新たな連携枠組みとして、「再エネ地域共生連絡会議」を設置 【経済産業省、環境省、総務省】
◆ 景観法：自治体における景観法活用促進のための景観法運用指針の改正及び景観法活用マニュアルの作成、公表 【国土交通省、農林水産省、環境省】 【再掲】
◆ 文化財保護法：自治体から事業者に丁寧な相談対応を行えるよう、助言を行う際の留意事項を整理し、自治体に周知 【文部科学省】 【再掲】
◆ 地方公共団体の環境影響評価条例との連携促進 【環境省】 【再掲】
◆ 「関係法令違反通報システム」による通報や「再エネＧメン」における調査について、非FIT/非FIP事業も対象に追加 【経済産業省】

２．地域の取組との連携強化

◆ 再エネ賦課金を用いたFIT/FIP制度による支援に関し、2027年度以降の事業用太陽光（地上設置）について廃止を含めて検討 【経済産業省】
◆ 次世代型太陽電池の開発・導入の強化【経済産業省、環境省、総務省】
◆ 屋根設置等の地域共生が図られた導入支援への重点化【経済産業省・環境省・国土交通省・農林水産省】
◆ 望ましい営農型太陽光の明確化・不適切な取組への厳格な対応 【農林水産省】
◆ 国等における電力供給契約について、法令に違反する発電施設で発電された電力の調達を避けるよう、環境配慮契約法基本方針に規定 【環境省】
◆ 長期安定的な事業継続及び地域との共生を確保する観点から、地域の信頼を得られる責任ある主体への事業集約の促進 【経済産業省】

３．地域共生型への支援の重点化

我が国において、国富流出の抑制やエネルギー安全保障の観点から、再エネを始めとする国産エネルギーの確保が極めて重要。DX・GXの進展によって電力
需要の増加が見込まれる中で、産業の競争力強化の観点から、再エネや原子力などを最大限活用していくことが重要。

太陽光発電は、導入が急速に拡大した一方、様々な懸念が発生。地域との共生が図られた望ましい事業は促進する一方で、不適切な事業に対しては厳
格に対応する必要がある。関係省庁連携の下、速やかに施策の実行を進める。
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メガソーラー対策パッケージの実行に向けた関係省庁連絡会議

• 2025年12月に関係閣僚会議においてとりまとめられた「メガソーラー対策パッケージ」を踏
まえ、速やかに施策の実行を進めるとともに、その状況のフォローアップを行うべく設置。

• 2026年3月25日に第一回を開催し、関係省庁からパッケージに基づく対策の進捗状況を報告。

構成員第一回概要

◆ 日時：2026年3月25日(水)
15:30～16:10

◆ 場所：オンライン会議

◆ 参加者：
右に記載の構成員のほか、内閣官房副長官
補室から内閣参事官（内政担当）がオブ
ザーバー参加

◆ 議事：

• 関係省庁からパッケージに基づく対策の進
捗状況を報告。

• 今後も関係省庁連携の下に、メガソーラー
対策パッケージの実行を進めて行く方向性
を確認。

総務省 地域政策課長

文部科学省 文化庁文化財第二課長

農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課長
農村振興局農村政策部農村計画課長
林野庁森林整備部治山課長

経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課長
資源エネルギー庁新エネルギー課長

国土交通省 総合政策局環境政策課長
都市局都市安全課大臣官房参事官 (宅地・盛土防災)
都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室長
水管理・国土保全局砂防計画課砂防管理支援室長
道路局環境安全・防災課長
航空局空港計画課長
港湾局産業港湾課長
鉄道局技術企画課長

環境省 大臣官房環境影響評価課長
大臣官房地域政策課長
大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官
自然環境局国立公園課長
自然環境局野生生物課希少種保全推進室長
地球環境局地球温暖化対策課長
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メガソーラー対策パッケージの各施策の実行状況（令和8年5月末時点）

１．不適切事案に対する法的規制の強化

【環境影響評価法・電気事業法】
環境影響評価の対象見直し・実効性強化【環境省、経産省】

・1月に検討会を設置し、これまでに計４回開催。
・今国会中に検討結果をとりまとめ、政令等を改正予定。

【文化財保護法】事務連絡の発出【文科省】
・自治体における事業者対応時の留意事項を整理した事

務連絡を3月末に発出。

【自然公園法】釧路湿原国立公園の区域拡張【環境省】
・関係自治体等と具体的な拡張区域について調整中。
・令和8年度中の区域拡張を目指す。

【森林法】林地開発許可制度の規律強化【農水省】

・4月1日から、許可条件違反に対する罰則や命令に従わ
ない者の公表等を新たに規定した改正森林法の施行と
併せて一部許可基準等を改正。

【電気事業法】保安規制の強化【経産省】 ・3月24日、改正法案を閣議決定。

【景観法】景観法の活用促進【国交省、農水省、環境省】
・改正景観法運用指針を令和８年３月に公表
・景観法活用マニュアルを令和８年４月に公表。

２．地域の取組との連携強化

「再エネ地域共生連絡会議」の設置
【経産省、環境省、総務省】

・3月18日、地方三団体を交えた新たな連携枠組みとし
て、「再エネ地域共生連絡会議」を開催。

・4月14日、全国の自治体職員向けの連絡会議を開催。
・夏から秋頃、各地方ブロック別に自治体職員と対面で

意見交換会を順次実施予定。

「全省庁横断再エネ事業監視体制」の構築
【経産省】

・「関係法令違反通報システム」や「再エネＧメン」に
ついて、非FIT/非FIP事業も対象に追加するべく、令
和8年度予算に関連予算を計上。

42



メガソーラー対策パッケージの各施策の実行状況（令和8年5月末時点）

３．地域共生型への支援の重点化

再エネ賦課金を用いた FIT/FIP 制度の支援
【経産省】

・事業用太陽光発電（地上設置）について、令和９年度以降、
FIT/FIP 制度の支援の対象外とする方針を決定。

・３月末に省令・告示改正済み。

次世代型太陽電池の開発・導入の強化
【経産省、環境省、総務省】

・公共施設・インフラ空間特化型ペロブスカイト太陽電池の開
発・実証のため、GI基金事業の取組拡充を3月6日に決議。また、
タンデム型太陽電池の研究開発支援において、2者を採択。

・需要家向けの導入支援事業を開始。
・政府部門における導入目標策定に向けてペロブスカイト太陽電

池に関するポテンシャル調査を実施（関係省庁と調整し、令和
8年度夏頃に目標策定予定）

・ペロブスカイト太陽電池導入にかかる新たな地方財政措置（令
和８年度より実施）について、地方公共団体に周知。

屋根設置等の地域共生が図られた
導入支援への重点化
【経産省・環境省・国交省・農水省】

・令和８年度の審議会で、支援の重点化を行う対象等を検討。
・事業者が、工場等における屋根への太陽光発電設備の導入目標

等を作成し、屋根への太陽光発電設備の設置状況及び設置余地
等を国に報告する制度を構築するため、省エネ・非化石転換法
省令を改正済み（令和８年4月1日施行）。

望ましい営農型太陽光の明確化・
不適切な取組への厳格な対応【農水省】

・望ましい取組の明確化や、不適切な取組への厳格な対応に向け
た制度の見直しについて、有識者による検討会を経てとりまと
め。今夏に関係法令の改正を予定。

国等の再エネ電力調達における対応【環境省】

・3月13日、環境配慮契約法基本方針の変更を閣議決定。地域共
生が図られない発電施設からの電気調達を避ける旨を規定。
国・自治体の調達担当者向けに今後実務上の準備の上周知予定。

・既に金融機関や企業向けにも取組を呼びかけているところ。
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再エネ地域共生連絡会議について

• メガソーラー対策パッケージに基づく各種施策の実行に関し、地方自治体との更なる連携強化
を図るべく、3月18日に地方三団体との間で「再エネ地域共生連絡会議」を立ち上げ。4月14
日には同会議の「全国会議」を開催し、全国の自治体職員に対しパッケージに基づく施策の実
行状況や、自治体の実務に関わるポイントを説明。

• 夏から秋にかけて、自治体職員と対面で双方向の意見交換を行うため、地方経産局と連携し
「地域ブロック別会議」を開催予定。

4月14日 全国会議の様子各会議の開催状況
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３月18日 再エネ地域共生連絡会議

・地方三団体に対し、メガソーラー対策
パッケージの内容について説明

４月14日 再エネ地域共生連絡会議 全国会議

夏～秋頃 再エネ地域共生連絡会議
地域ブロック別会議

・８つの地域ブロック（北海道、東北、
関東、中部、近畿、中国、四国、九
州）ごとに、順次開催。

・自治体職員の方々と、対面で、双方向
の意見交換を行う予定。

・456 自治体から1,390名の自治体職員が参加

・会議当日だけでなく、終了後も意見・質問を受け
付け、個別に書面回答する予定。
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区分 課税標準（※1）

ペロブスカイト太陽電池
（GI基金の採択事業者の製造品に限る）

 1/2（1/3～2/3）

洋上風力
(海洋再エネ整備法)

 3/5（1/2～7/10）

洋上風力（港湾法）

陸上風力（温対法・農山漁村再エネ法）
   2/3（1/2～5/6）

5,000kW以上

変更無し

5,000kW未満

1,000kW以上

1,000kW未満

1万kW未満

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充・延長（固定資産税）

【適用期間：令和10年度末までの３年間】※改正前の適用期間は2年間改正概要

対象設備 区分 課税標準（※1）

太陽光
発電設備

1,000kW以上 3/4（7/12～11/12）

1,000kW未満 2/3（1/2～5/6）

風力
発電設備

20kW以上 2/3（1/2～5/6）

20kW未満 3/4（7/12～11/12）

中小水力
発電設備

5,000kW以上 3/4（7/12～11/12）

5,000kW未満 1/2（1/3～2/3）

地熱
発電設備

1,000kW以上 1/2（1/3～2/3）

1,000kW未満 2/3（1/2～5/6）

バイオマス
発電設備

2万kW未満

1万kW以上 2/3（1/2～5/6）※2

1万kW未満 1/2（1/3～2/3）

※１ 軽減率について、各自治体が一定の幅で独自に軽減率を設定できる「わがまち特例」を適用（上表の括弧書の間で設定）
※２ 現行制度では、一般木質バイオマスまたは農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分は6/7。改正後は1万kW以上の区分について特例措置の対象から除く。

• 再エネ発電設備の固定資産税を３年間にわたり、一定割合軽減する措置について、地域と共生し
た国産再エネの普及拡大を図るため、太陽光発電は、シリコン系を対象外とした上で、国産再エ
ネであるペロブスカイトを拡充。また、風力発電は、洋上風力を拡充し、陸上風力を地域共生案
件へ対象を限定。その上で、全再エネ電源で、適用期限を令和11年３月31日まで延長する（適
用期間を現行の２年間から３年間へ長期化）。 
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分散型電源のサイバーセキュリティ対策について

• 分散型電源のサイバーセキュリティ対策として、系統連系手続におけるIoT製品のセキュリティレ
ベルを見える化するラベリング制度（JC-STAR）の活用について検討が行われてきた。

• 検討の結果、太陽光発電、蓄電池、燃料電池、風力発電について系統連系にあたって、JC-STAR
★１を取得した製品の使用を要件化することが2025年12月及び2026年3月のグリッドコード検討
会で決定した。

• 併せて、分散型電源固有の脅威や特性、PCSに必要な機能を考慮した分散型電源独自のJC-STAR
★2以上の基準の整備や導入についても議論の動向を踏まえ要件化を進めていくこととされた。

制度の概要（イメージ）

適合基準
★３

適合基準
★３

★２
適合基準

★２
適合基準

★２
適合基準

★２

★１

★３

★４

統一的な最低限の適合基準
（★１）

適合基準
★４ 第三者

認証

自己適合
宣言

適合
基準

高度

低度

・・・

・・・

・・・

通信機器 ネットワーク
カメラ

スマート
家電

・・・

対象製品の概要

ルーター、
ネットワーク

カメラ等

ハブ・スイッチ、
スマート家電、

OA製品、
PLC、DCS等

インター
ネットに

接続可能な
製品

産業用制御機器、
センサ、コント

ローラ等

ネットワークに
接続可能な製品
（IPを使用）

インター
ネット

インターネッ
トプロトコル
（IP）
を使用する通
信

【凡例】

2025年3月に開始※ 国内外の一部の既存制度と同様に、利用者がソフトウェア製品等により容易
にセキュリティ対策を追加することができる汎用的なIT製品（パソコン、タ
ブレット端末、スマートフォン等）は対象外とする。

技術要件の
評価方式

制度名称・ロゴ・
ラベル

セキュリティ要件適合評価
及びラベリング制度

JC-STAR
(Labeling Scheme based on 

Japan Cyber-Security 
Technical Assessment 

Requirements)

(※1)経済産業省「ワーキンググループ3（IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築に向けた検討会）」
  https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/iot_security/index.html

(※2)IPA「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」 https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/iot_security/index.html
https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html
https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html
https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html
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分散型電源のサイバーセキュリティ対策について 第21回グリッドコード検討会（2026年3月31
日）資料4を一部修正
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（イ）地域との共生

（ｄ）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化

 再生可能エネルギー発電設備の適正な廃棄等を担保するため、事業用太陽光発電設備の廃棄等費用について、2022年７
月から、原則として源泉徴収的な外部積立てを求めており、本制度を着実に運用していく。

 また、太陽光パネルについて、2030年代後半以降の排出量の増加に対応するため、リユース・リサイクル・廃棄処分が徹底して
行われるよう、義務的リサイクル制度を含めた新制度の構築に向けて検討を進める。



※１：10kW未満の太陽光発電設備については、家屋解体時に適切に廃棄されると想定されることを踏まえ、本制度の対象外としている。
※２：海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成30年法律第89号）
※３：海洋再エネ整備法の適用案件については、同法に基づき適切に廃棄等費用が確保されると想定されることを踏まえ、本制度の対象外としている。

廃棄等費用積立制度の概要

太陽光発電設備 風力発電設備

対 象
10kW以上のすべての太陽光発電（複数太陽光発電設備

設置事業を含む。）の認定案件※１

海洋再エネ整備法※２の適用案件を除くすべての風力発
電の認定案件※３

金 額
調達価格/基準価格の算定において想定してきている廃
棄等費用の水準

同左（なお、2027年４月時点で残存期間が10年未満となっ
ている案件についても、原則、残存期間によらず必要な廃棄等費
用の全額が確保される制度とする）

積立方法 原則、源泉徴収的な外部積立て 同左

時 期 調達期間/交付期間の終了前10年間 同左

取戻し条件 廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出 同左

内部積立て
例外的に内部積立てを許容（長期安定発電の責任・能力、
確実な資金確保）

同左
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再エネ特措法に基づく廃棄等費用積立制度

• 太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保するため、エネルギー供給強靱化法による改正再エネ特措法
（2020年６月成立）において、10kW以上の事業用太陽光発電設備の廃棄等費用の積立制度について
措置。原則、源泉徴収的な外部積立てを行うこととしている。

• 積立時期は、調達期間/交付期間の終了前10年間（20年間のうち、後半の10年間）となっており、FIT
制度開始から10年が経過する2022年７月に、最も早い事業の積立てが始まっている。

• 風力発電設備についても廃棄等費用の積立てを担保するため、FIT/FIP制度における廃棄等費用積立制
度の対象とすることとし、最も早い事業では2027年４月に積立てが開始。
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①国による基本方針の策定
⚫各主体の役割、リサイクル目標、施設整備の促進、費用低

減・技術開発等の施策の方向性の明示

②多量の事業用太陽電池の廃棄をしようとする者（太陽光
発電事業者等）への規制
⚫国が定める判断基準（段階的に強化）に基づくリサイクル

の実施に向けた取組を義務付け（指導・助言、勧告・命
令）

※指導・助言は全ての事業用太陽電池の廃棄をしようとする者が対象

※廃棄の抑制のための措置についても判断基準を策定（指導・助言）

⚫多量事業用太陽電池廃棄実施計画の事前届出義務

③費用効率的なリサイクルを促進するためのリサイクル事業者
への措置
⚫費用効率的なリサイクル事業の計画を国が認定し、都道府

県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする特例措置、保
管基準の特例措置等

⚫技術開発・施設整備等の財政上の措置 
※リサイクル設備の開発・導入
再生材の価値向上に資する技術実証
保管施設の活用実証・導入等を想定

④製造・輸入業者及び販売業者に対する措置
⚫環境配慮設計の実施等の措置
⚫含有物質に関する情報提供等の措置

⑤制度の見直しに向けた検討規定（附則）
⚫最終処分場の残余年数、リサイクル費用の状況等を勘案し

て、太陽光パネルの幅広い廃棄に関する者を対象とした義
務付けを検討し、制度を見直し

主な措置事項

太陽光パネル
リサイクル設備

アルミリサイクル

ガラスリサイクル

金属リサイクル

太陽光パネルのリサイクルフロー

施行期日 公布から１年６か月以内で政令で定める日

• 令和８年５月29日に「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が成立。

• 本法律では、多量の事業用太陽電池の廃棄をしようとする者に国が定める判断基準に基づくリサイクルの実
施に向けた取組を義務付けるとともに、費用効率的なリサイクル事業の計画を国が認定する制度を創設し、
都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする等の措置を講ずることとしている。

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の概要
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（参考）風力発電設備の適正処理について 第６回 太陽光発電設備リサイクルWG
（2024年11月21日）資料１を一部修正

• 風力発電設備は、基礎を除いた風車本体のうち重量ベースで約９割は、資源としての価値が高い鉄、銅、ア
ルミニウム等の金属で構成されている。これらの金属は有価で回収されるため既存のリサイクル・処理ルートが
確立している。

• 他方、残りの約１割は、主に風車ブレードに用いられているGFRP（ガラス繊維強化プラスチック）又はCFRP
（炭素繊維強化プラスチック）などの樹脂で固めた複合材料であるが、現在、これらのブレードのリサイクル技
術は実証段階である。海外では、グローバル風車メーカー等がリサイクルを容易とするブレードの開発等に取り組
んでいるところ。

• GFRP等の複合材料の排出量については、FIT/FIP制度の調達期間/交付期間である20年で廃棄すると仮
定して現在の風力発電の導入量をもとに試算すると、平均0.27万ｔ/年、最大でも1.0万ｔ/年にも満たな
いと想定される。

（※）排出量は、2012～2023年度のFIT/FIP導入量から推計。

（※）GFRPの比重（2t/㎥）から体積換算しても、最大0.5万㎥/年にも満たない。ただし、一定の細断がされずに処分される場合、処分量（体
積）がかさむ可能性がある。

• こうした点を踏まえ、まずは、主に風車ブレードに用いられているGFRP等のリサイクル技術の確立が重要。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（イ）地域との共生

（e）長期安定電源化

 FIT・FIP制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された電源が、調達期間及び交付期間の終了後も、次世代にわたり
長期安定的に事業継続されるよう、関係事業者等の行動指針を整理した上で、同指針に基づき、再生可能エネルギー発電事
業に対する再投資やリパワリングを促すとともに、長期安定電源の担い手として責任あるプレイヤーを長期安定適格太陽光発電
事業者として認定し、同事業者への事業集約を推進していく。
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再生可能エネルギーの長期安定電源化 ― 再エネ100年構想

• FIT/FIP制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された既設再エネ電源が、調達期間/交付期間
の終了後も長期安定的に事業を継続することが重要。

• 2024年11月に、再エネ長期安定電源化に向けた関係者の行動指針（アクションプラン）を取りまとめたと
ころであり、本アクションプランに基づき、関係者が具体的な行動を取ることで、再エネを50年、更には100年と
いう長期にわたって社会に根差す主力電源として定着させていくことが重要。

【FIT/FIP制度における事業用太陽光の導入容量・導入件数（年度別）】

2012/2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

・・・

容量 676.3万kW 836.5万kW 814.8万kW 544.4万kW 474.5万kW 490.5万kW 487.8万kW 500.1万kW ・・・

件数 123,597件 152,716件 115,907件 72,549件 53,337件 54,809件 49,158件 33,304件 ・・・

2032～2036年度に調達期間/交付期間が終了
約2,900万kW（29GW）・約46万件

（注）2025年３月末時点の速報値。
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（参考）我が国の太陽光発電事業の多極分散型構造

• 我が国の事業用太陽光の特徴として、欧州と比べ、低圧（10-50kW）の事業の割合が大きいという特徴
がある。また、設備の所有者も分散しており、個人が所有するものも含めて（※）、各地に独立して様々な小規
模事業が存在している。

（※）2023年４月時点のFIT/FIP認定事業者を分析すると、低圧事業用太陽光では、個人が認定事業者であるものが57％。

• 分散型のエネルギーシステムは、自家消費などの需給近接型での事業実施による系統負荷軽減や災害時の
レジリエンス強化などのメリットを有している。FIT制度では、こうした特性を活かした事業実施を促すため、2020
年度以降に新規認定される低圧の事業用太陽光に自家消費型の「地域活用要件」を求めている。

• 他方、このような多極分散型構造は、長期電源化に向けた事業集約を図っていく上では、デューデリジェンスを
含めた取引コストの増大や、集約後の管理コストの増大などに繋がるおそれもある。

＜各国の事業用太陽光の規模の構成比較＞

第79回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委員会（2026年２月３日）
資料１より抜粋



事業者団体の取組状況

• 太陽光発電の長期安定電源化に向けては、政府が必要な事業環境整備を行うことはもちろん必要であるが、
事業者団体が旗を振りながら、民間企業のビジネスベースの取組を広めていくことが何よりも重要。

• 一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）においては、こうした事業者団体としての役割を果たす観点から、ア
クションプランを踏まえ、以下の取組が行われている。

【事業者団体の取組状況】

➢ 業界団体としての自主的な行動理念・行動原則である「『地域との共生・自然環境配慮』を基本とした太陽光
発電の健全な普及を目指して」を策定・公表。関連プレーヤーの理解醸成のためのベストプラクティス紹介など、シ
ンポジウムやセミナー、外部講演などを通じた啓蒙活動を継続的に実施。

➢ 長期安定電源化に向けた発電事業者の取組に活用できるよう、JPEA HP上の関連情報を整理の上、「事業者
の計画立案、方針策定のための情報」ページを新たに設置。また、成功事例の情報も順次掲載。

➢ 事業の売手と買手のマッチングを促進するため、マッチングサービス等を提供する事業者の一般募集を実施。応
募のあった事業者のうち、掲載要件を満たす事業者の情報をJPEA HP上に掲載（現在７社）。

➢ 盗難リスクや保険加入に資する自然災害リスク等を検討する緊急タスクフォースを設置。発電事業者向けに、自
然災害や盗難被害ヘの重要・有効な対策を整理した「リスク対策チェックシート」及び「災害・盗難対策ガイドラ
イン」を策定・公表。今後、統一的な事業評価基準の高度化に向け、「太陽光発電事業の評価ガイド」への反
映を検討（2026年3月目処）。

➢ 長期安定電源化を支える人材育成の観点から、養成講座の継続的な開催等を通じて、「太陽光発電事業評
価技術者制度」の評価技術者や「PVマスター技術者制度」の資格者を増員。

➢ 太陽光発電所のセルフチェックに資する「地域との共生・共創のための太陽光発電所チェックリスト」について、調査
件数の増加（総計720件→950件）や、「太陽光発電Before/After改善事例集」を新たに盛り込む等、チェッ
クリストの内容を充実化。
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第79回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2026年２月３日）資料１より抜粋
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事業評価者・保険事業者の取組状況

• 長期安定電源化に向けて、事業評価者及び保険事業者は以下の役割が期待される重要なプレーヤー。

➢ 事業評価者：既設再エネの評価を適切に行うことで、事業の現所有者がリパワリング等を実施する契機を与えるととも
に、DDを効率化することにより事業集約を促進する。

➢ 保険事業者：太陽光発電事業の事業リスク（災害・盗難等）について、その適切な引受けを行い、リスクが発現した
際の事業継続性を担保する。

• 昨年６月の大量導入小委（第74回）では、特に、自然災害の増加や銅線ケーブル盗難の急増等といった
昨今の太陽光発電を取り巻く状況を踏まえ、事業評価者や保険事業者等が相互の連携・協力関係を強化
することで、太陽光発電業界全体として、リスク対応の好循環を生み出すことが重要である旨を確認した。

• こうした状況・議論を踏まえ、事業評価と損害保険等を組み合わせた民間ビジネスベースの新たな取組みが進
みつつある。

【一般社団法人発電所格付認証機構の取組】 【株式会社エクソルの取組】

第79回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2026年２月３日）資料１より抜粋
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政府の取組状況

• 政府においては、各プレーヤーがそれぞれの役割を果たし、事業集約促進に向けた取組が進展するよう、必要
な目標設定・情報提供を行うとともに、制度的な環境整備を進めることが必要。こうした観点から、アクション
プランを踏まえた以下の取組を順次実施している。

• 2032年度以降の調達期間/交付期間の終了を見据え、各プレーヤーに一層の取組みを促すべく、例えば、
定期報告の更なる活用や「長期安定適格太陽光発電事業者」向けの施策の拡充を検討するなど、環境整
備を更に拡大・加速していくことが重要ではないか。

【政府の取組状況】

➢ 昨年12月に「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージ」を決定し、事業規律を一層確保。

➢ 昨年４月より、「長期安定適格太陽光発電事業者」の認定制度を開始。認定要件への適合が確認された申請者３者を認定
し、資源エネルギー庁HPで公表。引き続き、申請のあった事業者の審査・認定を順次行い、厳格かつ適切に制度を運用していく。
※ 適格事業者においては、自ら手がける事業のみならず、投資先の全ての事業に対しても、投資家の立場から、法令遵守や地域共生の取組を求め

 ていくことが期待される。

➢ 昨年４月にFIT/FIP制度の「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」を改訂し、太陽光の長期安定電源化の観点から発
電事業者が遵守すべき事項等を追記。
・ 調達期間/交付期間終了後の事業継続のあり方について、具体的な計画を立案すべき旨を追加。
・ 長期安定電源化の観点からも構造計算書等の適切な管理・保管が求められる旨や、事業集約に際してはこうした必要書類を買い手に対し適切に

引き継ぐことが必要となる旨を明記。

➢ 昨年４月に太陽光の運転費用報告（10kW以上）の内容を見直し、定期点検の実施状況に関する報告内容を精緻化する
とともに、調達期間/交付期間終了後の事業継続に関する計画概要の報告を追加。
※ 事業売却希望である事業者のうち、公表に同意する者については、順次、事業売却希望である旨を公表予定。

➢ こうした定期報告の実効性を更に担保する観点から、再三の督促にもかかわらず定期報告を全く履行しない等の特に悪質性の
高い事業に対して交付金の一時停止措置を実施する等、厳格な対応を講じていく（昨年度中に29件の一時停止措置を実施）。

➢ 太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗難が増加している状況等を受け、｢盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法
律｣が昨年６月に成立。犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知については、昨年９月１日に施行。警察機関と
連携し、発電事業者へ盗難防止に資する情報の周知を実施している。

第79回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2026年２月３日）資料１を一部修正
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（参考）「長期安定適格太陽光発電事業者」の概要

• 再エネの長期安定電源化に向けて、適切な再投資等を行いながら、次世代にわたって自立的な形で、太陽光
発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任ある太陽光発電事業者について、「長期安定適格太陽
光発電事業者」として、経済産業省が認定する。 2025年４月１日より認定申請を受付開始。

• 「長期安定適格太陽光発電事業者」は、多極分散構造にある太陽光発電を集約し、集約した事業を効率
的に運用していくことが期待されている。この点を踏まえ、地域との共生や国民負担の抑制は大前提としつつも、
事業集約や集約した事業の効率的な運用を促進するための施策を講じる。

（※）「長期安定適格太陽光発電事業者」の認定要件や支援策については、制度の活用状況、事業集約の進展状況等を踏
 まえ、制度開始後においても、必要に応じて見直しを検討する。

※ 適格事業者においては、子会社等を通じた出資・保有などの形態による事業実施も想定される。
 このため、企業グループの親会社等に適格事業者の認定を付与する際に、①一部の要件については、その子会社等も含めて要件適合性の判定を
行った上で、②子会社等も適格事業者への支援策を受けられるようにする。企業グループの判断は、再エネ特措法の「密接関係者」の定義による
こととする。

「長期安定適格太陽光発電事業者（適格事業者）」の概要

【適格事業者の認定要件】

① 地域の信頼を得られる責任ある主体であること

② 長期安定的な事業の実施が見込まれること

③ FIT/FIP制度によらない事業実施が可能であること

【適格事業者への施策】

① FIT/FIP変更認定時の説明会等の取扱い

② 電気主任技術者に係る統括制度の利用拡大

③ パネル増設時における廃棄等費用の積立時期の取扱い

④ 事業売却希望者情報の先行公開

※ 再投資・事業集約化へのファイナンスや保険付保を円滑化するため、本制度の有
 効な活用策等について、引き続き、金融機関・保険事業者等の関係プレイヤーと
 対話を進めていく。

第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2025年６月３日）資料１より抜粋



窃取された銅線ケーブル 警察からの情報提供の例

法律の概要

１ 特定金属くず※買受業に係る措置
※ 当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属

 (銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず

▶ 特定金属くず買受業の届出義務（罰則あり）

▶ 買受けの相手方の本人確認義務、当該本人確認事項等に関する

記録の作成・保存義務

▶ 取引記録の作成等

• 特定金属くずの買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する

記録の作成・保存義務

▶ 警察への申告義務

• 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いが

あると認めたときの警察官への申告義務

▶ 特定金属買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告

徴収及び立入検査等

２ 犯行用具の隠匿携帯の禁止
▶ ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具の正当な理由なき

隠匿携帯を禁止（罰則あり）

３ 盗難の防止に関する情報の周知
▶ 金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知

ケーブルカッター

ボルトクリッパー

金属盗に用いられる犯行用具

金属盗認知件数の推移

➢令和７年の金属盗の認知件数は1万5,712件と、
前年比4,989件、約24%減少

➢ 令和７年の金属盗の被害額は約82億円と、
前年比約59億円、 約42%減少

➢ 太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害
状況について、令和７年の認知件数は3,856件と、
前年比3,198件、約45%減少
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犯行用具の隠匿携帯の禁止に関する
警察庁・都道府県警察の啓発チラシ
（日本語の他、英語、中国語、クメール語、
ベトナム語、タイ語）

（参考）盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行
（令和７年６月成立）



１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（ウ）国民負担の抑制等

 我が国の再生可能エネルギーの発電コストは、着実に低減が進んできてはいるものの、国際水準と比較すると依然高い。また、
2024年度の再生可能エネルギー賦課金は2.7兆円に達すると想定されている。国民負担の抑制を図るため、再生可能エネル
ギーのコストを競争力ある水準に低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に実現していく。

   具体的には、FIT・FIP制度における入札制の活用等を推進するとともに、 FIT・FIP制度を前提としないビジネスモデルによる
再生可能エネルギー発電事業を推進する。また、 FIT・FIP認定後の迅速な事業実施を促すため、 FIT・FIP認定の失効制度
等を着実に運用していく。
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国民負担の抑制

※四捨五入の関係で合計と内訳は必ずしも一致していない。※2012年度から2026年度までの買取総額及び賦課金総額見込みの推移

• 再エネ賦課金は、再エネ特措法に基づき、再エネ電気の買取費用等から、再エネ電気を売電した場合に得ら
れる収入を減じて計算。2026年度の水準は、4.18円/kWh。

• 2012年度～2014年度に認定された相対的に高い価格の事業用太陽光が買取総額全体の大半を占める。

• 国民負担の抑制を図るため、再エネコストを競争力ある水準に低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に
実現していく。これまでもFIT/FIP制度における調達価格・基準価格の引下げ等を実施してきており、引き続
き、こうした取組を進めつつ、発電事業者による自立化に向けた取組や、特に効率的に事業が実施された場合
においても足下のコストデータ等の上昇が見られることを確認した上で、上昇分については適切に調達価格/
基準価格等へ反映を行っていく。また、FIT/FIP認定後の迅速な事業実施を促すため、FIT/FIP認定の失
効制度等を着実に運用していく。
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電源
【調達期間・
交付期間】

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

価格
目標

事業用
太陽光

10kW以上

【20年】

住宅用
太陽光

10kW未満

【10年】

風力
【20年】

バイオ
マス

【20年】

地熱
【15年】

水力
【20年】

22円（陸上20kW以上）

40円 36円 32円

42円 38円 37円
33円

35円

31円

33円

24円

※

21円

28円

30円

26円

28円

24円

26円

18円

20円 18円

36円（洋上風力（着床式・浮体式））

19円

14円
(10kW以上
500kW未満)

入札制
14円/13円
(500kW以

上)

36円（着床

式）

13円

12円

21円

26円(15,000kW以上)

40円(15,000kW未満)

24円(一般木材等)

24円(バイオマス液体燃料)

24円(1,000kW以上30,000kW未満)

29円(200kW以上1,000kW未満)

34円(200kW未満)

20円(5,000kW以上30,000kW未満)

27円 (1,000kW以上5,000kW未満)

24円
(2万kW未満)

32円(未利用材)

39円（メタン発酵バイオガス発電 ）

32円(2,000kW以上)

40円(2,000kW未満)

12円

11円

11円

入札制
15.5円

入札制
21円

※ ※ ※ ※ 19円 17円

55円（陸上20kW未満）

入札制
（250kW以

上)

17円

入札制
（50kW以上)

16円

入札制
34円

32円 29円

24円（10,000kW未満）

入札制
19.6円

入札制
19.6円

入札制
20.6円

入札制
20.6円

（10,000kW以上）

入札制
11円

/10.75円/
10.5円

/10.25円

入札制
18.5円

入札制
18.0円

16円

入札制24円

入札制
17.8円

16円

35円
その他（13円(建設資材廃棄物)、17円(一般廃棄物その他バイオマス)）

入札制
10円

/9.88円/
9.75円
/9.63円

21円
(20kW以上)

24円

29円
(～6月

末)

27円
(7月~)

入札制
12円

/11.5円
(250kW

以上)

【地上設置】

9.5円

12円

【屋根設置】
9.5円

(50kW以上)

10円
(10kW以上
50kW未満)

※ 出力制御対応機器設置義務あり(2020年度以降は設置義務の有無にかかわらず同区分)

12円

入札制
9.50円/9.43円/
9.35円/9.28円
(250kW以上)

36円(浮体式）

入札制
（50kW以上)

15円

入札制
（50kW以上)

14円

入札制
（50kW以上)

13円

入札制
24円

海洋再エネ整備法適用の洋上風力については、公募毎に上限価格を決定

入札制
17.8円

21円
(2万kW以上)

24円
(2万kW未満)

16円

(10kW以上50kW未満)

(2,000kW以上)

(10kW以上2,000kW
未満)

8.9円

1
5
円

入札制
（50kW以上)

14円

入札制(2年間で1回)

入札制
18.2円

23円

入札制
9.20円/9.13円/
9.05円/8.98円
(250kW以上)

【地上設置】

(10kW以上)

(10kW以上50kW未満)
10円10円 10円

(50kW以上250kW未満)
9.2円

(10kW以上)

（陸上） （陸上） （陸上）

※一般木材等（10,000kW以上）・バイオマス液体燃料

10円

入札制
（50kW以上)

13.7円

入札制
9.60円/9.60円/
9.60円/9.60円

9.6円

9.9円

初期投資
支援スキーム※1

(250kW以上)

フォー
ミュラ
方式
※2

初期投資
支援スキーム※1

(10kW以上)

11.5円
(10kW
以上)

【地上設置】

入札制
8.90円/8.83円/
8.75円/8.68円
(250kW以上)

【屋根設置】

卸電力
取引市場

価格

＋

環境
価値

(50kW以上250kW未満）

新規
認定
対象
外

入札制

21円
(2万kW以上)

新規認定
対象外

【屋根設置】 【屋根設置】

【地上設置】【地上設置】

※1 2025年度下期以降、国民負担には中立的な形で、投資回収の早期化を図る初期投資支援スキームを採用し、事業用太陽光（屋根設置）は19円(~5年),8.3円(6~20年)、住宅用太陽光は24円(~4年),8.3円(5～10年)
※2 地熱発電の2026年度以降は、1,000kW～30,000kWの範囲において容量に応じて連続的に価格が変化する方式（フォーミュラ方式）を採用（2026年度：1,000kW未満：40円/kWh、 30,000kW以上：26円/kWh）

（参考）FIT/FIP制度における調達価格/基準価格の推移
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FIT/FIP認定の失効制度による国民負担抑制

＜事業用太陽光の未稼働案件の失効期限毎の件数・容量＞ （注） 2026年3月31日時点の速報値。

失効済 認定案件（未稼働）

失効年度 失効期限日の属する年度

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度～

認定年度
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）

2012年度 1,679 20 0 0 286 3 0 0.0 77 0.37 4 45

2013年度 12,193 137 151 1 2,260 20 56 0 269 2 9 28

2014年度 7,102 94 0 0 1,267 15 5 0.0 23 0.2 7 12

2015年度 5,494 61 0 0 978 13 15 0.05 31 0.3 1 1

2016年度 13,527 79 0 0 1,128 8 3 0.1 8 0.1 3 7

2017年度 1,560 11 0 0 140 3 0 0 0 0 4 0

2018年度 13,664 84 0 0 2,581 18 0 0 1 0 114 1

2019年度 0 0 8,063 43 0 0 2,535 17 2 0 80 3

2020年度 0 0 0 0 3,145 24 0 0 337 9 2 8.3

2021年度 0 0 0 0 0 0 2,954 24 0 0 459 14

2022年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1,167 26 142 11

2023年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 23

2024年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 15

2025年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,016 29

合計 55,219 484 8,214 44 11,785 104 5,568 41 1,916 37 2,556 197

• 2022年4月施行の再エネ特措法改正により、FIT/FIP認定後の迅速な事業実施を促すため、一定の期限
までに運転開始に向けた一定の進捗が見られない未稼働案件について、認定を失効する制度を導入。

• これまでに、約８万件／約８GWの事業が失効している。引き続き、一般送配電事業者や自治体等とも連携
しながら、適切かつ円滑に制度を運用していく。
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再生可能エネルギーの自立化に向けて

• FIT/FIP制度は、再エネのコスト競争力が他電源と比べてまだ十分ではない段階において、国民負担により
価格支援を行うことで導入拡大を図り、導入拡大によるスケールメリット・習熟効果等を通じてコストダウンを
実現していく制度。

• このため、将来的にFIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況までコストダウンを実現
していくこと、すなわち、再エネ自立化を実現していくことが支援の前提である。昨年度の調達価格等算定委員
会では、こうした議論を行い、FIT/FIP制度で支援対象となっている全電源について、将来的な自立化を目
指すことを明確化した。

◦ 将来的には、資本費＋運転維持費が自立化水準（※）となることを目指すことが必要。

◦ 運転維持費のみで自立化水準（※）を超えている電源は、将来の自立化のみならず、FIT/FIP期間終
了後の長期安定的な稼働にも課題がある。 （※）卸電力市場価格＋環境価値の水準が目安となる。

• なお、2024年度の調達価格等算定委員会では、大規模バイオマスについて、発電コストの大半を燃料費が
占めるというコスト構造にあり、将来的な自立化が見通しづらい状況などを踏まえ、2026年度以降、
FIT/FIP制度の支援の対象外とした。

• また、昨年度の調達価格等算定委員会では、事業用太陽光発電（地上設置）について、技術革新等によ
る着実なコスト低減が実現されてきたことなどを踏まえ、2027年度以降、FIT/FIP 制度の支援の対象外と
した。
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（参考）2027年度以降の事業用太陽光（地上設置）の取扱い

• 調達価格等算定委員会において、事業用太陽光（地上設置）については、技術革新等による着実なコスト
低減が実現され、FIT/FIP制度からの自立の時期が到来しつつあることが確認されたことを踏まえ、2027
年度以降、再エネ賦課金を用いたFIT/FIP制度における支援の対象外とすることとして意見がとりまとめられ
た。

◼ 事業用太陽光発電（地上設置）について、最新のコストデータの動向や入札状況を踏まえて以下が確認された。
➢ FIT制度開始以降、認定量・導入量ともに大幅に拡大してきたこと。
➢ FIT制度開始から現在にかけて、大規模のみならず全ての規模において技術革新等による着実なコスト低減が実現されて

きたこと。特に、足下では、競争が働き、入札上限価格を下回る落札が継続的に見られていることや、入札回によっては入
札上限価格を大幅に下回る落札も見られていること。

➢ コスト効率化に加え、PPAによる収益の確保等により、FIT/FIP制度によらない案件の形成も見られるようになってき
たこと。

➢ こうした導入拡大・コスト低減が実現してきている一方で、自然環境・安全・景観等の地域共生上の課題が顕在化し、い
わゆる「負の外部経済性」が生じているのではないかとの指摘がなされる状況に至っていること。

◼ 上記の点を総合的に判断し、現在支援対象区分となっている事業用太陽光発電（地上設置）については、2027年度以降、
FIT/FIP制度における支援の対象外とすることとした。

◼ 一方で、再エネ導入拡大の観点から、例えば屋根設置等の地域との共生が図られた形での太陽光発電の導入を促進していく
ことは重要である。電源の持つ特性やその設置形態等を踏まえ、地域共生が図られた形で導入が期待される太陽光発電の類型
等について、詳細の検討は再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において電源横断的な観点から行
うこととし、支援の重点化を行う対象等の2027年度以降の太陽光発電への具体的な支援のあり方については、来年度の本
委員会において検討・決定することとした。

令和8年度以降の調達価格等に関する意見
（2026年2月5日）より一部抜粋
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今後のFIT/FIP制度における価格算定のあり方 

• 昨年度の調達価格等算定委員会において、各電源の特性を考慮しつつ、①自立化に向けた取組がなされて
いるか、②コストデータの上昇について、当該電源の中でも事業が特に効率的に実施されている場合におい
ても生じているものかを確認した上で、総合的に判断しながら足下のコストデータの上昇について適切に調達
価格等/基準価格等への反映を行うこととして意見がとりまとめられた。

◼ 再エネ特措法に基づく調達価格/基準価格の算定に当たっては、同法第２条の３第２項又は第３条第５項の規定に基づき、
再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用等を基礎とし、適正な利潤その他の事情を勘案し
て定めることとされている。 

◼ 加えて、FIT/FIP 制度は、再エネのコスト競争力が他電源と比べてまだ十分ではない段階において、国民負担により価格支援
を行うことで導入拡大を図り、導入拡大によるスケールメリット・習熟効果等を通じてコストダウンを実現していく制度である。し
たがって、FIT/FIP 制度の対象となる電源は、将来的にFIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況ま
でコストダウンを実現していくこと、すなわち、再生可能エネルギーの自立化を実現していくことが制度の前提である。 

◼ 昨今のインフレによる建設費等の上昇が見られる中で、足下のコストデータが上昇しているという電源も現れているが、これらの前提
を踏まえ、コストデータに上昇が見られる全ての電源について、機械的に一律の想定値の引上げ等を行うのではなく、各電源の
特性を考慮しつつ、①自立化に向けた取組がなされているか、②コストデータの上昇について、当該電源の中でも事業が特に
効率的に実施されている場合においても生じているものかを確認した上で、総合的に判断しながら足下のコストデータの上昇に
ついて適切に調達価格等/基準価格等への反映を行うこととした。 

令和8年度以降の調達価格等に関する意見
（2026年2月5日）より一部抜粋



（参考）昨年度の調達価格等算定委員会における議論

第105回 調達価格等算定委員会（2025年10月24日） 資料１より抜粋
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（参考）昨年度の調達価格等算定委員会における議論
第114回 調達価格等算定委員会（2026年2月2日） 資料１より抜粋
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• FIT/FIP制度における定期報告データの中央値（※）をもとに計算した、各再エネ電源の発電コスト（資
本費・運転維持費）の実績は以下のとおり。

70

再生可能エネルギー電源の発電コスト

（※１） Aについては、回避可能費用単価（卸電力取引市場価格）を10円/kWh、環境価値を再エネ価値取引市場における2025年度第1回オークションの約定最安価格0.4円/kWhとし、卸電力取引市場等による売電収入や環境価
値その他の再エネ発電事業により得られる収入等を勘案した場合に、事業実施期間において新規電源投資回収が可能となるコスト水準（運転維持費と資本費を足し合わせた発電コストが10.4円/kWh以下）を示した範囲の目安。
なお、環境価値が高まった場合、Aの範囲は右上にシフトしていく。なお、燃料費は運転維持費に含まれている。

（※２） Bについては、Aにおける条件に加え、住宅用太陽光における自家消費便益によって得られる収入も勘案した場合（余剰売電比率は70%）に事業実施期間において新規投資可能となるコスト水準の目安（15円/kWh）。
（※３） Cについては、回避可能費用単価を10円/kWhとした場合、事業の安定継続に向けてまずは目指すべき運転維持費のコスト水準の目安。
（※４） 2024年8月までの定期報告において発電事業者から提出のあったコストデータ（実績値）を使用している点に留意。
（※５） 調達価格等算定委員会における定期報告データの算出方法にならい、一部、平均値や直近年度の中央値を採用している電源もある。
（※６） 割引率及び運転年数については、令和7年2月 総合エネルギー調査会 基本政策分科会 発電コスト検証ワーキンググループにてとりまとめられたデータをもとに算出。
（※７） 洋上風力（着床式）については、再エネ海域利用法適用外の着床式洋上風力発電のデータから算出したものであり、再エネ海域利用法で想定されているよりも小規模な事業が中心となっていることに留意。

（円/kWh）

資 本 費 （円/kWh）

運

転

維

持

費

洋上風力
（着床式）

事業用太陽光
（地上）

事業用太陽光（屋根）
(10-50kw) (50kW-) 

陸上風力
(50kW-)

中小水力
(1000-5000kW)

中小水力(既設)(新設)
(5000-30000kW)

(既設)（新設）
中小水力

(-200kW)

地熱
(-1000kW)

地熱
(1000-15000kW)

地熱
(15000kW-)

バイオマス
(一般廃棄)

バイオマス
(建築資材)

バイオマス
(未利用財, -2000kW)

バイオマス
(未利用財, 2000kW-)

バイオマス
(一般木質, -10000kW)

陸上風力
(-50kW)

バイオマス
(メタンガス)

(新設)

(既設)

中小水力(既設)
(200-1000kW)

(10-50kW)

(50kW-)

A

B

A：事業実施期間において新規電源投資回収が可能となるコスト水準を示した範囲の目安
B：住宅用太陽光において自家消費便益を勘案した場合に新規電源投資回収が可能となるコスト水準の目安
C：事業の安定継続に向けてコスト低減を進める上でまず目指すべき運転維持費のコスト水準の目安

C

住宅用太陽光

第77回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2025年11月12日）資料1より抜粋



再エネ価値を通じたFIT制度から自立した投資の促進

• 再エネの主力電源化に向けては、地域との共生や国民負担の抑制を図りつつ、
➢ 再エネの導入拡大、特に非FIT/非FIPでの導入
➢ 再エネの電力市場への統合に向けたFIP制度の活用促進（FIP移行・蓄電池併設を含む）
➢ リパワリング等を通じた再エネの長期安定電源化 等を進めていく必要がある。

• そのためには、発電事業者によるFIT制度から自立した形（FIP制度・非FIT/非FIP）での再エネ電源へ
の新規投資・再投資を更に進める必要がある。

• こうした投資を促進するうえでは、再エネ価値の本質や関連領域との関係性等も踏まえながら、再エネ価値の
需要を喚起しつつ、再エネ価値が適切に評価され、取引される環境を整備することを通じて、再エネへの需
要がこうした投資に繋がる流れを拡大していくことが重要となる。

• 特に、発電事業者が大規模な新規投資・再投資を行うに際しては、需要家等のオフテイカーとの中長期の相
対契約（PPA）の重要性がより一層増していくと考えられる。

• 以下の関連施策が既に進行中であるが、事務局としては、以上の考え方に基づく施策を、コストダウンの実現
と並ぶ、再エネの自立的な発展に向けた政策の柱の一つと位置づけ、引き続き不断の検討を行っていく。

需要が
投資に
繋がる
流れを
拡大

再エネ価値の
需要喚起

➢GX戦略地域制度における脱炭素電源活用型・脱炭素電源地域貢献型の措置

➢GX-ETSと高度化法との関係整理、高度化法2040年度目標の方針決定

➢省エネ・非化石転換法に基づく非化石転換の更なる促進に向けた検討 等

再エネ価値が
適切に評価され
る環境の整備

➢再エネ主力電源化に向けた非化石価値取引市場（非化石証書制度）の課題整理

➢高度化法第３フェーズにおける非化石価値取引市場の上下限価格の見直し

➢GHG Protocol Scope2 Guidanceの改訂に関する情報発信・意見提出

➢成長志向型カーボンプライシングの段階的発展、発電ベンチマークの策定 等

再エネ価値を通じたFIT制度から自立した新規投資・再投資の促進
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（参考）GX戦略地域制度の概要
第16回GX実行会議（2025年12月22日）
資料3より抜粋
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（参考）脱炭素電源活用型・脱炭素電源地域貢献型

• GX戦略地域制度における脱炭素電源活用型（GX産業団地）や脱炭素電源地域貢献型投資促進事業
では、脱炭素電力の100％活用を支援の必須要件としており、脱炭素電力に対する需要喚起が期待できる。

• また、コーポレートPPA・自家発電や新設・リプレース電源の活用を加点評価要素や支援強度を高める要素
としており、需要家による使用電力の脱炭素化の取組みの中でも、特に、FIT制度から自立した形での再エネ
への新規投資・再投資に繋がる取組みの促進が期待できる。

＜脱炭素電源地域貢献型の支援の概要＞ 第16回GX実行会議（2025年12月22日）資料3より抜粋
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（参考）GX-ETSと高度化法との関係整理

• 昨年度の大量導入小委における非化石価値取引市場に関する課題整理（p.78参照）も踏まえ、関係審議会
（次世代電力・ガス基盤構築小委）において、GX-ETSと高度化法との関係を整理。

第4回次世代電力・ガス事業基盤構築小委
員会（2025年12月17日）資料6より抜粋
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（参考）高度化法2040年度目標の設定

• 昨年度の大量導入小委における非化石価値取引市場に関する課題整理（p.78参照）も踏まえ、関係審議会
（次世代電力・ガス基盤構築小委・制度検討作業部会）において、高度化法に基づく2040年度における
非化石電源比率目標について方針を決定。

第4回次世代電力・ガス事業基盤構築小委
員会（2025年12月17日）資料5より抜粋



（参考）省エネ・非化石転換法に基づく非化石転換の更なる促進

• 再エネの主力電源化に向けては、FIT制度から自立した形（FIP制度・非FIT/非FIP）での再エネ電
源への新規投資・再投資を更に進める必要があるところ、こうした投資を促進していくには、再エネ価値が
適切に評価される環境を整備しつつ、再エネ価値の需要を喚起していくことが重要である。

• この点に関し、省エネ法では、令和４年度の改正において、「非化石エネルギーへの転換」が法目的に追
加されるとともに、一定量以上エネルギーを使用する需要家に対し、非化石エネルギーへの転換に関する
中長期計画及び定期報告の提出が義務化されたところ。

• また、令和５年２月の関連審議会（省エネ小委）では、こうした改正省エネ法（省エネ・非化石転換
法）に基づく措置を踏まえ、「非化石エネルギーへの転換を促すインセンティブとして、優良な事業者の評
価や、予算措置等による支援について検討」するとされているところ。

• これらを踏まえ、省エネ・非化石転換法に基づく優良な事業者の評価等を行う場合、発電事業者による
FIT制度から自立した形での再エネ電源への新規投資・再投資に繋げるためには、どのような形が望ま
しいか。

• なお、本小委での議論や省エネ・非化石転換法に基づく既存の措置も踏まえつつ、必要な措置の詳細
について、今後省エネ小委において議論予定。
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⚫ 省エネ法等に基づく定期報告義務のある特定事業者等を含め、エネルギー多消費事業者について、非化石
電気比率の2030年度目標値と2023年度実績値を整理した結果は以下のとおり。

➢ 2030年度目標値（横軸）については、大半の事業者が、現時点において56％（2030エネルギーミッ
クスにおける非化石電源の比率）を下回る状況となっている。

➢ 2023年度実績値（縦軸）については、2030年度まで７年間のタイムラグがある点には留意が必要では
あるが、2030年度目標値とは乖離のある事業者が多い状況。

（参考）省エネ法等に基づき報告された非化石電源比率の目標と実績

56%
（2030年エネルギーミックス非化石電源比率）

2
0

2
3
年
度
実
績
値

2030年度目標値

再エネ賦課金の減免認定を受けていない者
再エネ賦課金の減免認定を受けている者

80-100％
656者（5％）

60-80％
305者（3％）

40-60％
607者（5％）

20-40％
7482者（62％）

0-20％
3025者（25％）

0-56％
9582者（79％）

56-100％
2493者（21％）

2030年度目標達成

2030年度目標未達

77

第74回再エネ大量導入・次世代電力
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（参考）再エネ主力電源化に向けた非化石価値取引市場の課題整理

• 非化石電気の環境価値を取り扱う非化石価値取引市場（非化石証書制度）については、再エネ電気の環
境価値を顕在化し、その円滑な取引環境を整備することにより、結果として適切な価格指標が提供され、FIT
制度から自立した形での新規投資・再投資の促進に繋がることが期待される。

• その一方、現状の市場・制度については、これまでの入札で約定価格が下限価格に張り付くことが多いなど、こ
うした期待に応えるうえで様々な課題が指摘されてきた。

• そこで、昨年度の大量導入小委（第75回・第76回）では、①2026年～2030年を見据えた短期的な時間
軸、②2030年後を見据えた中長期的な時間軸の両面から、再エネ主力電源化を更に進めていくうえでの非
化石価値取引市場（非化石証書制度）の課題について整理を行った。

第76回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会（2025年9月30日）資料1より抜粋
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（参考）非化石証書市場の上下限価格の見直し

• 昨年度の大量導入小委での課題整理（p.78参照）も踏まえ、関係審議会（制度検討作業部会）において、
高度化法第３フェーズ（2026年度～2028年度）における非化石価値取引市場の上下限価格について
検討が行われ、以下の方向性が示された。

➢ 2026年度の各市場の上下限価格は、現行の価格水準を据え置く。

➢ FIT証書市場の下限価格は、2027年度以降は非FIT証書市場の下限価格と同水準にすることとし、
2027年度に現行の非FIT証書市場の下限価格（0.6円/kWh）まで引き上げることを基本とする。
2028年度も非FIT証書市場の下限価格の水準と合わせることを基本とする。

➢ FIT証書市場の上限価格は、非FIT証書の受給ひっ迫時の「代替手段」のあり方についても検討を行った
うえで、第３フェーズ中に撤廃する。

➢ 非FIT証書市場の下限価格は、2028年度に0.8円/kWhとすることとし、これに向けた見直しスケジュー
ルは、経過措置料金の議論の状況を見つつ、今後詳細を検討する。

➢ 非FIT証書市場の上限価格は、第３フェーズ期間中は現行の価格水準を維持する。

※ なお、こうした上下限価格の見直しに伴う影響緩和策として、「2027年度以降の中間目標値の需給バランスを、供給
側に一定程度余裕を持たせる需給バランス（例えば、2024年度の水準である1.10）に見直すことが考えられる」と
の方向性も併せて示された。
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（参考）GHGプロトコル改訂に関する情報提供・意見提出

• GHG排出量の算定・報告基準のデファクトスタンダードであるGHG Protocolの改訂が令和６年度から議
論されている状況を受け、経済産業省として、当該議論に係る情報提供を幅広く実施。

• 昨年10月～本年１月に実施されたScope2 Guidanceの改訂に係るパブリックコンサルテーションでは、経
済産業省として、総論的な意見の他、我が国の脱炭素電源投資に特に関連する論点（供給可能性、標準
供給サービス）について意見を提出。

経済産業省HP：https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/LCA_CFP.html 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/LCA_CFP.html
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（参考）成長志向型カーボンプライシングの段階的発展

• 現在、成長志向型カーボンプライシングの制度整備を段階的に発展させているところであり、2026年度からは、
より実効可能性を高めるため、排出量取引が法定化された。カーボンプライシングは、相対的に再エネ電源の
コスト競争力を高める効果があると評価できる。

第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2025年6月3日）資料1より抜粋



（参考）発電ベンチマークの策定 第4回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員
会（2025年12月17日）資料６より抜粋
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１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（エ）電力市場への統合

（a）総論

 再生可能エネルギーの主力電源化にあたり、出力の変動する再生可能エネルギーの電力市場への統合を進めるため、揚水発
電や蓄電池の活用など、調整力の確保を進めていく。さらに、再生可能エネルギーの導入余地が大きい地域と需要地をつなぐ地
域間連系線の整備を推進する。また、再生可能エネルギーを最大限に活用する観点から、その出力制御量の抑制に取り組む。

 その上で、再生可能エネルギーの電力市場への統合にあたっては、社会全体での統合コストの最小化が重要となる。この観点か
ら、FIP制度の更なる活用を通じて、再生可能エネルギー発電事業者が自ら電力市場の需給状況に応じた行動（蓄電池によ
る供給シフト等）を取るように促すとともに、地域に賦存する再生可能エネルギーの地産地消を推進していく。

（b）FIP制度の更なる活用

 FIP制度は、再生可能エネルギーの電力市場への統合の鍵となるものであり、電力システム全体のコスト低減、再生可能エネ
ルギーの出力制御量の抑制等にも寄与することから、制度の更なる活用を進める。具体的には、FIT電源とFIP電源の需給バラ
ンスの確保への貢献の度合いと公平性の確保の観点から、優先給電ルールにおける出力制御の順番を見直す。併せて、FIP電
源に係る蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強化する。
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FIP制度の活用状況（2025年12月末時点）

• FIP認定件数は、2023年度下半期に大きく増加。その後も着実に増加を続けている。

• 本小委員会において、2023年12月にバランシングコストの見直し案について議論を実施（2024年４月か
ら新制度開始）したことや、2024年中にFIP制度の更なる促進策について議論を実施したことなどにより、
FIP制度の活用を検討する事業者の行動を後押しした効果が一定程度見られた。
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新規認定 移行認定

（件）

【2025年12月末時点】
2,546件（新規1,230件、移行1,316件）

＜FIP制度開始以降の認定件数推移 ＞

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
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FIP制度の活用状況（2025年12月末時点）

電源種

新規認定 移行認定 合計

出力
（MW）

件数
出力

（MW）
件数

出力
（MW）

件数

太陽光 825 1,114 825 1,297 1,650 2,411

風力 3,325 44 709 42 4,034 86

地熱 5 2 0 0 5 2

水力 201 41 177 52 378 93

バイオマス 74 12 689 43 763 55

合計 4,430 1,213 2,400 1,434 6,830 2,647

※ バイオマス発電出力はバイオ比率考慮後出力。
※ 「移行認定」は、当初FIT認定を受けた後に、FIP制度に移行したものを指す。

FIT/FIP制度全体の認定量に占める
割合

出力
ベース

件数 ベース

2.2%
新規1.1%、移行1.1%

0.1%
新規0.0%、移行0.0%

21.8%
新規18.0％、移行3.8％

2.4%
新規1.2%、移行1.2%

2.4%
新規2.4％、移行0.0％

1.9%
新規1.9%、移行0.0%

14.6%
新規7.8％、移行6.8％

7.5%
新規3.3%、移行4.2%

10.9%
新規1.1％、移行9.8％

5.5%
新規1.2%、移行4.3%

6.6%
新規4.3％、移行2.3％

0.1%
新規0.0%、移行0.0%

• 2025年12月末時点のFIP認定量は、新規認定・移行認定を合わせて、約6,830MW・2,647件。2024
年3月時点の認定量（約1,761MW・1,199件）から、容量は3.9倍／件数は2.2倍となっている。

• FIT/FIP制度全体の認定量に占めるFIP認定量の割合は、出力ベースで約6.6％。



FIP制度の更なる促進

• 2022年４月に開始したFIP制度は、発電計画の策定等が求められ、電力市場の需給に応じた供給が促され
ることから、第７次エネルギー基本計画（2025年２月閣議決定）においても、再生可能エネルギーの電力
市場への統合の鍵となる制度と位置付けられている。

• このため、政府として、「将来的には全再エネ電源についてFIP移行が望ましい」という政策方針の下、FIP制
度の更なる活用促進に向けて、事業環境整備を強力に推進している。

 ⑴ 優先給電ルールにおける出力制御順の見直し（電源の性質と公平性を踏まえた措置）

 ⑵ 事業環境整備の更なる推進

① FIP制度における更なる情報開示の推進

② FIP併設蓄電池における系統充電の拡大

③ FIP移行案件の事後的な蓄電池設置時の価格算定ルール

④ 供給シフトの更なる円滑化（バランシングコスト）

⑤ 非化石証書の直接取引の拡大

⑥ FIP移行時の蓄電池設置手続に係る審査の迅速化

 ⑶ アグリゲーション・ビジネス等の活性化

① アグリゲーターとFIP事業者のマッチング・プラットフォームの設立

② 関連プレーヤーの理解醸成等を促進する勉強会の開催

③ FIP電源の需給調整に資する系統用蓄電池の導入促進

• 同時に、FIP制度への移行促進に向けては、官民が協調して取り組む必要がある。事業者団体（太陽光発電
協会）において業界としてのロードマップとアクションプランが策定されたところ、今後、それらに従って取組が
進められることを期待したい。

• こうした中、より一層のFIP制度への移行を促すべく、今後、どのような取組が重要となるか。制度開始から満
４年が経過したことも踏まえ、改めて制度の実態や課題を確認し、更なる打ち手を検討すべきではないか。

87

第77回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員
会（2025年11月12日）資料1を一部修正
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FIP制度の更なる促進（出力制御順の見直し）

• 再エネ最大導入（kWhベース）を図るため、以下①②を組み合わせ、FIP制度への更なる移行を促していく。

① FIT電源とFIP電源の間の公平性を確保するため、優先給電ルールにおける出力制御の順番を、2026年度又は2027
年度に、FIT電源→FIP電源の順とする。2025年４月に出力制御に係るガイドラインを改正し、この点を明確化した。
FIP移行を検討する事業者の予見可能性を高めるため、関係審議会（次世代電力系統WG）において、各一般送配電
事業者の準備状況についてフォローアップを実施。

② 将来的には全再エネ電源のFIP移行が望ましいが、まずは一定の電源（FIT/FIP全体の約25％（※１））

がFIP電源に移行するまでの間、集中的に、FIP電源に係る蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強化（※２）し、
FIP電源への移行を後押しする。

（※１）FIT移行状況や出力制御の状況を踏まえ、施策効果の検証、目標の更なる引上げ等を不断に検討していく。
（※２）①の措置によりFIT電源の出力制御率が増加する（再エネ買取量が減少する）ことに伴う国民負担減少分の範囲内

で、バランシングコストを増額（2025年度は＋1.00円/kWh）。

• これにより、FIP電源（太陽光・風力）は、当面、出力制御の対象とならない（※３）。他方、FIT電源の出力制御確率は
増加することとなる。

  （※３）ただし、余剰が特に大きい日や制御回数が多いエリアでは、FIT電源に対する制御の後、FIP電源が制御される。

FIP電源

FIT電源

2％
0％

25％

2022年4月
（FIP開始）

供給シフトのための
環境整備

早ければ2026年度中から
出力制御順の適正化

（FIT電源→FIP電源）

現在

FIP比率①火力(石油、ガス、石炭)の出力制御、
揚水・蓄電池の活用

②他地域への送電（連系線）

③バイオマスの出力制御

④太陽光、風力の出力制御

⑤長期固定電源※（水力、原子力、
地熱）の出力制御

※出力制御が技術的に困難

③④それぞれのカテゴリでFIT電源→FIP電源の順とする。

第77回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員
会（2025年11月12日）資料1を一部修正
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FIP制度の更なる促進（併設蓄電池に係る制度見直し）

• 電力需給に応じた再エネ電気の供給シフトに資するFIP電源併設蓄電池の更なる活用促進のため、大量導入小委や
関係審議会（制度検討作業部会）での議論を踏まえ、2025年４月より、以下の制度措置を講じている。

➢ FIP制度に移行した太陽光発電設備について、蓄電池の併設による供給タイミングのシフトを促進するため、事
後的に蓄電池を設置した場合に、新たな価格算定ルールを適用（左下図）。

➢ また、蓄電池の稼働率の向上・FIP制度の活用促進に繋げていくため、FIP電源に併設する蓄電池に対する系統
側からの充電を認めた上で、認定発電設備由来の電気量についてFIPプレミアム交付の対象とし、2025年4月
発電分から非化石価値を認定（右下図）。

第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員
会（2025年6月3日）資料1を一部修正

a

c

b

✓ 最新価格：従前の価格＝a：b+c の面積の比率
✓ 過積載率に応じて、ピークカット電力量割合の想定値を設定し、

a：b+c の面積の比率を求めることとする
✓ 実態と比して過剰な国民負担が発生しないようにする。

FIP移行案件に事後的に蓄電池を設置した
場合の価格算定ルール

※PCSより太陽電池側に蓄電池を設置した場合のルール

①の放電量のうち、認定発電設備に由来する電気量

＝

系統充電時の認定発電設備由来電気量の算定式

①×
③

②＋③
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FIP制度の更なる促進（非化石証書の直接取引の拡大）

発電事業者
卸電力取引市場

小売電気事業者 需要家

発電事業者と需要家間の直接取引

第77回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員
会（2025年11月12日）資料1を一部修正

• FIP制度では、再エネ発電事業者が自ら環境価値を販売する仕組みとし、再エネ発電事業者が市場で得る収
入であると整理している。このため、再エネ発電事業者が非FIT証書を売却しやすくなることは、FIP制度の促
進に繋がりうる。

• 非FIT証書は、原則として高度化法義務達成市場において小売電気事業者により購入されるものであるが、再
エネ価値に対する需要家のニーズも踏まえ、新設FIP電源又は2022年度以降に営業運転を開始したFIT
電源がFIP電源に移行した場合について、発電事業者と需要家の間での直接取引が認められてきた。

• その上で、需要家と発電事業者の直接取引が進展している状況を踏まえて、2021年度以前に営業運転を開
始したFIT電源がFIP電源に移行した場合についても、2025年1月発電分から、発電事業者と需要家間の
直接取引が認められた。

• また、これと併せて、需要家の企業グループ内で非化石証書を融通するニーズの高まり等を踏まえ、親会社の
口座で管理された非FIT証書を子会社も利用可能とする運用も認められるに至った。



FIP制度の更なる促進（その他）
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第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員
会（2025年6月3日）資料1を一部修正

フォーマット調整済み

• FIP制度の更なる促進に向けて、以下のとおり様々な施策を措置しているところ。

① FIP制度を活用する事業者の予見性を高める観点からは、FIP制度の運営に当たって、再エネ発電事業者や関連プレー
ヤーの事業検討等に資する情報は、可能な限り開示していくことが重要。こうした考え方の下、これまでにも、本委員会にお
いてFIP制度の先行的な活用事例を紹介してきたほか、プレミアムの値を計算するためのシミュレーション・ツールを資源エ
ネルギー庁HPで公表するなど、様々な取組を進めてきた。2025年２月には、参照価格やその諸元（前年度平均市場価
格、当年度/前年度の月間平均市場価格等）について、エリアごと・月単位で開示する取組を開始した。

② FIP移行案件の増加に伴うニーズの高まりを踏まえ、資源エネルギー庁のHPにおいてFIP移行時に併せて蓄電池を併設す
る場合の手続を改めて周知するとともに、手続迅速化の観点から、一部の手続について運用を変更した（2025年9月運
用開始）。具体的には、FIP移行認定申請に際し、蓄電池設置に係る申請書等を参考書類として添付することを認める
こととし、審査当局において、FIP移行認定に係る審査と並行して、添付された蓄電池設置に係る書類の内容についても
事前確認を行うことで、申請手続の迅速化が図られることとなる。

③ 小規模事業者をはじめとする再エネ発電事業者にとって、アグリゲーターは必ずしも身近な存在ではなく、FIP制度の更なる
活用を促進する上では、アグリゲーターとFIP事業者のマッチングを進めることが重要となる。このため、再エネ発電事業者が
アグリゲーターに円滑にアクセスできるよう、2025年9月末より、全国のアグリゲーターのFIP事業者向けのアグリゲーション
のプランを資源エネルギー庁HPで公開することで、新たなマッチング・プラットフォームを創設した（本年５月末時点で全
国34社分の情報を掲載）。

④ 再エネ発電事業者がFIP制度を活用して電力市場における需給の状況等に応じて発電事業を実施していくためには、関連
プレーヤーと連携しながら、発電量や市場価格等の変動予測を効率化・精緻化することが必要となる。こうした取組に関する
関連プレーヤーの理解醸成を促進するため、資源エネルギー庁において、再エネ発電事業者・アグリゲーター・気象予測関
係者・金融機関等が参加する「FIP制度の活用促進に向けた勉強会」を開催することとした（2025年9月に初回を開
催）。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（エ）電力市場への統合

（a）総論

 再生可能エネルギーの主力電源化にあたり、出力の変動する再生可能エネルギーの電力市場への統合を進めるため、揚水発
電や蓄電池の活用など、調整力の確保を進めていく。さらに、再生可能エネルギーの導入余地が大きい地域と需要地をつなぐ地
域間連系線の整備を推進する。また、再生可能エネルギーを最大限に活用する観点から、その出力制御量の抑制に取り組む。

 その上で、再生可能エネルギーの電力市場への統合にあたっては、社会全体での統合コストの最小化が重要となる。この観点か
ら、FIP制度の更なる活用を通じて、再生可能エネルギー発電事業者が自ら電力市場の需給状況に応じた行動（蓄電池によ
る供給シフト等）を取るように促すとともに、地域に賦存する再生可能エネルギーの地産地消を推進していく。

（b）FIP制度の更なる活用

 FIP制度は、再生可能エネルギーの電力市場への統合の鍵となるものであり、電力システム全体のコスト低減、再生可能エネ
ルギーの出力制御量の抑制等にも寄与することから、制度の更なる活用を進める。具体的には、FIT電源とFIP電源の需給バラ
ンスの確保への貢献の度合いと公平性の確保の観点から、優先給電ルールにおける出力制御の順番を見直す。併せて、FIP電
源に係る蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強化する。
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①火力(石油、ガス、石炭)の出力制御、
揚水・蓄電池の活用

②他地域への送電（連系線）

③バイオマスの出力制御

④太陽光、風力の出力制御

⑤長期固定電源※（水力、原子力、
地熱）の出力制御

＜優先給電ルールに基づく対応＞

※出力制御が技術的に困難

＜電力需給のイメージ＞

再エネ出力制御（需給バランス）について

• 電力系統においては、常に電気を使う量と発電する量（需要と供給）のバランスを維持することが
必要。このバランスが崩れると、周波数に乱れが生じ、最悪の場合は大規模停電につながり得る。

• そのため、優先給電ルールに基づき、火力電源の出力制御や連系線、揚水、蓄電池の活用等の
対応を図りつつも、なお、供給が需要を上回る場合、再エネ電源の出力制御を行う。

• 需給バランス制約による再エネ電源の出力制御は、2018年以降、休日やGW等の軽負荷期に九
州エリアで実施されていたが、2022年4月に初めて、東北、中国、四国エリア、5月に北海道エリア、
2023年1月には沖縄エリア、2023年４月に中部・北陸エリアでも実施。加えて、2023年６月に
関西エリアでも実施。2026年3月に東京エリアでも実施し、全てのエリアで実施済となった。
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再エネ出力制御の実施状況について

• 再エネの導入拡大により出力制御エリアは全国に拡大、複数エリアでの同時出力制御の増加に

よる域外送電量の減少や電力需要の減少等もあり、足元の出力制御量は増加傾向。

• 2025年度冬期の全国の出力制御量は好天等の影響により例年対比で増加。

[億kWh]

（出所）各一般送配電事業者提出資料を元に資源エネルギー庁が作成（2026年3月時点）

※ 淡路島南部地域は四国から電気を供給される関係から、出力制御は四国エリアと同様に行われるが、数字は関西に含む。
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※１ 2026年3月末時点。
※２ 出力制御率［%］＝変動再エネ出力制御量［kWh］÷(変動再エネ出力制御量［kWh］＋変動再エネ発電量［kWh］)×100
※３ 各エリア一般送配電事業者による見込み。あくまでも試算値であり、電力需要や電源の稼働状況等によって変動することがあり得る。
※４ 連系線活用率は右のとおり。北海道:65%、東北:90％、東京:-85%、中部:-20%、北陸:2％、関西:-25%、

中国:20%（４～８月）／70%（９～３月）、四国:35%、九州:85%
※５ 淡路島南部地域は四国に含む。

【参考】再エネ出力制御の実施状況等
上段：[年間制御電力量(kWh)]、下段：[年間総需要(kWh)]

出典：各エリア一般送配電事業者



出力制御対策パッケージ

• 再エネの出力制御の抑制に向け、2023年12月に取りまとめた「出力制御対策パッケージ」に基づき、蓄電池
の導入促進、新設火力の最低出力の引下げ、地域間連系線の整備など、需要面、供給面、系統増強等の
対策を講じている。

１．需要面での対策
①家庭用蓄電池・ヒートポンプ給湯機の導入を通じた需要の創出・シフト
②機器のDR Ready化（通信制御機器の設置）
③需要側のリソースの活用に向けた消費者の行動変容の促進（出力制御時間帯の需要を創出する取組等の推進等）
④系統用：蓄電池、再エネ併設蓄電池、水電解装置の導入を通じた需要の創出・シフト
⑤事業者用：蓄電池の導入や、事業者所有設備への通信制御機器の設置の支援等
⑥電炉等の電力多消費産業におけるDRの推進
⑦電力の供給構造の変化に合わせた電力多消費産業の立地誘導・需要構造の転換

２．供給面での対策
①再エネ発電設備のオンライン化の更なる推進等
②新設火力発電の最低出力引下げ(50％→30％) 、既設火力発電への同基準遵守協力要請
③出力制御時の他エリアでの非調整電源の出力引下げ ④火力等発電設備の運用高度化
⑤水力発電を活用した出力制御量の抑制
⑥電力市場の需給状況に応じた再エネの供給を促すFIP制度の更なる活用促進

３．系統増強等
①連系線の運用見直し等による域外送電量の拡大 ②地域間連系線の更なる増強による域外送電量の拡大

４．電力市場構造における対応（中長期的な検討課題）
◆価格メカニズムを通じた供給・需要の調整・誘導

【具体的な対策】
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（エ）電力市場への統合

（ｃ）再生可能エネルギーの地域活用

  地域に賦存する再生可能エネルギーの地産地消は、災害時のエネルギーの安定供給の確保や地域活性化の観点から重要
である。また、再生可能エネルギーの出力変動について、需給に近接した脱炭素化された調整力等による調整がなされることで、
統合コストの抑制が見込まれる。

このため、発電に近接した工場や家庭等で再生可能エネルギー電気を消費するモデルや、需要地内では消費し切れない再生
可能エネルギー電気を地域内で消費するモデルなどを推進するとともに、FIT制度に基づく「地域活用要件」を通じて自家消費や
地域一体的な電源の活用を促す。

（５）次世代電力ネットワークの構築

  ③ 系統・受給運用の高度化

（イ）蓄電池・ディマンドリスポンス（ＤＲ）の活用促進

 電力システムの柔軟性を供出するにあたり、蓄電池は、再生可能エネルギー等で発電された電力を蓄電し、夕方の需要ピー
ク時などに電力供給できるほか、迅速な応答性を有する調整電源として、ＤＲは需給バランスを確保するための需要側へのア
プローチ手段として重要である。（中略）このため、支援措置における事業規律を確保するための要件等の検討や収益性の評
価等を通じ、安全性や持続可能性が確保された蓄電池の導入を図ること等が必要である。

 蓄電池やヒートポンプ給湯機、コージェネレーション等の分散型エネルギーリソース（DER）の普及等に伴い、これらを活用した
ＤＲも進展している。今後、製造事業者等に対して目標年度までにDRready機能を具備した製品の導入を求める仕組みの
導入、スマートメーターのＩоＴルートを利用したＤＲ実証、蓄電・蓄熱等を活用した電力貯蔵システムやコージェネレーション、
負荷設備、蓄熱槽等のＤＥＲを活用したアグリゲーションビジネスの促進等を行い、ＤＲの更なる普及を図ることが必要である。

97



⚫ 分散型エネルギー源に関する施策は、需要側リソース（DR・家庭用蓄電池等）と供給側リソース（系統・再
エネ併設蓄電池）の双方において取組を進めてきた。

⚫ 一方、需要側リソースと供給側リソースという違いはあるものの、サイバーセキュリティやビジネスモデルの
確立など共通する課題も多い。また、再エネ大量導入に必要となるフレキシビリティの提供という共通の価値
を有している。

⚫ このため、「需要側リソース」と「供給側リソース」の個別課題について検討を進めることに加えて、分散型
エネルギーリソース（DER）全体として見た場合に、電力システムの社会コスト最適化の観点で、どのよう
なリソース配分が最適かという点も含めた、総合的な検討を行う。
※再生可能エネルギー導入促進や系統接続に関する論点など他の小委員会やWG等の所掌に属する案件は本WGの議論の対象外

分散型エネルギー推進戦略WGの検討内容について

供給側需要側

・系統用蓄電池
・再エネ併設蓄電池
・LDES （液化空気蓄電、圧縮空気蓄電）等

運
用

○HEMS/MEMS等
※１

○CEMS
※２

○マイクログリッド

○アグリゲーター
○DR/VPP

・家庭用・業務産業用蓄電池
・ヒートポンプ給湯機
・ハイブリッド給湯機

・コジェネ
・電力データ 等

リ
ソ
ー
ス

○アグリゲーター
○蓄電事業者

・DERを活用した収益モデルの検討
・サイバーセキュリティリスクへの対応

・フレキシビリティを確保するために最適なリソース配分

共
通
課
題

・価格競争に陥り、安全性や持続可能性が損なわれるリスク
・多数接続申込みへの対応（接続ルールの見直し等）

個
別
課
題

・DR実績把握・リテラシー醸成
・DRready対象機器の拡大、DRready要件の策定
・需給調整市場における機器個別計測の取扱い

導入見通しを踏まえた分散型エネルギー政策の方向性の検討
※１ HEMS（Home Energy Management System）、MEMS（Mansion Energy Management System）

BEMS（Building Energy Management System）、FEMS （Factory Energy Management System)

※２ CEMS（Community Energy Management System）
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第1回分散型エネルギー推進戦略ワー
キンググループ（2025年12月19日）
資料3より抜粋



分散型エネルギーリソースに関する施策の方向性及び具体策
需要側リソース 供給側リソース

需要側蓄電池 系統用・再エネ併設蓄電池DR

足下の導入量 400万kW程度1)

2040年度
導入見通し3）

)

ー 64万kW (契約申込み 約3,000万kW)2)

施策の方向性

800万kW～3,300万kW4) 750万kW～1,500万kW5) 280万kW～1,000万kW6)

◆継続的な導入促進
◆ DRの実績把握
◆ DRリソースの導入拡大
◆ DR実施を促す環境整備

◆ 系統用：電力システムに貢献する蓄電池の重点導入と効果的運用の
促進による多様な機能の発揮

◆ 再エネ併設：FITからFIPへの移行等による再エネの市場統合の観点か
ら、実態を把握しつつ導入促進

具
体
的
施
策

導入支援

✓DR対応機器の導入・IoT化

蓄電池等のDR対応機器の導入支援、IoT化支援、家庭用燃料電池
（エネファーム）やEV充電器・充放電器等のDRready化の検討

✓系統用蓄電池の地域共生の推進

地域共生ガイドライン作成、長期に電力システムに貢献する事業者を評
価する仕組みの検討

✓系統接続の情報公開の推進・ノンファーム型接続の導入等

✓系統接続の適切な規律確保

土地使用権原の要件化、契約申込時の保証金引き上げ等

✓必要性の高い系統用蓄電池を優先的に支援

アービトラージ活用･系統混雑緩和･ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ強靱化に資する案件等

✓再エネ併設蓄電池の促進

FIP案件等の支援の継続等

✓サイバーセキュリティの確保

JC-STAR★2以上の基準の整備・導入、適切な機器利用に関するガ
イドライン整備

✓リテラシー醸成・広報強化 DR活用ガイド作成、広報戦略作成

✓DR実績の把握 経済DR・市場取引に基づくDRの実績把握の具体化

✓DRに対するインセンティブ

低圧IoT化と報酬等を組み合わせたDR実施の支援

ビジネス
環境整備

規律確保

1) 家庭用蓄電池及び業務・産業用蓄電池の2023年時点の導入量が8,000MWh程度であることを踏まえ、実績より２時間容量として計算
2) 2025年12月末時点の系統用蓄電池の連系済み量及び契約申込み量。再エネ併設蓄電池の導入量は含まない。
3) 第2回分散型エネルギー推進戦略WG（2026年3月6日） 資料5より引用
4) 電力広域的運営推進機関、McKinsey、三菱総合研究所が、足下の導入状況を踏まえつつ、各々の手法や想定に基づき推計した2040年度の導入見通し。
5) 電力広域的運営推進機関、McKinseyが、将来の実装可能性を考慮しつつ、各々の手法や想定に基づき推計した2040年度の最大DR量。
6) 電力広域的運営推進機関、McKinseyが、コスト最小化の考え方による電力需給分析の結果を踏まえつつ、各々の手法や想定に基づき推計した2040年度の導入見通し。

主な課題

• DR対応機器（家庭用蓄電池含む）の導入台数が少ない
• DRの実績（特に経済DR）が把握できていない
• 需要家によるDR認知が不十分
• サイバーセキュリティの確保

• 調整力としての活用が中心であり、アービトラージ活用は限定的（系統用）
• 系統混雑の緩和に貢献しうる立地・運用への誘導が必要（系統用）
• 地域共生や長期にわたる安定的な事業運営の確保（系統用）
• 迅速な系統接続の実現
• サイバーセキュリティの確保

※本見通しは、足下の導入状況やコスト最小化等の考え方に基づき外部機関が試算した見通しであり、目標とは異なる
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第3回分散型エネルギー推進戦
略ワーキンググループ（2026年
4月15日）資料2より抜粋



再エネ・系統用蓄電池等の迅速な系統接続に向けた適切な規律の確保

• 系統用蓄電池の導入が進展する中、複数事業者へのヒアリングによると、事業化（系統用蓄電池の設
置）に至る見込みが不透明な接続検討・契約申込みが多数存在するとされている。その結果、再エネ発
電設備の迅速な系統接続にも影響が出る恐れがある。

• 事業確度の高い再エネや系統用蓄電池等が早期かつ確実に系統接続できるよう、接続検討・契約申込み
それぞれのプロセスにおいて、適切な規律の確保に向けた対策を実施する。

【接続検討プロセスにおける対応】

①接続を希望する土地に関する情報をまとめた書類提出の要件化
②１事業者当たりの接続検討申込数の上限設定
③工事費等が事業者の要望に合わないと判明した時点で、早期に接続検討の結果を回答する運用改善

【契約申込みプロセスにおける対応】

④接続を希望する土地の使用権原提出の要件化
⑤契約申込み時の保証金の引上げや、工事費の分割払いにおける初回の最低支払額の設定

①③④：再エネや系統用蓄電池を含む発電等設備全体に適用。但し、FIT/FIP制度を利用する再エネは、
同制度で既に使用権原を証する書類の提出が求められていることから、④は適用外。

②⑤：系統用蓄電池のみに適用。

対策①②③ 対策⑤
対策④
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制度審議室確認済み
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第７次エネルギー基本計画（抄）

（５）次世代電力ネットワークの構築

  ③ 電力ネットワーク（系統）の増強

（ア）地域間連系線や地内基幹系統等の整備

  これまで、既存系統を効率的に活用するため、ノンファーム型接続の推進等により、活用可能な送電容量の拡大を進めてきた。
こうした取組を引き続き推進しつつ、再生可能エネルギーの更なる導入拡大と電力の安定供給を実現するため、系統の増強を進
めていく。地域間連系線については、再生可能エネルギーの導入等に計画的に対応するため、広域連系系統のマスタープランを踏
まえて整備を進め、費用を再生可能エネルギー賦課金や全国の託送料金等を通じて負担する仕組みを導入している。こうした制
度の下、北海道・本州間の海底直流送電や中国九州間連系設備（関門連系線）の整備など、今後10年間程度で、過去
10年間（約120万ｋＷ）と比べて８倍以上の規模（1,000万ｋＷ以上）で整備を目指しており、資金調達等の課題に対
応するための必要な制度的措置等を検討していく。

   また、今後、再生可能エネルギーの更なる導入や大規模電力需要の局地的な立地が見込まれる中、地域間連系線の整備の
在り方の見直しが必要になる可能性がある。このため、広域連系系統のマスタープランについて、将来の再生可能エネルギーの
導入状況や大規模需要の立地状況等を踏まえた見直しの検討を進めていく。

   加えて、再生可能エネルギーを最大限活用するとともに、自然災害時等のレジリエンスを強化し、電力の安定供給を確保するた
めには、地内基幹系統等を効率的に整備することも重要である。これまで地内基幹系統は、エリアの一般送配電事業者が整備し
てきたが、更なる計画的整備のため、地域間連系線と一体的に整備するものや広域的取引に資するものは、電力広域的運営
推進機関の関与の下で、一般送配電事業者が整備を進めることとした。こうした中、再生可能エネルギーの導入等に資する地
内基幹系統等についても、これまで以上に効率的な整備が必要となる。このため、各エリアの一般送配電事業者等が、より効率
的・計画的に整備を進めるための仕組みを検討するとともに、再生可能エネルギー電源の立地地域の負担とその全国への裨益を
踏まえ、エリアを越えた費用負担の仕組みも検討していく。これらと合わせ、無電柱化の推進等の対応も進める。



地域間連系線の整備の状況と今後の方向性

中部

関西

北海道

東京

北陸 東北

九州

中国

四国

沖縄

関西中国間

中国四国間

関西四国間

中部関西間

210万kW → 300万kW
(2027年度末工事完了予定)

東京中部間

周波数変換設備60Hz

50Hz

120万kW → 210万kW
(2021年3月運転開始)

573万kW→ 1028万kW
(2027年11月工事完了予定)

東北東京間

北海道本州間

90万kW → 120万kW
(2027年度末工事完了予定)

60万kW → 90万kW
(2019年3月運転開始)

東地域増強

300万kW→600万kW
（2030年6月工事完了予定）

過去10年間で整備してきたもの

現在整備中のもの

計画策定プロセス中のもの
（基本要件策定済）

+120万kW

再エネ
ポテンシャル

再エネ
ポテンシャル

★各連系線の
「広域系統整備計
画」の数値を記載

＋100万kW
（2039年3月工事完了予定※）

中部北陸間

北陸関西間

※中国九州間連系設備について、事業実施主体は、工期 13 年６ヵ月程度から 11 年程度への短縮の可能性について検討し、可能な限り早期運開を目指すこととしている。

中国九州間
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• 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素化の要請がより一層強まる中、地域間連系線の
整備は、再エネ大量導入と電力のレジリエンス強化につながるもの。

• このため、再エネ適地と需要地を結び、国民負担を抑制しつつ再エネの導入を図るとともに、首都直
下地震等により首都圏等に集中立地するエネルギーインフラが機能不全に陥った場合のバックアップ
機能の強化を図るため、全国大での送電ネットワークの増強を進めることが必要。
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大規模系統整備に係る資金調達の円滑化に向けた対応

【課題】

• 再エネ導入拡大や電力の安定供給に向けて重要となる、大規模な地域間連系線や地内系統の先行
的・計画的な整備を着実に進めるためには、資金調達・費用回収を円滑化させることが重要。

【対応の方向性】

• 「政府の信用力を活用した融資制度」に加えて、大規模な系統整備に係る資金調達の円滑化等に
向けた制度的対応として以下を進めていく。

➢ 運転開始前における貸付手法の拡充に向けた措置

（１）値差収益の取扱いの柔軟化

（２）GX政策における系統整備への貸付け

➢ 大規模な系統整備の円滑化に向けた資金回収に係る措置

（３）託送料金の前倒し回収措置等

（４）地域間連系線の工事費用の増額時等の回収の考え方を示すガイドライン・検証の在り方

（５）事業報酬の算定における建設仮勘定の取扱い等

再エネ賦課金
（系統設置交付金）

託送料金
広域系統整備交付金

前倒し交付（特定系統設置交付金）

運転開始

電力広域的運営推進機関
による貸付

減価償却期間計画認定等

■現行の地域間連系線の整備に係る費用回収・資金調達の在り方

資金調達支援の検討

月大量小委再掲）

第5回次世代電力・ガス事業基盤
構築小委員会（2026年3月27日）
資料3-4を一部修正
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【計画のイメージ】

（記載事項例）
・工期
・工事費
・設備構成 等
※工事案件ごとに記載

計画の提出 計画の確認 貸付けの
対象に

地内系統の整備に係る
計画の作成

・技術的な内容
・工事の妥当性 等

国・電力広域的運営推進機関一般送配電事業者等

地内系統の計画的な整備

【課題】

• 再エネの更なる導入拡大や電力需要の増加が見込まれる一方、系統整備の工事には、用地取得、
地元理解、工事力確保、機材調達等のために多額の費用と長期間を要する。このため、その都度
の対応では、迅速に整備できず、需要家の投資意欲に応えられない懸念がある。

【対応の方向性】

• 一般送配電事業者等が計画を策定の上、国・電力広域的運営推進機関がその内容等を確認するこ
とで、先行的・計画的な整備を進める。

• 長工期かつ巨額の資金を要することも想定されることから、資金調達・費用回収を円滑化させる
ための措置を講じていくことが重要であり、地域間連系線の例を参考に、確認を受けた計画の整
備については、電力広域的運営推進機関からの貸付けの対象に加える方向で必要な対応を進める。

• その便益が広く系統利用者に受益することなどを踏まえ、大規模かつ基幹的な系統を対象とし、
具体的には、一定以上の容量・電圧に係る設備を計画の対象とすることを基本とする。

• 再エネを起因とする系統は2050年カーボンニュートラルを見据え整備を行う。他方、大規模需要
を起因とする系統は、需要家の迅速な連系が求められるため、今後10年程度を見据え整備を行う。

月大量小委再掲）

第5回次世代電力・ガス事業基盤
構築小委員会（2026年3月27日）
資料3-4を一部修正



① 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物等について第三者機関（登録適合性確認機関）による工事前の技術基準への適合性確認
の対象とすることで、強度等の構造の安全性を高める。

② 製品・施工不良等、設置者のみでは原因究明・再発防止等が困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を設ける。

✓ ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化により国際的なエネルギー情勢が変化する一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれている。

✓ こうした中で、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進するべく、大規模な地域内・地域間送電線の整備の促進や大規模電源の整備の促進等による供給
力の確保、電気事業の安定的・持続的発展のための環境整備、太陽電池発電設備等の安全性の向上等に関する措置を講じる。

電気事業法の一部を改正する法律案の概要

１．大規模送電線・大規模電源の整備の促進等

背景・法律案の概要

（１）大規模送電線（地域内送電線・地域間送電線）の整備の促進等

① 経済産業大臣が一般送配電事業者等の地域内送電線等の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関（電力広域機関）※が整備等に必要な資金の貸付け
を行う（財政投融資等を活用）。
※電気事業の広域的運営の推進のため、電気の需給状況の監視や供給力の確保の促進等を行う認可法人

② 電力広域機関が行っている一般送配電事業者等に対する地域間送電線等の認定計画に基づく整備等に必要な資金の貸付けの原資を拡充する（財政投融資等を
活用）。

③ 広域での電力取引によって生じる資金（値差収益※）を国庫納付することとし、電力広域機関への補助を通じた地域間・地域内送電線の整備等に活用する。
※卸電力取引所において電気を北海道・東京などの供給エリアを越えて売買するときに発生する差額

（２）大規模電源の整備の促進等

① 経済産業大臣が大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域機関が整備等に必要な資金の貸付けを行う（財政投融資等を活用）。

② 大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議を行うことを定める。

２．電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備

３．太陽電池発電設備等の安全性の向上

（１）小売電気事業の事業環境整備

• 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業者の登録取消事由に一定期間の休止等を追加する。

（２）電力取引の促進

• 現行の翌日市場（翌日の電力の取引を行う市場）に加えて、今後、安定供給の確保の観点で重要となる中長期市場（翌々日以降の将来の電力の取引を行う
市場）や需給調整市場（需給バランスを一致させるために必要な電力（調整力）の取引を行う市場）を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督でき
るものとし、市場運営の健全性を確保することによって、電力の卸取引の活性化を図る。

2026年3月24日 閣議決定
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１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

② 太陽光発電

（ア）基本的考え方

太陽光発電については、国土面積当たりの太陽光の導入容量は主要国最大となるなど、我が国において導入が着実に進展し
ている。さらに、自家消費や地産地消を行う分散型エネルギーリソースとして、地域におけるレジリエンスの観点でも活用が期待
される。また、一定程度導入コストの低減が進んだことにより、FIT・FIP制度によらずに事業を実施する形態も生じてきている。

   一方で、太陽光発電の年間導入量は、地域と共生しながら効率的に事業が実施できる適地の不足等を背景に、FIT制度導
入当初に比べ低下している。さらに、発電量が時間帯や天候に左右されるといった特性を踏まえる必要もある。

   こうした中で、更なる導入拡大にあたっては、地域との共生と国民負担の抑制を前提とし、需給近接型での導入が可能な建
築物の屋根や壁面の有効活用を追求していくことが重要である。

また、太陽光パネルの生産については、2000年代後半以降、急激に事業環境が変化する中で、官民双方において、需要創出
や投資の面で必ずしも十分な規模とスピードでの対応ができず、我が国はシェアを大きく減少させた。これを教訓として、次世代型
太陽電池について、国内に強靱なサプライチェーンを構築し、産業競争力の強化を図ることが重要である。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

② 太陽光発電

（イ）屋根設置太陽光発電

   今後の太陽光発電の導入拡大にあたっては、まずは、比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入されることで系統負荷の
低い屋根設置太陽光発電のポテンシャルを更に積極的に活用していく。

 公共部門については、国が率先して、2030年に設置可能な建築物等の約50％、更には、2040年に設置可能な建築物
等の100％に太陽光発電設備を設置することを目指す。この実現に向け、政府の新築建築物への太陽光発電設備の最大限
設置を徹底するとともに、既存ストックや公有地等への設置も推進する。さらに、工場・オフィス等の民間部門については、ZEBや
自家消費型事業の普及拡大、省エネ法に基づく定期報告制度の活用、既存ストック対策の充実、建材一体型設備の導入等を
進める。また、投資回収の早期化や設置者の与信補完の観点から、FIT・FIP制度の調達期間・交付期間の在り方を検討する
とともに、関係省庁が連携して必要な支援を検討する。

 また、住宅用太陽光発電については、2050年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されてい
ることが一般的となることを目指し、これに至る2030年において新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備が設置されることを
目指す。この確実な達成に向けて、建売戸建及び注文戸建住宅に係る住宅トップランナー基準として、一定割合の太陽光発電
設備の設置を求め、住宅への太陽光発電設備の設置を促進する。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

② 太陽光発電

（ウ）地上設置太陽光発電

   地上設置太陽光発電については、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向
け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定（ポジティブゾーニング）等を
推進する。

 また、農地についても、優良農地の確保を前提に、営農が見込まれない荒廃農地への再生可能エネルギーの導入拡大を進
める。さらに、発電と営農が両立する営農型太陽光発電については、事業規律や適切な営農の確保を前提として、地方公共団
体の関与等により適正性が確保された事業の導入の拡大を進める。加えて、空港、道路、鉄道、港湾等のインフラ空間等を活
用した太陽光発電の導入拡大を図る。

 さらに、FIT・FIP制度を前提としない自家消費モデルや需要家等が遠隔地に発電設備を設置し長期契約等に基づき受電
する仕組み等による再生可能エネルギー発電事業についても、導入を推進する。
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課題と対応（屋根設置太陽光・地上設置太陽光）

＜屋根設置太陽光＞

• 公共部門：国が率先して、2030年に設置可能な建築物等の約50％、2040年に設置可能な建築物等
の100％に太陽光発電設備を設置するとの目標に対する取組の進捗、及び今後この目標をどのように達成し
ていくのか。【関係省庁の取組】

• 工場・オフィス等の民間部門：省エネ・非化石転換法省令を改正し（令和８年4月1日施行）、事業者が、
工場等における屋根への太陽光発電設備の導入目標等を作成、屋根への太陽光発電設備の設置状況及
び設置余地等を国に報告する制度を構築。

• 初期投資支援スキーム： 2025年度下期から初期投資支援スキームを創設。住宅用太陽光、事業用太陽
光（屋根設置）の初期投資の支援を行う期間・価格について、自家消費の促進や国民負担の抑制を前提
に、投資回収の早期化効果を最大化。

• 住宅用太陽光：2030年において新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備を設置するとの目標に対する取
組の進捗、及び今後この目標をどのように達成していくのか。【関係省庁の取組】

• 住宅用太陽光の買取期間満了に伴う対応（FIT送配電買取）：2027年度以降、送配電買取の住宅用
太陽光が順次買取期間の満了を迎える。送配電買取では買取期間満了に伴い買取契約も終了するため、
自家消費や相対・自由契約への移行に向け、更なる周知・広報等の対応につき検討を行う。
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課題と対応（屋根設置太陽光・地上設置太陽光）

＜地上設置太陽光＞

• 促進区域：再生可能エネルギー促進区域の設定の進捗状況、及び設定を推進するにあたり今後どのように取
組を進めていくか。【関係省庁の取組】

• 営農型太陽光等：営農が見込まれない荒廃農地への再エネ導入の進捗状況、及び今後どのように導入を拡
大していくのか。また、営農型太陽光発電について、農業との両立が図られる「望ましい営農型太陽光発電」の
検討状況。【関係省庁の取組】

• インフラ空間等：空港、道路、鉄道、港湾等のインフラ空間等への太陽光の導入の進捗状況、及び今後どの
ように導入を拡大していくのか。【関係省庁の取組】

＜共通＞

• 地域共生型：事業用太陽光発電（地上設置）については、最新のコストデータの動向や入札状況等を踏ま
え、2027年度以降、FIT/FIP 制度における支援の対象外とすることとされた。一方で、再エネ導入拡大の
観点から、屋根設置等の地域との共生が図られた形での太陽光発電の導入を促進していくことが重要。今
後こうした事業に支援を重点化していくことを念頭に、地域共生が図られた形で導入が期待される太陽光発電
の類型等について、詳細の検討を行っていく。



（参考）省エネ法に基づく定期報告制度の概要 第66回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2024年8月7日）資料3を一部修正

図.定期報告情報の開示制度イメージ 本開示制度の利点

企業は既にある報告書ベースのた
め負担感なく参画できることに加
えて、対外的に法に基づく質の高
い情報を発信できる。

投資家など読み手においては一覧
性を持って評価しやすくするツール
として有効活用が期待される。
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• 省エネ・非化石エネルギーへの転換の取組を促進するため、 2023年4月に施行された改正省エネ法では、特
定事業者等※の定期報告において、非化石エネルギーの使用状況等の定期の報告を求めることとされた。また、
開示に同意する者の定期報告情報を開示する制度も措置されたところ。

※事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl/年度以上の大規模需要家

• また、再エネ特措法に基づく再エネ賦課金減免制度（電力多消費事業者への特例措置）においても、事業者
の省エネ努力に応じて減免率を設定することに加え、非化石エネルギーの使用状況等の情報開示を行うことが
2025年度の減免認定事業者（2024年度申請分）より要件化された。
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（参考）工場等における屋根設置太陽光発電の導入促進
第49回省エネルギー小委員会（2025年
12月11日）事務局資料を一部修正

• 工場等の非化石エネルギーへの転換に当たり、導入余地が比較的大きい屋根設置太陽光の導入検討を
促すべく、省エネ・非化石転換法で求める定期報告内容等を拡充する。2026年4月1日から施行。

• 屋根設置太陽光発電として、軽量性・柔軟性を確保しやすいペロブスカイト太陽電池をはじめとした次世
代太陽電池も有力な手段。報告を通じ、事業者による次世代太陽電池も含めた屋根設置太陽光の設
置余地の把握と導入の検討を促す。



（参考）需給近接型太陽光に対する初期投資支援スキーム
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【住宅用太陽光（2025年度上期 認定）】 【事業用太陽光・屋根設置（2025年度上期 認定）】
FIT/FIP価格

10年

【住宅用太陽光（2025年度下期 認定）】 【事業用太陽光・屋根設置（2025年度下期 認定）】

FIT/FIP価格

20年

20年

10年

4年 5年
※棒グラフの大きさはイメージ。
※FIT/FIP価格やFIT/FIP期間は認定年度によって変わり得る。

FIT/FIP価格 FIT/FIP価格

15円/kWh

24円/kWh

8.3円/kWh

19円/kWh

8.3円/kWh

11.5円/kWh

運転開始後
年数

運転開始後
年数

運転開始後
年数

運転開始後
年数

• 比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入されることで系統負荷の小さい、屋根設置太陽光発電のさら
なる活用の促進が重要。

• 国民負担が増えない範囲の中で、住宅用太陽光、事業用太陽光（屋根設置）の初期投資の支援を行う期
間・価格について、自家消費の促進にも配慮しつつ、投資回収の早期化効果の最大化を図る。



⚫ 住宅トップランナー制度において、規格化された戸建て住宅を年間一定数以上供給する事業者に対し、各
年度に新たに建設する戸建て住宅の太陽光発電設置率の目標（2027年度以降、建売戸建住
宅:37.5% 注文戸建住宅:87.5%）を設定。
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（参考）住宅トップランナー制度による太陽光発電設置目標
第73回環境部会建築物小委員会
合同会議（2024年10月29日）
資料３より抜粋



（参考）住宅用太陽光の買取期間満了に伴う対応について（FIT送配電買取）

• 住宅用太陽光発電設備については、 余剰電力買取制度の開始から10年後に当たる2019年以降、順次
10年間の買取期間の満了を迎えている。

• 買取期間の満了後は、自家消費や相対・自由契約での余剰電力売電へ移行することが基本となるところ、
資源エネルギー庁では、関係審議会での議論も踏まえ、ポータルサイトの設置や買取義務者による個別通知
など、官民連携により周知・広報を徹底してきた。また、卒FIT後に無契約状態となる場合には、一時的・例外
的措置として、一般送配電事業者による無償買取も行われている。

• こうした中、2027年度以降は、2017年度の送配電買取開始後に導入された設備が、順次10年間の買
取期間の満了を迎えることとなる。

• 送配電買取では、買取期間満了に伴い買取契約も終了するため、無契約状態・無償買取の発生を抑止す
る観点等から、発電事業者への周知・広報の徹底がより一層重要となると考えられる。

• そこで、今後の本小委員会において、更なる周知・広報等の対応について検討を行うこととしてはどうか。
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資源エネルギー庁ポータルサイト「どうする？ソーラー」

制度の
説明

• 10年間経過した電源から順次買取期間が終了する旨を始め、
買取期間満了後の選択肢などの正確な情報を提供。

事業者
情報

• 卒FIT電源余剰電力の買取りサービスを提供する事業者情報
を都道府県別に掲載。

個別通知 • 各買取義務者からの個別通知のサンプルを掲載。

注意喚起
• 「FIT卒業後は無償買取りになるから、当社の○○がお得」と

いったような誤った情報による営業に騙されないよう、注意喚起。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
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（参考）令和８年度以降の調達価格等に関する意見
（令和８年２月５日 調達価格等算定員会）抄

⚫ 事業用太陽光発電（地上設置）について、最新のコストデータの動向や入札状況を踏まえて以下が確認され
た。

➢ FIT制度開始以降、認定量・導入量ともに大幅に拡大してきたこと。

➢ FIT制度開始から現在にかけて、大規模のみならず全ての規模において技術革新等による着実なコスト低
減が実現されてきたこと。特に、足下では、競争が働き、入札上限価格を下回る落札が継続的に見られ
ていることや、入札回によっては入札上限価格を大幅に下回る落札も見られていること。

➢ コスト効率化に加え、PPAによる収益の確保等により、FIT/FIP制度によらない案件の形成も見られるよ
うになってきたこと。

➢ こうした導入拡大・コスト低減が実現してきている一方で、自然環境・安全・景観等の地域共生上の課題
が顕在化し、いわゆる「負の外部経済性」が生じているのではないかとの指摘がなされる状況に至っている
こと。

⚫ 上記の点を総合的に判断し、現在支援対象区分となっている事業用太陽光発電（地上設置）については、
2027年度以降、FIT/FIP制度における支援の対象外とすることとした。

⚫ 一方で、再エネ導入拡大の観点から、例えば屋根設置等の地域との共生が図られた形での太陽光発電の導入
を促進していくことは重要である。

⚫ 電源の持つ特性やその設置形態等を踏まえ、地域共生が図られた形で導入が期待される太陽光発電の類型等
について、詳細の検討は再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において電源横断的
な観点から行うこととし、支援の重点化を行う対象等の2027年度以降の太陽光発電への具体的な支援のあり
方については、来年度の本委員会において検討・決定することとした。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

② 太陽光発電

（エ）次世代型太陽電池の早期社会実装

   太陽光発電の適地が限られる中、従来設置が進んでいなかった耐荷重性の低い建築物の屋根や建物の壁面等への設置を進
める観点から、2024年11月に次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会において策定した「次
世代型太陽電池戦略」に基づき、軽量・柔軟等の特徴を兼ね備えるペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を進めていく。
具体的には、2025年までに20円/kWh、2030年までに14円/kWh、2040年までに10円～14円/kWh以下の水準を
目指して技術開発を進める。

また、国内において強靱な生産体制を確立させることが重要であり、2030年を待たずにGW級の構築を目指す。官民関係者
が総力を挙げて、世界に引けを取らない規模とスピードで、量産技術の確立、生産体制整備、需要の創出に三位一体で取り
組み、2040年には約20GWの導入を目標とする。

   海外市場にも本格的な展開を図るとともに、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）等の専門機関とも連携
し、信頼性評価等に関する国際標準の策定を目指す。



課題と対応（次世代型太陽電池）

次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池については、過去の反省も踏まえ、官民が連携し、世界に引けを取らな
い「規模」と「スピード」で、量産技術の確立・生産体制整備・需要創出を三位一体で進める方針。

• 量産技術の確立：

➢ フィルム型･建材一体型ペロブスカイト太陽電池に関して、14円/kWhを可能とする技術確立等を目標として、様々な設置
形態での社会実装を念頭に、GI基金において量産化構想を有する事業者（4社）への支援を開始。

➢ タンデム型ペロブスカイト太陽電池に関して、12円/kWhを可能とする技術確立等を目標として、 GI基金において2030年
に500MW以上の量産化構想を有する事業者（2社）への支援を開始。

➢ 既にGI基金においては、2026年4月に約250億を増額するなどの対応を行い、量産技術の確立や社会実証の加速に向
けた支援を開始しているが、引き続き、有識者によるモニタリング等を通じて進捗を注視していく。

• 生産体制整備：

➢ 2025年度より、国内においてフィルム型の事業化が開始、2030年のGW級の量産に向けても投資が開始。
また、2030年に200～300MWの量産構想を有する複数社が量産に向けて開発を進めている。

➢ 引き続き、GXサプライチェーン構築支援補助等を活用して国内におけるサプライチェーンの構築を進めていく。

• 需要の創出：

➢ ペロブスカイト太陽電池の社会実装の導入モデルを創出するべく導入補助も開始したところ。

➢ 導入コストが比較的高い初期市場では、政府機関や地方自治体の公共施設やインフラ空間への導入が重要。

➢ 公共施設については、複数の大都市においても、域内全体及び地方自治体保有の施設におけるペロブスカイト太陽電池
の導入目標を策定する動きが加速。2025年の東京都に加え、2026年には新たに大阪府や愛知県において導入目標が
策定。3大都市圏において、それぞれの導入目標が整ったところ。

➢ 政府施設においては、ペロブスカイト太陽電池の導入目標について今夏までの策定を進めているところ、政府施設に加え、
地方自治体やインフラ空間（道路、鉄道、空港、港湾等）への導入について今後、どのように促進していくのか。
【関係省庁の取組】
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（参考）太陽光電池産業の経緯 次世代型太陽電池戦略（2024年11月）より抜粋



121

（参考）ペロブスカイト太陽電池の位置づけ

• ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟などの特徴を生かし、これまで太陽電池が設置困難であった場所にも設
置が可能となり、再エネ導入拡大と地域共生を両立するものとして期待。

• 主要な原材料のヨウ素について、日本は世界第２位の産出量（シェア約30％）。原材料を含め強靭なサ
プライチェーン構築を通じ、エネルギーの安定供給にも資することが期待。

• 世界に引けを取らない「規模」と「スピード」で、量産技術確立・生産体制整備・需要創出を推進。
量産技術確立：GI基金を活用し、2030年に14円/kWhが可能となる技術を確立、

 2040年に自立化可能な発電コスト10円～14円/kWh以下の水準を目指す。
生産体制整備：2030年までの早期にGW級の生産体制構築を目指す。
需要創出： 2040年には約20GW導入を目指す。

（出典）（株）合同資源HP

【ヨウ素の国際シェア】 【ペロブスカイト太陽電池のサプライチェーン】

・ヨウ素等の
 部素材

・製造装置

セル/モジュール形成

デバイス形成

基板・電極形成

封止・コーティング

1 2

3 4

第77回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2025年11月12日）資料1より抜粋



（参考）「次世代型太陽電池戦略」の概要

◼ 太陽電池産業を巡る過去の反省も踏まえ、官民が連携し、世界に引けを取らない「規模」と「スピード」で、量産
技術の確立・生産体制整備・需要創出を三位一体で進める。

◼ 官民協議会において、「次世代型太陽電池戦略」として取りまとめ、その内容について2025年２月に閣議決定
した「第７次エネルギー基本計画」に盛り込んだところ。

生産体制整備 需要創出 量産技術の確立

産業競争力の実現 海外展開

✓国際標準策定での連携が見込める高度研究機関を有する国
（米・独・伊・豪など）や早期に市場立ち上げが期待できる国か
ら順次展開。

✓次世代型太陽電池の信頼性評価等に関する国際標準の早期
策定。

✓同志国とともに価格によらない要素（脱炭素、安定供給、資源
循環等）を適切に反映していく仕組みを構築。

✓2040年には約20GW導入を目指す。

✓先行的に導入に取り組む重点分野（施工の

横展開可能、追加的導入、自家消費率高）へ
2025年度から導入補助により投資予見
性の確保。

✓政府機関・地方自治体や環境価値を重視
する民間企業が初期需要を牽引。

✓サプライチェーンの中で特に重要なものは、国内で強靱な生産体
制を確立、世界への展開を念頭に様々な主体を巻き込む。

✓特許とブラックボックス化した全体の製造プロセスを最適に組み
合わせ、サプライチェーン全体で、製造装置を含め技術・人材の
両面から戦略的に知的財産を管理。

✓フィルム型は、製造～リサイクルまでのライフサイクル全体での付
加価値を競争力につなげる。

✓GI基金を活用し、2025年20円/kWh、
2030年14円/kWhが可能となる技術を
確立。2040年に自立化可能な発電コスト
10円（※）～14円/kWh以下の水準を
目指す。

（※）研究開発の進展等により大幅なコスト低減をする場合

✓既存シリコン太陽電池のリプレース需要を視
野に入れ、タンデム型の開発を加速。

✓GXサプライチェーン構築支援補助金も活用
し、2030年までの早期にGW級の生産体
制構築を目指す。

✓早期に国内市場の立ち上げ（一部事業者
は2025年度から事業化開始）。

✓様々な設置形態に関する実証を進め、施工
方法を確立。ガイドラインの初版を発行済。

※政策の前提となる状況（海外・技術開発等）を絶えずモニタリング、随時柔軟に政策のあり方を見直す

第9回次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競
争力強化に向けた官民協議会（2025年5月）資
料を一部加工
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（参考）国内外における進め方（イメージ）

中期（2030年～） 長期（2040年～）

生産体制 ～数百MW/年 約１GW/年～数GW/年 数GW/年～

価格
20円/kWh～14円/kWh（フィルム）
12円/kWh以下（タンデム）

自立化水準
10円/kWh※～14円/kWh以下
※研究開発の進展等により大幅なコスト低減をする場合

既存シリコン太陽電池より高価格
となることが想定

導入見込み

✓ 当初から海外展開を視野に入れ、国
内市場から立ち上げる。また、GI基
金による海外実証の開始

✓ 国内市場に広く展開

✓ 導入が見込まれる海外市場から優先
し展開

✓ 国内・海外市場に広く展開
国内：20GW程度
海外：500GW～

③需要創出
✓ 重点分野を特定しつつ、既存太陽電

池との値差等に着目した導入支援
(2025年度より開始)

✓ 多様な設置場所への導入拡大支援

✓ 2030年までの早期にGW級の生産体制を目指した投資支援、強靱なサプライ
チェーン構築に向けた関係事業者の投資支援

✓ まずは、2027年度の100MWの量産開始に向け設備投資を開始。

✓ フィルム型は2025年20円/kWh、2030年14円/kWhの技術確立。タンデム型は2030
年12円/kWh以下の技術確立の実現に向け研究開発支援

✓ GI基金による実証
（フィルム型3社、タンデム型2社、建材一体型ガラス型1社採択済）

自立化

導入に向けた
環境整備

✓ 国際標準化の検討

✓ 設置施工に関する実証の実施（2025年度にガイドラインの初版を公表）

✓ 廃棄リサイクルの技術開発・システム検討

①量産技術の
確立

②生産体制
整備

短期（2025年～）

2024年11月「次世代型太陽電池戦略」を
元に最新の情報を加筆
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（参考）官民投資ロードマップにおける議論 第3回日本成長戦略会議（2026年
3月10日）資料より抜粋



⚫ 積水化学工業が2025年度から事業化開始済み。GW級に向け、製造ラインを構築中。

⚫ また、2030年度に年間製造能力200～300MW以上の量産構想を有した3社が、GI基金を活用した研
究開発を進め、追従。

125

（参考）フィルム型・ガラス型ペロブスカイト太陽電池について

エネコートテクノロジーズ

パナソニック ホールディングス

ガラス型ペロブスカイト太陽電池の量産技術開発とフィールド実証
意匠性・性能を兼ね備えた建材一体型のガラス型ペロブスカイト太陽電池の開発・実証

連携先：AGC株式会社、パナソニック環境エンジニアリング株式会社

設置自由度の高いペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた量産技術開発と実証
多様なプレイヤーとの実証・研究開発を通して、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産化・低コスト化を目指す。

委託先：日揮、KDDI、豊田合成、YKK AP、京都大学、青山学院大学 （設置施工・研究開発 等）

協力先（※助成を受けない）：トヨタ自動車、INPEX、サンケイビル、MOL PLUS(商船三井CVC)出典：(株)エネコートテクノロジーズ 提供資料

出典：パナソニック HD(株)HP

リコー

インクジェット印刷ペロブスカイト太陽電池生産技術開発及び社会実装に向けた設置施工技術・電装技術開発
有機半導体技術とインクジェット技術を応用し、全機能層インクジェット印刷によるロール・トゥー・ロールでのペロブスカイト太陽電池の製造

連携先：大和ハウス工業株式会社（施工技術開発）、NTTアノードエナジー株式会社（電装設計技術開発）出典：(株)リコー 提供資料

積水化学工業・積水ソーラーフィルム

2025年度から事業化開始し、GＷ級の製造ラインを構築へ
2025年1月に新会社、積水ソーラーフィルムを設立。

大阪府堺市にGW級の製造ライン構築のため、約3,150億円を投資を決定（GXサプライチェーン構築支援事業にて半額補助）。

100MWの供給体制を2027年度に稼働開始予定。

並行して、GI基金を活用した低コスト・大面積での量産技術の確立や社会実証を実施。出典：積水化学工業(株) 提供資料

第10回次世代型太陽電池の導入拡大及び産
業競争力強化に向けた官民協議会（2026年5
月20日）資料より抜粋
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（参考）タンデム型ペロブスカイト太陽電池について

⚫ 吸収波長帯の異なる材料を積層させ、高効率な光電変換を行うタンデム型ペロブスカイト太陽電池に関して、
GI基金等で研究開発を推進。GI基金において2030年度までに500MW以上の規模の量産化構想を有
する「長州産業」と「カネカ」の2社を2026年2月に採択。

⚫ また、CIGS（カルコパイライト）太陽電池等の多様な素材をボトムセルに用いる研究開発についても支援を
開始。

⚫ ボトムセルのシリコンについては、同志国との連携を強化することで、強靭なサプライチェーンの構築を目指す。

ペロブスカイト/Siタンデムセルの断面
提供：産総研

提供：さいたま市

トップセル
(ペロブスカイト)

ボトムセル

中間層

250 750 1250 1750 2250

太陽光のスペクトル

波長 [nm]

＜タンデム型ペロブスカイト太陽電池の構造と国内実証＞

➢ 国内初となる公共施設での屋外実証
松尾経産審・日印太陽電池産業ワークショップの様子

＜サプライチェーンにおける同志国との連携に関する取組＞

• 2026年1月18～23日に経済産業省、JETRO、NSEFIが連携し、太陽電池のサプ
ライチェーン連携に関するインド太陽光ミッションを印ムンバイ等にて開催。

• 日本の太陽電池産業の関連企業及び金融機関(計18企業)、日印双方で約100名
が参加し、両国の代表企業によるビジネスマッチング等を実施。

第10回次世代型太陽電池の導入拡大及び産
業競争力強化に向けた官民協議会（2026年5
月20日）資料より抜粋
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（参考）全国に広がるペロブスカイト太陽電池

⚫ ペロブスカイト太陽電池の導入支援を2025年９月4日から開始、福岡県、福岡市、滋賀県、さいたま市、NEXCO西日
本を採択済。これを受けて、官民協議会に参加する自治体（全182自治体）や民間企業において導入の動きを具体化さ
せていく。

⚫ 東京都では、2040年に約２GWの導入目標に向けたロードマップを策定し、独自の支援策を実施。2026年には、新たに
大阪府や愛知県においても導入目標が策定され、3大都市圏での目標が固まったところ、地方自治体における積極的な需
要創出に期待。

⚫ 東京都を含む８自治体では、GW級の導入目標の策定や大規模実証など先進的な取り組みが進むほか、24自治体で次
世代型太陽電池の導入に関わる予算措置等の取り組みが進んでいる。

GW級導入目標や大規模実証など行う自治体（8自治体）

次世代型太陽電池の導入に関する支援制度・取組を行う自治体（24自治体）

（2026年5月時点）

東京都
○導入目標

・2035年：約１GW
・2040年：約２GW

○民間事業者への導入支援
（10/10補助）を実施

愛知県
○愛知県、市町村、アイシン、トヨタ等からなる
「あいちペロブスカイト太陽電池推進協議会」を設立
○導入目標 ・2040年：1.2GW
○インフラ空間(道路・鉄道)など県内10箇所で実証開始予定

福島県
○Jビレッジ、あずま

総合運動公園、県
立博物館の県内３
カ所で実証中

大阪府
○導入目標

・2030年：80MW
・2035年：530MW

○今後の生産拠点を抱える堺市では、
ペロブスカイト太陽電池の工場を
対象とした税制優遇措置を実施

Jビレッジでの実証（福島県楢葉町）

福岡市
○みずほPayPayドーム福岡への設置
○民間事業者への導入補助を措置
○軽量性を活かした実証を実施

内幸町一丁目街区南地区第一種市街地
再開発事業完成イメージ

みずほPayPayドーム 
写真提供：福岡市

さいたま市
○折板屋根の体育館

への設置で導入支
援を採択。また、
公共施設として国
内初のタンデム型
実証を開始

第10回次世代型太陽電池の導入拡大及び産
業競争力強化に向けた官民協議会（2026年5
月20日）資料より抜粋



⚫ 公共施設については、環境省において、政府実行計画に基づき、2035年及び2040年を目標年とするペロブスカイト
太陽電池に関する政府部門の導入目標を2026年夏頃に設定し、政府施設への率先導入を牽引する予定。

⚫ また、大規模な需要が期待されるインフラ空間（道路、空港、鉄道、港湾等）においては、経済産業省と国交省が
緊密な連携の上で、積極的に需要の創出や社会実証を進めていく。

⚫ インフラ空間における社会実証を一層加速させることも踏まえ、インフラ特化型ペロブスカイト太陽電池の開発・実証
のため、2026年4月にGI基金を約250億増額。

（参考）公共施設やインフラ空間での率先した需要創出について

鉄道内の駅舎･プラットホーム
JR東日本より提供

高速道路内の遮音壁（外壁）
NEXCO西日本より提供

空港内の施設
成田国際空港㈱より提供

＜インフラ空間のイメージ＞＜ペロブスカイト太陽電池の導入目標の検討について＞

港湾内の貨物施設の例
横浜市より提供

第1回メガソーラー対策パッケージの実行に向けた関係省庁連絡会
議（2026年3月25日）資料5を一部修正
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１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

③ 風力発電

（ア）基本的考え方

   風力発電の導入に関し、陸上では、開発しやすい平野部での適地が減少している。また、洋上では、北海道や東北地方などの
導入ポテンシャルの高い地域が存在することに加え、陸上に比べて大規模開発が可能となる一方で、欧州に比べて急峻な地形・
複雑な地層であるほか、風速が相対的に小さい地点があるなどの日本の地理的特性がある。この中で、地域と共生しつつ適地を
確保することが課題である。さらに、地元との調整や環境アセスメントなどへの対応により、導入までのリードタイムは長い。

 風力発電の更なる導入拡大に向けては、北海道などの風力発電の適地と需要地を結ぶ送電網の整備が重要となる。広域
連系系統のマスタープランを踏まえ、北海道・本州間の海底直流送電を始めとする地域間連系線の整備等を進める。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

③ 風力発電

（イ）洋上風力発電

   洋上風力発電は、今後コスト低減が見込まれる電源として、我が国の電力供給の一定割合を占めることが見込まれ、急速なコ
ストダウンと案件形成が進展する海外と同様、我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」である。また、事業
規模が大きく、産業の裾野も広いことから、建設やＯ＆Ｍ等を通じ雇用創出にも貢献するなど、経済波及効果が期待される。

 こうした点を踏まえ、再エネ海域利用法に基づく公募制度等を通じて、2030年までに10GW、2040年までに浮体式も含む
30GW～45GWの案件を形成することを目指す。このため、引き続き、初期段階から政府等が関与し、より迅速・効率的に地
盤等の調査や適時の系統接続の確保等を行う仕組み（セントラル方式）の対象海域を拡大するとともに、促進区域の指定の
際に国が海洋環境調査を行う仕組みを検討する。さらに、地域間連系線や港湾等のインフラ整備を計画的に進めていく。また、
投資が大規模かつ総事業期間が長期間にわたることから、収入・費用の変動リスクに対応できる強靱な事業組成を促進し、洋上
風力発電への電源投資を確実に完遂させるために必要な規律強化や環境整備を進める。加えて、我が国の広大な排他的経
済水域においても洋上風力発電設備を設置することができるよう必要な制度環境の整備を行う。また、大型風車の設置・維持
管理に必要な基地港湾の着実な整備や効率的な運用を図るとともに、関係船舶の確保に向けた取組を進める。

 その上で、洋上風力発電の大量導入と関連産業の競争力強化の「好循環」を実現するには、国内に競争力があり強靱なサプ
ライチェーンを形成することが重要である。産業界においては、国内調達比率を2040年までに60％とする目標が掲げられている。
特に浮体式洋上風力発電について、技術開発によるコスト低減と量産化、生産・設置基盤や最適な海上施工方法の確立を通
じ、国内サプライチェーンの強化や国際展開を進めるとともに、産業界と教育・研究機関が連携した人材育成を強力に推進する。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

③ 風力発電

（ウ）陸上風力発電

   陸上風力発電については、事業実施への地域の懸念を背景に、運転開始に至っていない事業が存在している。こうした地域の
懸念に適切に対応した上で、導入を推進していく。具体的には、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促
すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定
（ポジティブゾーニング）等を推進する。また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブ
ゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的・効率的な
アセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じる。
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課題と対応（洋上風力発電）

• 洋上風力発電への電源投資を完遂させるための環境整備：2025年８月、第１ラウンド３海域の事業撤退を
受け、洋上風力促進WGにおいて撤退の要因分析等を実施。公募制度の見直しを含む事業環境整備について、
2025年12月に方針取りまとめ。今後、３海域における再公募の具体的な条件設定等について検討を行う。

• 排他的経済水域における洋上風力発電の制度整備：排他的経済水域における洋上風力発電を設置するた
めの制度を導入するための「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の
一部を改正する法律」が2025年６月に成立し、2026年４月に施行。

• 国による海洋環境等調査：上記改正後の「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に基づき、
国による海洋環境等調査を行うこととなった。調査の実施に向け、2025年7月に環境省に洋上風力環境調査室
を設置し、具体的な調査項目及び手法の検討を進めている。【関係省庁の取組】

• 港湾等のインフラの基盤整備・運用改善、船舶確保：関係省庁において浮体式の導入拡大を見据えた基地港
湾の整備・運用改善や施工技術の開発、船舶の需要推計等の取組を推進。【関係省庁の取組】

• コスト低減、電力安定供給のための国内サプライチェーン形成：昨年8月に官民目標を設定した「洋上風力産
業ビジョン（第2次）」を策定。我が国の部品製造の技術力を活かした風車サプライチェーン構築に必須となるナ
セル製造拠点創出に向けて、本年3月にベスタス社と協力覚書を締結。GXサプライチェーン構築支援事業による
浮体基礎製造等の設備投資、GI基金による浮体式実証も進行中。

• 技術力強化、量産投資によるコスト低減のための国際連携・国際展開：FLOWRAを核に技術力強化や標準
化に向けた欧州連携が進展。今後、浮体式を含めて導入拡大が見込まれ、日本と気象・海象が類似するアジア
太平洋地域への展開に向けて、更なる国内実証事業に取り組むとともに、AZECの枠組も活用した海外連携やこ
れら地域への展開策を検討していく。

• 洋上風力産業を支える人材の育成・確保：補助事業を通じて、事業開発を担う人材、エンジニア、専門作業員
の育成に向けた、カリキュラム作成やトレーニング施設整備が進展。産業界においても、ECOWINDが高専機構の
拠点校と連携し、出前授業の実施や洋上風力発電の現場見学等の取組を進めている。
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課題と対応（陸上風力発電）

• 未稼働案件：事業実施への地域の懸念を背景に、運転開始に至っていない事業が存在しており、こうした地
域の懸念に適切に対応した上で、導入を進める必要がある。

• 再生可能エネルギー促進区域の設定について、今後どのように取組を進めていくか。【関係省庁の取組】

• 環境アセスメントの実施：令和７年のアセス法改正において、建替事業における配慮書手続の合理化を措置
したところであり、今後、円滑な施行に向けて準備を進めていく。【関係省庁の取組】

• 安全の確保：昨今の陸上風車の事故について、原因究明を進め、再発防止策を講じる。



区域名 万kW※１
供給価格※２

(円/kWh) 運開年月 選定事業者構成員

促
進
区
域

①長崎県五島市沖（浮体） 1.7 36 2026.1 戸田建設、ERE、大阪瓦斯、関西電力、INPEX、中部電力

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖 41.5 13.26 2028.12 三菱商事洋上風力、三菱商事、C-Tech

③秋田県由利本荘市沖 73.0 11.99 2030.12 三菱商事洋上風力、三菱商事、C-Tech、ウェンティ ジャパン

④千葉県銚子市沖 37.0 16.49 2028.9 三菱商事洋上風力、三菱商事、C-Tech

⑤秋田県八峰町・能代市沖 37.5 3 2029.6 ERE、イベルドローラ・リニューアブルズ・ジャパン、東北電力

⑥秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖 31.5 3 2028.6 JERA、電源開発、伊藤忠商事、東北電力

⑦新潟県村上市・胎内市沖 68.4 3 2029.6 三井物産、RWE Offshore Wind Japan 村上胎内、大阪瓦斯

⑧長崎県西海市江島沖 42.0 22.18 2029.8 住友商事、東京電力リニューアブルパワー

⑨青森県沖日本海（南側） 61.5 3 2030.6 JERA、グリーンパワーインベストメント、東北電力

⑩山形県遊佐町沖 45.0 3 2030.6 丸紅、関西電力、BP Iota Holdings Limited、東京瓦斯、丸高

⑪北海道松前沖 25～32

⑫北海道檜山沖 91～114

有
望
区
域

⑬北海道石狩市沖 91～114

⑭北海道岩宇・ 南後志地区沖 56～71

⑮北海道島牧沖 44～56

⑯青森県沖日本海（北側） 30

⑰秋田県秋田市沖 37

⑱山形県酒田市沖 50

⑲千葉県九十九里沖 40

⑳千葉県いすみ市沖 41

㉑福岡県響灘沖 48

準
備
区
域

㉒北海道岩宇・南後志地区沖（浮体） ㉛東京都八丈町沖（浮体）

㉓北海道島牧沖（浮体） ㉜富山県東部沖（浮体）

㉔青森県陸奥湾 ㉝福井県あわら市沖

㉕岩手県久慈市沖（浮体） ㉞和歌山県沖（東側）

㉖千葉県旭市沖 ㉟和歌山県沖（西側・浮体）

㉗東京都大島町沖（浮体） ㊱佐賀県唐津市沖

㉘東京都新島村沖（浮体） ㊲長崎県五島市南沖（浮体）

㉙東京都神津島村沖（浮体） ㊳鹿児島県いちき串木野市沖

㉚東京都三宅村沖（浮体）

＜導入目標＞ 【】内は全電源の電源構成における比率

現状：風力全体6.6GW 【1.2％（2024年度）】
（うち洋上0.3GW）
※導入量（GW）は2025年3月時点

2030年：風力全体23.6GW 【5%】
（うち洋上5.7GW 【1.8%】）

＜洋上風力案件形成目標＞

2030年 10GW／2040年 30-45GW

＜洋上風力国内調達比率目標（産業界目標）＞

2040年 65％以上

のし ろ みたねち ょ う

ゆ りほんじ ょ う

は っぽ う ち ょ う のし ろ

さいかい えのし ま

かたがみ

たいない

ゆ ざま ち

がんう みなみし りべ し

し ま ま き

おが

おが

く じ ゅ う く り

第1ラウンド公募

第2ラウンド公募
事業者選定済
約180万kW

第3ラウンド公募
事業者選定済
約110万kW

【凡例】
●促進区域 ●有望区域 ●準備区域
●GI基金実証海域（浮体式洋上風力）

撤退

㉕岩手県久慈市沖（浮体）

㉝福井県あわら市沖

⑯青森県沖日本海（北側）

⑭北海道岩宇・南後志地区沖

⑫北海道檜山沖

⑤秋田県八峰町・能代市沖

⑥秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖

⑨青森県沖日本海（南側）

⑧長崎県
西海市江島沖

⑩山形県遊佐町沖

⑦新潟県村上市・胎内市沖

①長崎県
五島市沖
（浮体）

④千葉県銚子市沖

③秋田県由利本荘市沖

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖

㉜富山県東部沖（浮体）

㉔青森県陸奥湾

⑮北海道島牧沖

⑬北海道石狩市沖

⑪北海道松前沖

⑳千葉県いすみ市沖

㉑福岡県響灘沖

㊱佐賀県唐津市沖

⑲千葉県九十九里沖

⑱山形県酒田市沖

㉒北海道岩宇・南後志地区沖（浮体）

㉓北海道島牧沖（浮体）

⑰秋田県秋田市沖

㉟和歌山県沖（西側・浮体）

㉞和歌山県沖（東側）

㉗東京都大島町沖（浮体）

㉘東京都新島村沖（浮体）

㉙東京都神津島村沖（浮体）

㉚東京都三宅村沖（浮体）

㉛東京都八丈町沖（浮体）

㉖千葉県旭市沖

㊲長崎県五島市南沖
（浮体）

㊳鹿児島県
いちき串木野市沖

※2 ①はFIT制度適用のため調達価格。
     ⑤～⑩はFIP制度適用のため基準価格。

GI基金実証海域

➊秋田県南部沖

➋愛知県田原市・豊橋市沖

※1 容量の記載について、事業者選定済の案件は選定事業者の計画に基づく
発電設備出力量。それ以外は、事業者が確保している系統接続の最大受
電電力、または系統確保スキームで算定した当該区域において想定する
最大出力規模であり、区域の調整状況に応じて変動しうるもの。

➊秋田県南部沖

➋愛知県田原市・豊橋市沖

にい じ ま

こ う づ し ま
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（参考）第１ラウンド３海域の事業撤退
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• これまで、海洋再エネ整備法に基づき、国内10の促進区域で公募を実施。うち第１ラウンドの秋田２海域・千
葉１海域については、2025年８月、三菱商事コンソーシアムが開発中止を決定・公表。

• これを受け、洋上風力促進WGにおいて撤退の要因分析等を実施。撤退の要因は以下のとおり。

（１）公募当時の評価基準と事業計画
➢ 安価な供給価格とそれを誘引した公募制度
➢ 精緻な評価の不十分性
➢ 地盤調査結果による設計変更等

（２）公募選定後の事業環境の変化等
➢ 事業環境の変化等による建設価格の増加
   ①事業環境の変化（インフレ・為替・金利）、②風車調達費用の増加、③洋上・陸上工事費用の増加

➢ コスト増加に対応した収入確保の困難

①FIP制度への移行、②価格調整スキームの導入、③海域占用期間の予見可能性確保
を前提としてもコスト増加を賄うだけの収入を確保できる見込みが立たなかった
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（参考）洋上風力の事業環境整備

⚫ 国内サプライチェーンの構築や人材育成等の産業基盤の確立はまだ緒についたばかり。初期の案件
形成を着実に進めることで、産業基盤を構築していく必要。

⚫ 事業完遂の重要性及び公募の公平性の観点等を総合的に判断した結果として、第２ラウンド・第
３ラウンドの事業について、以下の方針を取りまとめ。

①長期脱炭素電源オークションへの参加

②公募占用計画変更に係る柔軟な対応

③一定の条件を満たした場合における海域占用期間の延長を認めることの原則化（※） 等

（※）③については既存事業のほか、今後公募する事業も対象。

⚫ 黎明期にある我が国の洋上風力の導入を確実なものとする観点から、引き続きコスト低減は重視し
つつ、事業完遂が可能な計画を高く評価する方向で、公募制度を見直す。

➢ 入札後の物価変動リスクに対応して価格を調整する仕組みの導入

➢ 価格点で過大な点差が生じず、事業完遂が可能な計画を高く評価する仕組みの構築

➢ スケジュールの柔軟性の確保 等

⇒第１ラウンド３海域の再公募を含む今後の公募に適用。

既存事業の環境整備

新たな公募制度

⚫今後の公募の在り方や既存事業の環境整備について、2025年12月に取りまとめ。

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第70回会合）
（2025年12月25日）資料2を一部加工
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（参考）排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置制度の新設

排他的経済水域（EEZ）への洋上風力発電設備の設置について、長期間の設置を認める制度を創設。

④経済産業大臣及び国土交通大臣は、協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可基準に

適合している場合に限り、設置を許可することができる。

③経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮の地位の付与を受けた事業者、利害関係者等を構成員とし、発電

事業の実施に必要な協議を行う協議会を組織するものとする。

②募集区域に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、設置区域の案や事業計画の案を提

出し、経済産業大臣及び国土交通大臣による仮の地位の付与（仮許可）を受けることができる。

①経済産業大臣は、自然的条件等が適当である区域について、公告縦覧や関係行政機関との協議を行い、

募集区域として指定することができる。

※ EEZにおける洋上風力等に係る発電設備の設置を禁止し、募集区域以外の海域においては設置許可は行わない。

※ 経済産業大臣が募集区域の指定をする際には、環境大臣による海洋環境に関する情報を収集するための調査を実施する。
これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととする。



①世界的なインフレ等への対応
魅力的な国内市場の創出

（政府の浮体式案件形成目標）

⚫ 2040年までに15GW以上の
浮体式案件を形成

（洋上風力全体で30GW～45GW）

⚫ 2029年度中を目途に大規模
浮体式案件を形成

• インフレ等に対する更なる環境整備

• 浮体式コスト目標の検討

• JOGMECセントラル調査のEEZへの
拡充

②産業・技術基盤の充実

（産業界の目標）

⚫ 2040年までに国内調達比率を
65％以上

⚫ 2040年までに洋上風力関連人材
を約4万人確保・育成

• 風車の国産化に向けた体制構築・技術開
発・設備投資と、それを通じたコスト低減

• 浮体等の大量生産、港湾インフラの整備、
船舶確保

• EEZやアジア太平洋展開に向けた実証事
業の推進、技術検証環境整備、技術開
発ロードマップに基づく技術開発

③グローバル市場への展開

（官民の目標）

⚫ 2040年までに海外浮体式案
件30GWに関与

⚫ 2030年までに欧州・アジア太
平洋等10ヵ国・地域と連携

• アジア太平洋に向けた製造拠点創
出のためのグローバル風車メーカー
との官民協力

• 業界協調体制による技術開発を通
じ、国際標準化を主導

（参考）洋上風力産業ビジョン（第2次）（2025年8月8日）

⚫ 洋上風力のEEZを含む開発エリアの拡大に際し、浮体式も必要になる。

⚫ 浮体式について魅力的な国内市場を創出するとともに、産業・技術基盤の充実やグローバル市場への展開を図
るため、浮体式産業戦略検討会において、案件形成目標や国内調達比率目標等について議論。

⚫ 2025年８月の「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」※でとりまとめ・公表。
※ 業界団体11団体（JWPA,ECOWIND,FLOWRA,FLOWCON他） 、発電事業者8社、風車メーカー3社、浮体等メーカー11社、建設業者6社

等が参加。
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洋上風力産業ビジョン(第2次)［浮体式洋上風力等に関する産業戦略］ポイント

第38回洋上WG合同会議（2025年11月10日）
資料４より抜粋



TDK：発電機の磁石

駒井ハルテック(千葉)※

日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(福岡)※

ナロック(和歌山)※ 濱中製鎖工業(兵庫)

（参考）洋上風力サプライチェーン構築に向けた動き

住友電気工業、古河電気工業：ダイナミックケーブル

※はGXサプライチェーン構築支援事業で支援（①～⑥が支援対象）

大島造船(長崎)※

⚫ 国内の風車産業構築が大きな課題であるが、国内にも風車ナセル内の部品製造の技術力は残り、また、今
後導入拡大が見込まれる浮体式については、我が国の強みである造船、繊維・鉄鋼等の素材、製造技術や
量産化技術を十分に活かせる領域。

⚫ GXサプライチェーン構築支援事業（2024年度～）による設備投資支援等を通じて、2040年までに国
内調達比率を65％とする産業界目標の達成に向けて支援していく。

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(三重)※
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①ナセル

②ブレード

③タワー

④浮体基礎

⑤係留索ダイナミック
ケーブル

⑥アンカー

＜浮体式洋上風力発電設備＞

三菱電機：スイッチギア

日本製鉄：タワー用鋼材

富士電機：パワー半導体
増速機 ベアリング

ボルト

ナセル内部品

第38回洋上WG合同会議（2025年11月10日）資料４を一部加工
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出典：GWEC 「Global Wind Market Development Supply Side Date 2024 

（参考）洋上風車の製造拠点創出とサプライチェーン構築に向けた取組

デンマーク ベスタス社（2025年7月）

※日本製鉄も覚書締結（グローバル市場
向けタワー用鋼材の供給）

※TDK社も覚書締結（グローバル市場向
け磁石の供給）

国内民間企業

グローバル
風車メー
カー

官

イノベーション
連携

協働のイメージ

サプライチェー
ン

構築
累積約

1,200GW

ベスタス
（デンマーク）

15.6％

シーメンスガメサ
（スペイン、ドイツ）

11.8％

ゴールドウインド
（中国）

11.1％

GEベルノバ
（米国）

9.9％
エンビジョン

（中国）

6.7％

エネルコン
（ドイツ）

5.3％

ミンヤン
（中国）

5.2％

その他
34.4％

＜グローバル風車メーカーとの官民協力＞

海
外
技
術
・
投
資
の
呼
び
込
み

国内市場
アジア太平洋市

場
への展開

国内メーカー
グローバルサプライヤー化

発電機
増速機 電機設備

ベアリング

磁石

タワー

鋼材

風車工場

風車製造拠点創出

＜風力発電タービン 世界シェア（陸上、洋上＞
※ 2024年 累計導入量

台風、雷、地震、低風速、
浮体式等対応風車の開発

ドイツ シーメンスガメサ社（2025年6

月）

⚫ 経産省は昨年、欧州風車メーカーと官民協力枠組みを立ち上げ。

⚫ 本年3月には、洋上風力市場の拡大を前提に、ベスタス社は、2029年度までにナセル最終組立拠点の日本
国内設立に向け協力していくこと、その場合、経産省は最大限支援することに合意。更に、ベスタス社は、一定
受注量が継続・確保された場合、2039年度までにナセル完全生産拠点設立を目指すロードマップを策定。

⚫ 経産省として、海外技術・投資を呼び込み、アジア太平洋地域に向けたナセル製造拠点の設立を目指すととも
に、アジア気象・浮体式に適した風車開発を検討・早期に進めることで、国内技術の優位性確保を目指す。

⚫ 風車製造拠点創出は、陸上風車で培った風車産業の再興と将来的なコスト低減に必須の役割を果たし、脱
炭素電源供給技術の獲得（安定供給）に資する。

GX実現に向けた専門家ワーキンググループ（第16回）
（2026年3月17日）資料1ー2を一部加工
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（参考）国内産業・技術基盤の充実（ＧＩ基金を活用した技術開発）

①次世代風車技術開発

③洋上風力関連
電気システム技術開発

②浮体式基礎製造
・設置低コスト化技術開発

④洋上風力運転保守
高度化事業

要素技術開発［上限約680億円］
（フェーズ１,〈2021~30年度〉）

浮体式洋上風力発電実証［上限約1420億円］（フェーズ2, 〈2024~32年度〉）

⑤共通基盤技術開発
・浮体システム最適設計
・大水深対応設計、施工 等

＜グリーンイノベーション基金プロジェクト［上限約2,100億円］＞

秋田県南部沖

愛知県田原市・豊橋市沖丸紅洋上風力等
コンソーシアム
【計画概要】
風 車：12ＭＷ超×2基
浮体形式：セミサブ浮体

（JMU）
水 深：400m程度
2024～ 気象・海象等調査、

設計
2029～ 運転開始予定

シーテック等
コンソーシアム
【計画概要】
風 車：12ＭＷ超×1基
浮体形式：セミサブ浮体

（カナデビア）
水 深：100m程度
2024～ 気象・海象等調査、

設計
2029～ 運転開始

大水深(500m超級)実証
浮体、係留、アンカー、電気関連システム製造・施工、
O&M、耐久性検証、ガイドライン等の規格策定

過酷海域実証
高波高、急勾配、岩地盤等に対する設計・製造・施工・発電、
O&M、耐久性検証、ガイドライン等の規格策定

＜EEZ展開やアジア展開に向けて更に取り組んでいく事業＞

• 浮体式洋上風力は、欧州を中心に実証プロジェクトが進展するも世界的にコスト低減・量産化が
共通課題。

• 我が国では、浮体式の早期社会実装に向けて、グリーンイノベーション基金により、浮体基礎や電
気システムなどの要素技術開発を実施、これら成果を活用し大型風車を用いた領海内における実
証事業（秋田県南部沖、愛知県田原市・豊橋市沖）を実施中。

• 今後、浮体式洋上風力を我が国EEZやアジア太平洋へ展開するために、過酷海象（岩地盤、大

水深等）における実証に取り組む。更に、規模を拡張したプロジェクトについても検討を進めていく。



（参考）グローバル市場の拡大・獲得（FLOWRAを核とした共通基盤開発）

共同
研究

ゼネコン・マリコン・材料/造船/重電メーカー等

出典：Shutterstock

港湾工事 高炉 造船所

ORE Catapult
(2025.3)、
EMEC
(2025.9)等と
協力覚書締結

DI Energy
(2025.4)等と
協力覚書締結

Innovation 
Norway、
DNVと協力覚
書締結
(2025.6)

＜共同研究パートナー＞＜FLOWRA＞

HHWEと協力
覚書締結
(2025.9)

ABSと協力覚
書締結
(2025.7)

France 
Energies 
Marines
(2025.10)等
と協力覚書締
結

連携

＜研究機関／教育・研究機関／認証機関＞
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英国 デンマーク ノルウェー オランダ 仏国 米国 シンガポール

＜諸外国＞

連携
共同研究

TCOMSと協
力覚書締結
(2026.5)

• 浮体式の広域かつ大規模な商用化や国内産業創出等に貢献するため、発電事業者が協調し、浮体式洋上
風力技術研究組合（FLOWRA）が設立(2024年3月)。

• グローバル展開や海外プロジェクトへの参入も視野に、欧米等の海外諸機関と連携しながら、①風車・浮体
一体システムの最適設計手法の開発や、②規格の策定、標準化等を進め、浮体式洋上風力の低コスト化・
量産化技術の確立に取り組む。

• この1年で欧米諸機関と連携。今後、アジア太平洋地域の有力機関との連携を構築していく。
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ベトナム フィリピン

25

(17%)

33

(22%)

13

(9%)

GEベルノバ

（米国）

8

(5%)

エネルコン

（ドイツ）

14

(9%)
4

3

その他

46

(31%)

不明

4

8

(47%)

シーメンスガメサ

（スペイン、ドイツ）

4

(24%)

ベスタス

（デンマーク）

1

(6%)ゴールドウインド

（中国）

4

(24%)

エンビジョン

（中国）

131プロジェクト

運転開始済
10プロジェクト

運転開始済

シーメンスガメサ

（スペイン、ドイツ）

ベスタス

（デンマーク）

ゴールドウインド

（中国）

エンビジョン

（中国）

ミンヤン

（中国）

＜ベトナム、フィリピンにおける風車メーカーシェア＞※プロジェクト数ベース/運転開始済＋見込

出所：ASEAN地域における風力発電の政策・市場動向調査（タイ・ベトナム・フィリピン）（2025年11月NEDO、ARTHUR D LITTLE）

アジア太平洋地域への風車、浮体展開先イメージ

 既に欧州風車メーカー参入。AZEC参加国もあり日系企業の参入障
壁も低い。

 洋上風力の導入目標（需要）あり。
 日本と類似する気象環境であり国内技術の横展開が可能。

ベトナム
◼ AZEC加盟、エネルギー・トランジションに係る二国間協力の枠組みあり
◼ 洋上風力の入札制度が未整備であり連携の余地大

フィリピン
◼ AZEC加盟、日系企業も一部洋上風力プロジェクトへ参加
◼ 2025年6月に洋上風力の入札を始動（3.3GW）、浮体式のポテンシャルが膨

大

豪州
◼ AZEC加盟、日系企業も一部洋上風力プロジェクトへ参加
◼ 好風況かつ広い海域

台湾、韓国、インド 他
◼ 競合なるも互いの市場で民間の競争が望まれる

GI基金等による技術開発・実証
を通じた技術的優位性確保

AZEC活用、産業界連携、
FS等を通じた需要創出

（参考）アジア太平洋等市場へのグローバル展開に向けた取組

⚫ ベトナム、フィリピン、豪州には風車製造拠点が無く、陸上風力では欧米メーカーが供給。徐々に中国メーカーも参入。

⚫ 我が国と気象が類似し、深い海域での浮体式のポテンシャルが大きいアジア太平洋市場において、台風、雷、地震、
低風速等の気象に適した風車開発や浮体式の技術開発を早期に進めることで、国内技術の優位性を確保。また、
AZECの枠組も活用して、産業界を含めアジア太平洋地域等とのサプライチェーン連携等も進めることで、需要創
出を図り、これら取組により、我が国風車、浮体製造技術のグローバル展開を推進する。

GX実現に向けた専門家ワーキンググループ（第16回）
（2026年3月17日）資料1ー2より抜粋



（参考）洋上風力産業を支える人材育成・確保に向けた取組

⚫ 洋上風力の事業開発を担う人材、エンジニア、専門作業員の育成に向け、カリキュラム作成やトレーニング
施設整備に係る支援を令和4年度から実施し、施設整備等が進展。（令和8年度予算額6.3億円の内数）

⚫ 産業界においても、産業界と教育・研究機関が連携して人材育成を進めるための協議会
（ECOWIND：エコウインド）を令和6年6月に立ち上げ、副読本作成等の取組が進められている。また、
ECOWINDでは、高専機構の拠点校と連携し、出前授業の実施や、洋上風力発電の現場見学等を実施
してきている。

日本郵船

風と海の学校 あきた

（秋田県男鹿市）

⚫ 秋田県立男鹿海洋高校の大水深
プール等の既存施設を活用し、各種
機器の導入によって訓練センターとして
整備。

⚫ 作業員・船員向けの基本安全訓練や、
シミュレータによる作業員輸送船の操
船訓練を提供、年間1,000人の修了
生輩出を目指す。

⚫ 施設は男鹿海洋高校の生徒や近隣
の小中学生にも開放。

（写真はHP等から引用）

トレーニング施設への支援例 産学連携による人材育成の取組

産業界
（発電事業のサプライチェーンに関わる各企業）

教育・研究機関

洋上風力人材育成
推進協議会
「ECOWIND」

＜育成プログラム例＞

• 出前授業、講師派遣

• カリキュラム策定の協力

• 広報コンテンツ・副読本の作成

• 現場見学等の機会

教育現場
のニーズ

産業界のニーズ

育成プログラム
の提供

高専機構

COMPASS 5.0の指定校

＜拠点校＞

函館高専、八戸高専、

秋田高専

＜実践校＞

一関高専、富山高専、

鳥羽高専

GiraffeWork

ジラフワーク・トレーニングセンター

（神奈川県川崎市）

⚫ 労働安全の専門的な訓練に実績のあ
るマースク・トレーニング社（デンマー
ク）と提携した教育プログラムを提供す
るトレーニングセンター。

⚫ GWOが定める国際標準の基礎安全
訓練や上級救助訓練等の複数モ
ジュールの育成プログラムを受講するこ
とが出来る。

※ GWO(Global Wind Organization)： 風車メーカーや発電事業者等が設立した、風力発電設備の作業者向け訓練プログラムの開発を行っている国際組織
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（参考）秋田県で発生した風車損傷事故の概要

○発電所概要

設置者 ：（株）風の王国・男鹿

メンテナンス事業者：（株）日立パワーソリューションズ

発電所名 ：風の王国・男鹿風力発電所

設置場所  ：秋田県男鹿市

風車基数  ：1,870kW×４基※

風車型式 ：独Enercon社製 E82-E2

運転開始 ：2016年11月

※事故機は２号基。

事故当時１号基は停止中。

３号機及び４号基は今回の事故発生を受け、運転を停止。

• 令和８年４月12日（日）14時４分頃、秋田県男鹿市の「風の王国・男鹿風力発電所」の風力発電設備に
おいて、風車のブレードの損傷事故が発生。この事故による人的被害は無し。

• 経済産業省においては、事故の発生後直ちに、風車の設置者に対し、周囲の安全確保、原因究明、再発防止
を指示するとともに、現地に職員を派遣し、原因究明を進めている。

• また、事故機と同型の風車について、メンテナンス事業者が進める緊急点検への協力を要請。



１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

④ 地熱発電

（ア）基本的考え方

   地熱発電は、安定的に発電を行うことが可能なエネルギー源であり、地域資源の有効活用を通じて産業振興や地域社会に貢
献し、地域活性化にも資するものである。日本の地熱資源のポテンシャルは世界第３位であるが、地熱発電の開発には、開発リ
スク・開発コストの高さ、リードタイムの長さ、地熱資源の有望地域の偏在による開発適地や系統接続の制約、地元との調整
や開発のための各種規制への対応等の課題がある。こうした課題を克服し、中長期的には競争力ある自立化した電源としてい
く。現状の４倍以上に地熱資源のポテンシャルを拡大する可能性がある次世代型地熱技術の開発も進める。
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第７次エネルギー基本計画（抄）

④ 地熱発電

（イ）今後の課題と対応

   地熱開発の加速化のため、地熱資源の約８割が存在する自然公園内を中心に、経済産業省が選定した複数の有望地域に
おいて、「地熱フロンティアプロジェクト」を立ち上げる。選定された地域では、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）自らが、地熱資源の調査（噴気試験を含む。）を行い、調査データ等を事業者に提供し、掘削した井戸を事
業者の求めに応じて引き継ぐことで、事業者の開発リスクと開発コストの低減を図るとともに、政府も地域の関係者との調整を積
極的に支援する。また、「地熱開発加速化パッケージ」の実行に向けて、自然環境や温泉事業者への配慮を前提に、ステークホ
ルダーの理解醸成、掘削コストの高騰や高い掘削リスクへの対応、温泉法や立地条件等に応じた自然公園法・森林法等の各
種許認可手続への対応について、関係省庁が連携し、ワンストップでフォローアップに取り組む。また、様々なプレイヤーの地熱発
電への参画を促し、従来の手法にとらわれずに、小型で機動的な掘削機や発電所のモジュール化等による迅速な地熱の開発も
促進する。

   海外では、日本企業も参画し、熱水のない場所でも発電が可能なクローズドループや地熱増産システムなどの実証が進めら
れている。また、日本でも、NEDOや産総研等が、地下深くの高温・高圧な熱水を活用した超臨界地熱に関する調査を行ってい
る。抜本的な地熱発電の導入拡大を実現するため、こうした次世代型地熱技術について、2030年代の早期の実用化を目指
し、研究開発・実証を進め、事業化につなげる。

   地熱発電の導入をより短期間・低コストで、かつ円滑に実現できるよう、地域の理解促進、リスクマネーの供給、探査技術の
高度化等の掘削成功率や掘削効率の向上に資する技術開発などの取組を進める。

   今後、2040年に向けて地熱発電の導入を加速させていくための具体的な計画や目標等を策定する。

   さらに、発電後の熱水利用など、エネルギーの多段階利用を通じて、地域のエネルギー供給の安定を支える役割を担う地熱発
電の取組を推進する。JOGMECとの連携により、地熱発電技術の海外展開を促進する。
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課題と対応（地熱発電）

• 地熱フロンティアプロジェクト：

➢ 地熱開発加速化のため、JOGMEC自らが、地熱資源の調査（噴気試験を含む。）を行い、掘削した井
戸を事業者の求めに応じて引き継ぐフロンティアプロジェクトについて、秋田県湯沢市と岩手県雫石町の2
案件を候補地として選定・公表済み。

➢ 他にも全国複数箇所で、候補地とすべく調整中。加えて、フロンティアプロジェクトにより事業者の開発リスク
の低減が見込まれることから、官民における適切なリスク分担に向けた具体的なスキームやコスト削減策につ
いて、現在、地熱発電の推進に関する研究会において議論を行なっており、年内のとりまとめを目指す。

• 地熱発電の案件形成目標の策定：フロンティアプロジェクトの具体的な制度設計と併せて、今後の地熱開
発に向けた案件形成目標の策定を検討し、年内のとりまとめを目指す。

• 特有の開発リスクや各種規制への対応：継続的にフォローアップし、課題を収集・解決するため、事業者・関
係省庁・地方自治体等300名超が参加する地熱連絡会を設置。また、令和８年４月より経済産業局に
地熱開発専門官を設置し、個別プロジェクトのワンストップでの対応を支援。

• 次世代型地熱発電：令和7年度に次世代型地熱推進官民協議会を開催し、有識者との議論を経て、次世
代型地熱実現に向けたロードマップをとりまとめた。まずは、グリーンイノベーション基金を活用した技術開発と国
内有望地点での実証により、2030年代早期の次世代型地熱発電の実用化を目指す。
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（参考）地熱フロンティアプロジェクトの進捗

• フロンティアプロジェクト候補地として、秋田県湯沢市（令和7年10月）、岩手県雫石町（同12月）
の2案件を選定・公表済み。他にも全国複数箇所で、候補地とすべく調整中。

秋田県湯沢市 岩手県雫石町

第45回資源・燃料分科会（2025年12月16
日）資料3より抜粋

➢ 湯沢市は、上の岱地熱発電所や山葵沢地熱発
電所を有しており、他にも複数の調査・開発
中の案件を有するなど、日本屈指の地熱ポテ
ンシャルが高いエリア。

➢ その中でも、 JOGMECポテンシャル調査にて、事
業者単独では調査・開発をしにくい国定公園内で、
複数の地熱有望地を確認。

➢ 想定資源容量が数万kW級と見込まれるため、
JOGMEC自らが実施するフロンティアプロ
ジェクトとして選定。

➢ 雫石町は、日本最大級の葛根田地熱発電所を有
しており、雫石町が位置する岩手山南麓地域は日
本有数の地熱ポテンシャルを有するエリア。

➢ その中でも、JOGMECポテンシャル調査にて、事業
者単独では調査・開発をしにくい国立公園内や未
開発の山間部で、複数の地熱有望地を確認。

➢ 想定資源容量が数万kW級と見込まれるため、
JOGMEC自らが実施するフロンティアプロジェクト
として選定。

＜JOGMECのこれまでの調査実績＞
R3-4年：地質調査、温泉・噴気調査、物理探査

R4-5年：ボーリング調査

R6年 ：物理探査

＜JOGMECのこれまでの調査実績＞
H27年：重力・電磁探査

R5年  ：地質・地化学調査、電磁・磁気探査

R6年 ：R5地表調査データの詳細解析実施
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（参考）リスク低減に向けたフロンティアプロジェクトの制度設計について

• 資源・燃料分科会で、国・JOGMECが譲渡以降も引き続きフォローアップするとともに、応益負担の観点から選
定事業者となった場合に調査費用を負担するというスキームを見据え、総合評価落札方式を検討する方向性
としたところ。

• 年内のとりまとめを目指し、JOGMEC内で詳細な制度設計を検討中。

2025年12月16日
総合エネルギー調査会

第45回 資源・燃料分科会
資料3 より抜粋
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（参考）案件形成目標の策定とそれに向けた支援措置の見直し

• 第７次エネルギー基本計画において「２０４０年に向けて地熱発電の導入を加速させていくための具体的な
計画や目標等を策定」に向け、石油・天然ガスの資源量及び埋蔵量評価の手法を参考に「資源エネルギー庁
による地熱資源容量」の定義を策定した。

• 本指標を活用しながら、関係審議会等において具体的な目標値と、地熱開発を加速化・拡大するための調
査とその支援策の、技術開発の在り方等について包括的に議論を進め、年来のとりまとめを目指す。

2025年12月16日
総合エネルギー調査会

第45回 資源・燃料分科会
資料3 より抜粋



• ”従来型“地熱資源は火山活動のある山間地域に偏在しており、国立・国定公園や保安林・保
護林等の区域と重なる場合が多く、国有林や保安林では開発面積に制限がある。
また、天然に存在する地熱貯留層の規模（1坑井当たりの出力等含む）が限定的であること
から、他電源と比較して大規模・大出力の開発は難しい状況。
そのため、従来型地熱だけでは限界があり、抜本的な取組みが必要。

154

国立・国定公園特別地域における主な地熱発電所

発電所 運転開始年
認可出力
[万kW]

松川 昭和41年 2.35

大沼 昭和49年 0.95

鬼首
昭和50年(令和5年リプレイス) 1.25→1.49

八丁原
1号機：昭和52年
2号機：平成2年

1号機：5.5
2号機：5.5

大岳 昭和42年(令和2年リプレイス) 1.25→1.37

葛根田
1号機：昭和53年（令和4年廃止）
2号機：平成8年

1号機：5.0
2号機：3.0

過去と比較して、最近の国立・国定公園内での開発は少ない。

国有林における制限

• 試掘調査の場合、
貸付面積は5ha=50,000㎡まで

※ 国有林野の管理経営に関する法律

保安林における制限

• 変更区域面積：0.2ha=2,000m2、
許可期間は原則2年

• 開発移行時には保安林解除申請
※ 現在、林野庁と地熱協会で試掘時の保安林

解除手続きガイドを作成中。

＜参考＞国内最大の掘削リグ
フルスペックで稼働する場合
必要な敷地は約12,000m2

※ 掘削能力:7,500m
※ 主に石油・天然ガス・CCS掘削

で使用

※ 提供：エスケイエンジニアリング（株）

地熱生産井の出力の目安

• 一般的には3,000～
10,000kW/坑 程度とされている。

※ ただし、坑井仕様や地熱フィールドの
温度・ 圧力・透水性などによって異なる。

従来型地熱の振り返り：地熱の偏在とそれに伴う制限

（参考）次世代型地熱技術開発の必要性①
第46回資源・燃料分科会（2026年5月15
日）資料3より抜粋



（参考）次世代型地熱の種類

従来型地熱

次世代型地熱

超臨界地熱
Supercritical Geothermal

クローズドループ
Closed-loop Geothermal System

EGS
Enhanced Geothermal Systems

熱・水・割れ目から成る地熱貯留
層から蒸気を生産し発電。

マグマ上部の高温高圧の流体(超
臨界熱水)から蒸気を生産し発電。

亀裂のない高温の地熱層に坑井掘
削し、流体を循環させ発電。

地熱層貯留層を人工造成し、水を
圧入・蒸気を生産し発電。

地熱貯留層

温泉
地表

3km
～350℃

3～6km
400～600℃

1.5～2km
200~350℃

1km

超臨界状態の
高温・高圧

状態の蒸気を
生産

超臨界地熱

熱源熱源

坑井でループを
構築し、流体を

循環

熱源

人工的に
貯留層を

造成

マグマ
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（参考）次世代型地熱に向けたロードマップ

• 次世代型地熱推進官民協議会（令和7年4月～計4回）を開催し、有識者・地熱事業者・金融

機関等と次世代型地熱実現に向けたロードマップを取りまとめた。本ロードマップにおいて

フェーズ1：2030年までに国内で先行導入、フェーズ2：2030年代早期の運転開始、

フェーズ3：国内普及とそれによる地熱発電の抜本的な導入量拡大を目指すこととした。

第45回資源・燃料分科会（2025年12月16
日）資料3より抜粋
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（参考）グリーンイノベーション（GI）基金を活用した
「次世代型地熱技術の開発プロジェクト」の組成について

• 昨年11月の産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会において、新規プロジェクトとして
「次世代型地熱技術の開発」の追加が決定。

• 本年4月の同部会分野別WGにおいて、同プロジェクトの研究開発・社会実装計画（案）が承認。
次世代型地熱技術の開発にかかる事業費総額は1,430億円を見込み、国費負担上限額を
1,102億円に設定。

• 今後、次世代型地熱技術実証事業に係る公募を順次開始する（2026年6月以降を予定）。

公募内容

○研究開発内容：
➢①超臨界地熱技術の開発
➢②クローズドループ技術の開発
➢③EGS技術の開発
➢④共通基盤技術の開発

○研究開発目標：
安全かつ適切な実証事業を通じて、可能な限り早期に従来型地熱発電と同じ発電コス
ト及び将来的にLNG（専燃）や原子力などの他のベースロード電源と同じ発電コスト
を見通せる次世代型地熱技術等を確立し、同発電コストを見通すために必要な技術開
発項目等を整理する。
※ インフレや物価高騰等の外的要因により各種電源の発電コストが変動している場合は、当該

時点の従来型地熱発電及び他のベースロード電源の発電コストを踏まえた値に読み替える。

第46回資源・燃料分科会（2026年5月15
日）資料3より抜粋



１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

⑤ 水力発電

（ア）基本的考え方

   水力発電は、安定した出力を長期的に維持することが可能な脱炭素電源として重要である。また、地域に裨益する事業モデ
ルを構築することで、地域産業の活性化・地方創生に資する。しかしながら、開発コストや規制対応等に起因する開発リスクが
高いことに加え、堆砂の深刻化等による設備容量の減少、激甚化する豪雨災害等による被害、経年に伴う設備の老朽化も見
られる。また、地域との共生やコスト低減を図りつつ、自立化を実現していく必要がある。

（イ）今後の課題と対応

   水力発電の開発リスクの低減や適切な再投資・維持・管理を通じた活用の促進に向けて、長期脱炭素電源オークションを含む
容量市場やFIT・FIP制度等を通じて水力発電への電源投資を促進する。

   さらに、中小水力発電の導入検討段階等で必要となる流量調査や地元理解の促進等を支援する。中小水力発電の隠れた
開発ポテンシャルを明らかにするため、全国水系における開発可能な地点の広域的な調査や、地方公共団体主導の下での開
発地点候補の詳細調査・案件形成等を推進する。

   加えて、水力エネルギーを最大限活用するため、「流域総合水管理」の考え方も踏まえつつ、ダム・導水路等のインフラを所管す
る関係省庁と連携し、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させるハイブリッドダムの取組として、ダムの運用の高度化、
既設ダムの発電施設の新増設、ダム改造・多目的ダムの建設を推進し、発電量の増加を図る。また、電力ダムも含めた複数ダ
ムの連携、既存設備のリプレースによる最適化・高効率化、発電利用されていない既存ダムへの発電設備の設置等を推進す
る。以上について、施策間での適切な役割分担を前提に、関係省庁で連携し対応していく。
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課題と対応（中小水力発電）

• 新規開発の促進（詳細調査・案件形成等の推進）：中小水力発電の導入拡大に向けて事業者の参入を促
進するため、新規開発に向けた地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価への支援や、
全国水系の開発可能地点の広域調査等を実施。

➢ 開発に向けた初期段階調査における地形測量・流量調査等に対する支援。

➢ 地点選定等に有用な河川情報の一元化といった基盤的情報の整備・提供。

➢ 全国100地点を念頭にした、自治体主導の下での開発地点候補の詳細調査・案件形成等に対する支援。

➢ 昭和50年代頃に国主導により大規模に行われた発電水力調査をもとに、現在の経済性指標を反映した
データベースを構築し、隠れたポテンシャルを見える化するとともに、詳細な事業性評価を行うための手引きや
試算モデルを作成。

• 「流域総合水管理」を踏まえた水力エネルギーの最大限活用：

➢ 水力エネルギーの最大限活用に向け、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させるハイブリッドダムの
取組をどのように進めていくか。【関係省庁の取組】

➢ なお、FIT/FIP制度では、本年４月に、分割・重複の審査に関する一部運用の明確化を行い、ハイブリッド
ダムの取組における同制度の利用を後押し。

• 既存設備のリプレースによる最適化・高効率化：既存設備を活用した水力発電の導入を促進するため、既存
設備の出力増・発電電力量増を伴う設備更新等の費用の一部を支援。

• 中小型水車の技術開発：中小水力発電の導入拡大を促進するため、中小水力の水車設計及び解析コストの
低減につながるよう、中小型水車の設計・解析に必要なツールや、発電量の柔軟性向上も考慮した中小型水
車の標準設計を検討。
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（参考）新規開発の促進（詳細調査・案件形成等の推進）①

2025年度補助件数：21件

①事業性評価事業：19件
※約8,400kWの有望開発地点を確認

北海道：1件
東北（岩手、山形）：3件
関東（山梨）：2件
中部（新潟、長野、岐阜、愛知）：8件
中国（鳥取）：1件
九州（熊本、鹿児島）：4件

②地域共生支援事業：2件
中部（長野）：2件

• 中小水力発電の新規開発促進に向け、①開発に向けた初期段階調査における地形測量・流量調査等の
支援を実施するとともに、②地点選定等に有用な河川情報の一元化や、地域資源の活用等につながる優良
事例集など基盤的な情報の整備・提供を実施。

流量調査 地形測量

②基盤的情報の整備・提供①初期調査等支援事業

中小水力発電支援サイト 流量・流況データベース
（2024年12月~ 資源エネルギー庁HP）

➢ 地点選定等に有用な河川の流量・流況・水利権等の
情報について、関係省庁や地方公共団体、電力会社
等が保有する情報をデータベースで一元化。

中小水力発電の導入促進に向けた手引き・事例集
（2024年2月 資源エネルギー庁）

➢ 新規参入者向けに検討ポイントをまとめた手引きや、事
業性や地域共生などの課題を乗り越え、地域資源の
活用等につながる優良事例集を公表。

第74回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委員会（2025年6月3日）
資料1を更新
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（参考）新規開発の促進（詳細調査・案件形成等の推進）②

➢ かつて昭和50年代頃に国主導により大規模に行われ
た発電水力調査の結果を現代に蘇らせると共に、新た
な現地調査や最新の事業性評価モデル等も加味した
上で、全国水系の開発可能地点の広域調査を実施し、
隠れた開発ポテンシャルを見える化。

• 中小水力発電の導入拡大に向けては、開発意欲のある主体への情報提供や地域理解の醸成を進め、開
発ポテンシャルを活かしていくことが課題。

• こうした観点から、2024年秋の経済対策により、①全国100地点を念頭とした自治体主導の下での開発地
点候補の詳細調査・案件形成等への支援や、②全国水系の開発可能地点の広域調査を実施。

➢ 地方公共団体等による中小水力発電の開発
案件の創出に向けた事業性評価に必要な調
査・設計等を行う事業を支援。

➢ 採択件数：26件（94地点）

①中小水力発電自治体主導型案件創出調査等
 支援事業

②中小水力発電導入可能性調査事業

昭和50年代頃、オイルショックの
経験を踏まえ、大規模な発電
水力調査を実施

新たな現地調査や最新の
事業性評価モデル等を加味
開発ポテンシャルの見える化流量調査を踏まえ、有望地点を自治体等が公表

• 北海道：3件（3地点）
• 東北：9件（48地点）
• 関東：4件（29地点）
• 中部：2件（2地点）

• 近畿：2件（2地点）
• 中国：1件（1地点）
• 四国：1件（5地点）
• 九州：4件（4地点）

第74回再エネ大量導入・次世代電力
NW小委員会（2025年6月3日）
資料1を更新
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（参考）既存設備のリプレース等による最適化・効率化

最新の解析技術等を用い既存設備の性能を評価 解析結果等のデータに基づく最適設計による効率向上

水力発電設備の効率向上の取組

第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小
委員会（2025年6月3日）資料1を更新

• 既存の水力発電設備の多くは高度経済成長期から1990年代にかけて建設されてきた。コンピュータ解析・
設計技術が確立されておらず、簡易モデルによる設計及び模型を用いた水理試験が一般的であったほか、加
工技術も未達であり、複雑な形状の水車を製造することは不可能であった。

• 近年では、デジタル技術を活用した詳細モデルによる解析・設計が可能になったほか、自動加工技術も進展
し、複雑な形状の水車を制作することが可能。これらの技術を活用することで、水力発電設備の効率の向上
を図ることができる。

• 出力増・発電電力量増を伴う設備更新等の費用の一部を支援することで、既存の設備を活用した水力発電
の導入促進を加速する。 2025年度は、5件の調査・設計、13件の工事を支援。
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（参考）中小型水車の技術開発（発電量の柔軟性向上に向けた水車にかかる技術開発）

• 水力発電は、安定した出力を長期的に維持することが可能な脱炭素電源であり、特に中小水力は、立地制約
のある大規模水力と比較して、開発ポテンシャルを有している。

• 中小水力は、河川の落差や流量等の条件により地点特性に応じた、水車の設計及び流量の急激な変動等が
発生した際の応答性の評価（過渡応答評価）の解析が必要となるが、設備ごとの個別設計が前提となること
に加え、設計・解析及び製作に相当の難易度と労力を要するため、水車メーカの開発検討に時間や費用がか
かることが課題。

• このため、水車設計及び解析コストの低減を通じて、中小水力発電の導入拡大を促進するために、国の事業
（NEDO事業）において、中小型水車の設計・解析に必要なツールや、運用の柔軟性も考慮した水車の標
準設計を検討し、公開を目指す。

事業内容：中小型水車の設計・解析支援技術
運用の柔軟性向上のための中小型水車メーカへの技術支援及び発電事業者等における水車のトラブル対応支援を行い、

また、柔軟性の高い運転が可能な水車形状を設計するため、中小型水車の設計標準化による低負荷時の高効率運転技術
と高速・高頻度出力調整時の過渡応答抑制技術を開発する。

事業目標：中小型水車の設計・解析支援技術の開発
模型試験プラットフォームを構築し、設計や過渡応答評価に必要な手法やツールを整備・公開する。さらに、中小型

水車の導入を促進するため、様々な落差・流量に対応する種々の形式の水車について、標準設計（比速度70～600程
度）として公開する。

NEDO事業「電源の統合コスト低減に向けた電力システムの柔軟性確保・最適化のための技
術開発事業」における検討

2025年度「電源の統合コスト低減に向けた電力システムの柔軟性確保・最適化のための技術開発事業（日本版コネクト＆マネージ2.0）／研究開発項目3－2 水力発電の柔軟性向上のための技術開発」
https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100440.html

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100440.html


１.再生可能エネルギーの導入状況

２.電源横断的な課題と対応

①地域との共生等

②国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化

③電力市場への統合

３.各電源別の課題と対応

①太陽光発電

②風力発電

③地熱発電

④中小水力発電

⑤バイオマス発電
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第７次エネルギー基本計画（抄）

⑥ バイオマス発電

（ア）基本的考え方

   バイオマス発電は、災害時のレジリエンス向上や地域産業の活性化を通じた経済・雇用への波及効果が大きいなど、地域分散
型、地産地消型のエネルギー源として多様な価値を有するエネルギー源である。

   一方で、発電コストの大半を収集・運搬等の燃料費が占める構造にあることに加え、昨今では燃料需給のひっ迫も見られ、
事業の安定継続が課題である。このため、地域の農林業等と連携してコスト低減や燃料安定調達等を進める。

（イ）今後の課題と対応

   国産木質バイオマス燃料の供給拡大に向け、関係省庁が連携し、林地残材等の更なる利用に向けた体制構築、各地域に
適した早生樹や広葉樹等の育林手法等の実証、適正な再造林等を推進する。また、環境、社会・労働、ガバナンス、食料との
競合、ライフサイクル温室効果ガスの排出量等の観点から持続可能性が確保されたバイオマス燃料の利用を求めていく。

   さらに、地域の農林業等と連携し、エネルギー変換効率の高い熱利用・熱電併給の地域内利用を推進するとともに、農山漁
村再生可能エネルギー法等を通じたエネルギーの地産地消を積極的に推進し、農林漁業の健全な発展と調和を図りつつ、家
畜排せつ物、下水汚泥、食品廃棄物等の有効利用を進める。

   大規模なバイオマス発電については、安定的かつ持続可能な燃料調達の確保やコスト構造を踏まえた将来的な自立化の可
能性が課題となっている中で、FIT・FIP制度による支援の在り方や、調達期間及び交付期間が終了した後のバイオマス発電
事業の継続の確保について検討を進める。



課題と対応（バイオマス発電）

• 国産木質バイオマス燃料の供給拡大：

➢ バイオマス活用推進基本計画や森林・林業基本計画に基づき、林業・木材産業施策として、林地残材の有効活用や効率
的な運搬収集システムの構築等をどのように進めていくのか。【関係省庁の取組】

➢ 森林資源の持続的活用に向け、NEDO事業「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事
業」を通じ、全国20カ所以上の地域に建材用途と競合しない木質バイオマス燃料の植林、育林、伐採、搬出方法等の実
証事業を実施中。

• 持続可能性が確保されたバイオマス燃料の利用：バイオマス持続可能性WGにおいて、FIT/FIP制度で求める燃料
の持続可能性やライフサイクルGHGの基準等を整理。これまでのライフサイクルGHG基準の自主的取組フォローアップ
やEU等の国際動向を踏まえ、2031年度以降のライフサイクルGHG基準や輸入木質バイオマスに今後求めるべき
持続可能性基準等を引き続き検討。

• 地域の農林業等との連携：農山漁村再エネ法等を通じたエネルギーの地産地消に向け、地域の農林業等と連携し
たエネルギーの地域内利用や廃棄物バイオマスの有効利用の取組をどのように進めていくのか。【関係省庁の取組】

• 今後の支援の在り方、調達期間/交付期間終了後の事業継続の確保：

➢ 調達価格等算定委員会の意見を踏まえ、大規模バイオマス（輸入材等）については、新規の案件形成が大きく進むとは
考えにくいこと等から、入札区分となっていた一般木質等（10,000kW以上）及び液体燃料（全規模）を、2026年
度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外とした。

➢ FIT/FIP期間終了後に、石炭火力等の火力発電へ転換することや事業廃止に至ることを抑止する必要があることから、定
期報告・変更届出による継続的なバイオマス比率の把握、一定以上のバイオマス比率の減少を指導・公表の対象とする
等の措置を講じることとした。

➢ バイオマス発電は、火力発電の脱炭素化の一手段となること、調整力を有すること、地域の農林業等の活性化に資するこ
と等の特有の価値を有することから、将来的な自立化に向け、こうした価値を最大限活用することが重要。このため、既存
FIT電源のFIP移行、需給調整市場、容量市場、GX-ETS等の様々な制度・市場を通じて、事業者の創意工夫を促すと
ともに、国産木質バイオマスのコスト低減策等の林業政策とも連携しながら、総合的に取り組むことが重要。
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事業イメージ

木材関連事業者
（林業・製材所等）

チップ・ペレット
製造事業者

木質バイオマス発電所等

燃料ポテンシャルの拡大
新たな燃料ポテンシャル（早生
樹等）を開拓・利用可能とする
“エネルギーの森”実証事業

製造・輸送等システムの
最適化
木質バイオマス燃料の安定
的・効率的な製造・輸送等
システムの構築に向けた実
証事業

燃料品質の安定化
木質バイオマス燃料の品
質安定化等に向けた調
査事業

温帯気候（西日本）

➢ 宮崎県都農町（ヤナギ）
➢ 奈良県五條市、明日香村、和歌山

県龍神村（センダン、ナラ類、カ
シ類、ヤナギ）

➢ 兵庫県宝塚市（広葉樹萌芽更新）
➢ 兵庫県佐用町、愛媛県久万高原町、

長崎県五島市（ユーカリ）

温帯気候（東日本日本海側）
➢ 福井県あわら市（コウヨウザン）

亜寒帯気候（北部）

➢ 北海道由仁町（クリーンラー
チ、ヤナギ）

➢ 岩手県盛岡市、一戸町（ヤナ
ギ、ポプラ、広葉樹萌芽更新、
ホオノキ、ユリノキ、ハンノ
キ、キリ）

亜寒帯気候（南部）
➢ 福島県いわき市（コウヨウザン、

チャンチンモドキ、ユリノキ）

温帯気候（東日本太平洋側）
➢ 千葉県富里市、山武市、大多喜町

（ユーカリ、コウヨウザン、ユリ
ノキ、センダン）

➢ 栃木県益子町等（早生キリ）
➢ 千葉県大多喜町、茨城県つくば市

（ヤナギ）
➢ 三重県松阪市、多気町等 （セン

ダン、ナラ類、カシ類）
➢ 岐阜県本巣市、山県市、揖斐川町

（ユーカリ、キリ）

内陸性気候
➢ 長野県大町市（広葉樹萌芽更新）
➢ 岐阜県飛騨地方（ユーカリ）

樹齢10年のユーカリ

ユーカリの植林・観測等

エネルギーの森実証における実証地域・樹種

移動式チッパーやコンテナ化による
運搬効率の向上等

（参考）木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業

• 新たな燃料ポテンシャルの開拓に資する「エネルギーの森」づくりを実現に向け、建材と競合しない広葉樹・早生
樹の植林、育林等の実証や、木質バイオマス燃料の製造・輸送システムの効率化の実証等を実施。

• エネルギーの森実証事業では、全国20ヵ所以上の地域で、広葉樹・早生樹の実証を展開中。

第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会（2025年6月3日）資料1を更新
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（参考）2025年度バイオマス持続可能性WG報告 第109回調達価格等算定委員会（2025年12月6日）資料3を一部修正
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（参考）バイオマス発電事業の安定継続に向けて 第74回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2025年6月3日）資料1より抜粋
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⚫ 大規模バイオマスを巡る状況に関しては、以下の状況が認められる。

➢ バイオマス発電の電源の性質として、発電コストの大半を燃料費が占めるというコスト構造にあり、将来的な自立
化が見通しづらい状況にある。

➢ 今年度の本委員会における事業者団体ヒアリングにおいては、事業者団体から、FIT/FIP 制度からの自立化の
ためには、燃料コストの低減が課題との説明があった。一方、特に、入札区分である一般木質等（10,000kW 
以上）及び液体燃料（全規模）については、国際市場の需給や円安等の影響を強く受ける性質があり、新
規の案件形成が大きく進むとは考えにくいとの説明もあった。

➢ 2024年度に実施したバイオマス第７回入札においても、入札件数は０件となり、2022年度以降、入札件数
が０件の状況が続いているこ とが確認されている。

➢ 需給調整市場や容量市場を活用することで、FIT/FIP制度によらず に収益を上げることが期待されている電源
である。

⚫ 以上の点を踏まえ、現在入札区分となっている一般木質等（10,000kW以上）及び液体燃料（全規模）は、
2026年度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外とすることとした。

⚫ FIT/FIP制度は、再エネ電源の自立的な維持・拡大を目指し、国民負担によりその導入を支援するものである。そ
のため、 国民負担の下で導入された再エネ電源であるバイオマス発電が、支援期間終了後に火力発電へ転換
することや事業廃止に至ることを抑止する必要がある。

⚫ このため、FIT/FIP制度により支援を受けたバイオマス発電について、

➢ FIT/FIP期間の終了後も、定期報告・変更届出を通じて、継続的にバイオマス比率の把握を行うとともに、

➢ FIT/FIP期間の終了後にバイオマス比率を一定以上減少させた場合には、指導などの対象とし、指導を行っ
たときはその旨を公表することとした。 

（参考）令和７年度以降の調達価格等に関する意見
（令和７年２月３日 調達価格等算定委員会）抄
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（参考）GX-ETS（発電ベンチマーク）における非化石燃料の取扱い
第４回発電BMWG（2025年12月8日）資料3より抜粋
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